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厚生労働科学研究費補助金(22JA0301) 

令和４〜6年度 総合研究報告書 

特殊健康診断等のデータ入力標準化および 

データ利活用ツール開発のための研究 

研究責任者 大神 明  産業医科大学・産業生態科学研究所・教授 

  

研究要旨 

本研究の研究目的は、国内事業場における特殊健康診断の活用実態、特に情報入
力および蓄積、保存の実態を調査し、中小企業にも提供可能な特殊健康診断統合パ
ーソナルヘルスレコード(PHR)あるいはツールを開発し、より実効的な産業保健サー
ビスの定着と産業保健活動の充実を図ることである。 
本研究では、特殊健康診断およびリスクアセスメント対象物健康診断に関する情

報の標準化と電子化を軸に、PHR（Personal Health Record）との連携を視野に入れ
たデータ基盤の構築を目指し、以下の主要な成果を得た。 

１）健診情報の構造化と電子記録の実現 
 自覚症状・他覚所見・作業条件・保護具使用といった複数の健診関連情報につ
いて、標準化された構造に基づく電子的記録フォーマットを開発した。これによ
り、経年管理、事業場間比較、将来的なビッグデータ解析が可能となる基盤が整
備された。 
２）PHR と接続可能な運用モデルの構築 
 作業歴やばく露履歴、健診結果を労働者本人が主体的に保有・管理できる PHR
モデルを構築し、実証現場にて評価を行った。PDF/A 保存と電子署名によるデー
タの信頼性担保は、法的記録としての将来的な応用可能性を高めるものとなった。 
３）現場実装性の高いツールの開発と評価 
 Forms ベースの問診票、保護具選定アシストアプリケーションなど、IT インフ
ラの整備状況を問わず導入可能な簡便ツール群を開発し、産業医・衛生管理者・
労働者等による現場評価を得ることで、実務適応性を確認した。 
４）リスクに応じた健康影響の可視化と予測可能性の検証 
 化学物質の取扱時間や保護具の使用実態と、自覚症状との関連性を示すデータ
を収集・解析したことにより、業務起因性評価の基礎となる指標群の構築が可能
となった。これらの成果は、今後の労災認定、予防的健康管理、就業配慮措置の
判断根拠として活用されうる。 
これらの知見を踏まえ、本研究は、産業保健領域における情報基盤整備の一里塚

として、高い政策的・実務的価値を有するものと評価できる。 

 

研究分担者 

宮本 俊明 産業医科大学・産業医実務研修センター・産業衛生

教授 

上野 晋  産業医科大学・産業生態科学研究所・教授 

川波 祥子 産業医科大学・産業医実務研修センター・教授 

塩田 直樹 産業医科大学・医学部・非常勤助教 

安藤 肇  産業医科大学・産業生態科学研究所・助教 

山本 誠  産業医科大学・産業生態科学研究所・非常勤講師  

 

A. 研究背景と課題の所在 

特殊健康診断（以下、特殊健診）は、労

働安全衛生法第 66条および関連法令に基

づき、有害業務に従事する労働者に対して

実施される法定健診であり、産業保健にお

ける基幹的な制度である。特に化学物質、

粉じん、騒音、振動、温熱環境など、多様

な有害因子へのばく露が想定される職場に

おいては、単なる疾病の早期発見にとどま
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らず、業務起因性の健康障害を未然に防止

するための重要な手段として位置づけられ

ている。また、特殊健診の結果は、産業医

による就業判定や職場環境改善のための科

学的根拠としても活用されるものであり、

その適切な運用と情報管理は、産業保健活

動全体の質を左右する要素である。 

しかしながら、これまでの特殊健診の運用

実態においては、情報の取得、記録、保

存、活用に関して複数の課題が顕在化して

いた。特に、記録媒体が紙様式に依存して

いたことにより、記録の標準化や検索性、

長期保存性が著しく制限されていた。問診

票や診療記録の記載形式も実施医や機関ご

とにばらつきがあり、健診結果の経年的な

追跡や他事業場との比較分析に支障を来す

ことも散見された。また、個人情報保護や

診療情報管理の制約の中で、得られた情報

をどこまで業務起因性の評価や保健指導に

活用できるかについても明確な指針が乏し

かった。 

さらに、特に中小企業では、健診記録の保

存体制や様式の統一がなされておらず、事

業場間での情報の比較や共有が困難である

という現場課題も多く指摘されていた。 

2024年 4 月に施行された改正労働安全衛

生規則により、「リスクアセスメント対象

物健康診断（いわゆる第 3項健診）」が新

たに制度化された。この制度は、特定化学

物質に限らず、広範な化学物質ばく露作業

に従事する労働者を対象に、ばく露リスク

に基づいた予防的健康管理を実施するもの

である。これにより、従来以上に詳細な作

業条件、ばく露実態、保護具使用履歴等と

健診情報との一元的な管理が必要となり、

従来の紙ベースでは対応しきれない状況が

生じている。 

以上のような背景を踏まえ、本研究では、

特殊健診および新制度下の健診における情

報の標準化および電子化を通じて、産業保

健における健康情報の利活用基盤を構築す

ること、ならびに将来的な PHR（Personal 

Health Record）との統合も見据えた実装

可能なシステムの設計を目指した。 

B. 研究目的 

本研究では、特殊健診およびリスクアセス

メント対象物健康診断の実施・記録・活用

に関し、以下の 4 点を主要な目的として設

定した： 

1. 情報項目の標準化・構造化の実現 

 特殊健診における問診、自覚・

他覚所見、作業条件、ばく露状況

等の情報項目を標準化・構造化

し、あらゆる事業場・健診機関に

おいて一貫した記録・比較・分析

が可能となる情報インフラを整備

する。 

2. PHR との接続を見据えた電子記録

システムの構築 

 収集した情報を電子的に管理

し、個別健康リスクの可視化、経

年的な健康影響評価、および労働

者自身による記録の主体的管理を

可能とする PHR との連携を前提と

したシステムを設計・実装する。 

3. 中小企業に対応した簡便かつ汎用

的なツールの開発 
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 事業場規模や IT インフラの違い

に左右されず、特に中小規模事業

場でも容易に導入・運用が可能な

電子記録・支援ツールの開発を行

う。 

4. 業務起因性評価に資するデータ統

合と分析モデルの開発 

 作業条件、ばく露履歴、保護具

使用情報と健診結果との統合デー

タを活用し、統計的・疫学的に妥

当な業務起因性評価を行える分析

手法および予防的対策立案のため

の評価モデルを構築する。 

C. 研究の実施経過と方法 

本研究は、令和 4年度から令和 6年度にか

けて、3 か年にわたり段階的に実施され

た。各年度の研究活動は、基礎的な情報整

理から実証実験・実装検証に至るプロセス

で構成され、下記のように展開された。 

1年目（令和 4年度）： 

基礎調査および問診票構造の再設計 

初年度には、特殊健康診断における記録様

式の現状を把握するため、実施機関・事業

場・産業医に対するヒアリングおよび文献

調査を実施した。その結果を踏まえ、厚生

労働省の標準様式や関連法令に準拠する形

で、問診票に含まれるべき情報項目を整理

した。 

• 自覚症状・他覚所見項目を 13の系

統カテゴリに分類し、合計 83 項目

のデータ構造を策定。 

• 「症状カテゴリ」「対象業務」

「記録媒体」の関連付けを明確化

し、法的要件と実務的記録の整合

を図った。 

• さらに、長期保存・検索性向上の

観点から、記録媒体の電子化に向

けた仕様要件（データ項目、コー

ド体系、分類構造）を定義した。 

2年目（令和 5年度）： 

電子化設計と支援ツールの開発 

2年目は、特にＵＢＥ株式会社の協力を得

て、初年度に整理された問診構造に基づ

き、電子的な情報収集・活用を実現するた

めの具体的なツール開発に着手した。 

• Microsoft Forms を用いたオンライ

ン問診票・所見記録システムのプ

ロトタイプを構築。 

• フォームにはスキップロジックや

プログレスバーなど、ユニバーサ

ルデザインを意識した UI 機能を実

装し、高齢者やデジタル未経験者

にも配慮。 

• PowerApps を活用して保護具選定支

援アプリケーションを開発。作業

条件やばく露物質の種類を入力す

ることで、適切な保護具の材質・

構造を提示する仕組みを実装。 

• ケミカルインデックスと連携し、

分子量や化学特性に応じた破過時

間や保護係数等を算出・表示する

機能も搭載。 

• 並行して、症状コード、作業記録

コード、保護具コード等の分類体
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系を整備し、Excel を用いた検索テ

ンプレートを開発。対象化学物質

に応じた問診項目の即時抽出を可

能とした。 

3年目（令和 6年度）： 

プロトタイプ検証と事業場実証実験 

最終年度には、開発した各種ツールおよび

PHRプロトタイプを、実際の特殊健康診断

現場で検証する実証実験を実施した。以下

の 3つのフィールドで展開した。 

1. UBE 株式会社（協力機関） 

 ばく露作業の記録に RFID タグ・

QR コードを導入し、健診データと

の連携管理を実現。PHR のデータ保

存は PDF/A形式とし、電子署名・

タイムスタンプ機能により真正性

と長期保存性を担保した。また、

産業医・衛生管理者・保護具責任

者・労働者本人が、それぞれの権

限で情報にアクセス・入力・評価

できる多層構造を整備し、実務適

用性の高いモデルを提示した。 

2. 北九州市内の中規模製造業事業場 

 Forms を用いたデジタル問診票を

導入し、62名の作業者による事前

入力を実施。全員が入力を完了

し、平均所要時間は約 12 分。作業

内容や保護具使用状況、自覚症状

との関連性が把握され、フォーム

の操作性および視認性の評価も高

かった。高齢者に対しては、操作

補助用のマニュアルや練習フォー

ムを提供することで、実用性の検

証も行った。 

3. 研究分担者担当の事業場 

 有機溶剤・金属・酸類など複数

の化学物質を取り扱う現場におい

て、Forms を用いた自覚症状・所見

記録を 64名に実施。CSV形式で出

力されたデータは、診療記録ビュ

ーアや作業記録システムに統合さ

れ、個別の健康リスク可視化の有

用性が確認された。また、保護具

アプリの選定結果と実際の装着状

況との整合も検証された。 

これら一連の研究活動により、特殊健診に

おける問診・所見・作業条件・保護具使

用・健診結果といった多様な情報を一体的

に記録・活用しうる情報基盤の構築が進め

られた。今後の制度実装および中小事業場

への展開に向けた貴重な知見と実証的デー

タが得られたと評価できる。 

D. 結果と考察 

本研究の成果は、PHR の実用モデルの設

計、デジタル問診票の実装、保護具選定支

援ツールの開発、さらには実地検証を通じ

た導入可能性の評価に及ぶ。以下に、主要

な成果を具体的に整理・考察する。 

1. PHR 実装モデルの有効性と現場適合性

(参考資料３〜８) 

UBE 株式会社で構築された PHR モデルで

は、作業記録・ばく露履歴・保護具使用状

況・健診結果といった情報を統合的に管理

し、PDF/A形式で保存するとともに電子署
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名およびタイムスタンプによりデータの真

正性と長期保存性を担保する仕組みが実装

された。加えて、産業医、衛生管理者、保

護具管理者、労働者本人が、それぞれの権

限に応じてアクセス・閲覧・記録できる多

層的な管理設計が導入され、現場の実務フ

ローに即した運用が可能であることが確認

された。 

このような設計は、PHR の社会的実装を見

据えた先駆的な取り組みであり、労働者の

ライフコースを通じた健康情報管理に資す

る基盤整備として高く評価される。 

2. デジタル問診票の運用効果と受容性

（参考資料１〜２） 

北九州市内の事業場では、Webベースの問

診票を事前配布・回収することで、63名

全員が平均 12 分程度で入力を完了。ユニ

バーサルデザインを重視したフォーム設計

により、高齢層を含む作業者の入力完遂率

は 100%に達した。 

さらに、作業時間 10 時間以上の群におい

ては、倦怠感・集中力低下・末梢神経症状

等の訴えが多く、作業条件と健康影響の関

連性が定量的に可視化された。これは、電

子問診票の統計的分析のしやすさと PHR 連

携の有効性を示すものであり、紙様式では

把握が困難であった情報の精緻な分析を可

能とした点で意義が大きい。 

3. 保護具選定支援アプリケーションの評

価（参考資料７〜８） 

作業内容や取扱化学物質の入力により、推

奨される保護具（例：防毒マスクの種類、

手袋材質、ゴーグル仕様）を提示するアプ

リケーションは、産業衛生スタッフから高

い評価を得た。 

本ツールは、作業環境条件に基づくリスク

アセスメントの結果を、具体的な保護具選

定に直結させる支援機能を有しており、特

に教育用途でも有効であった。研修等にお

いて、選定根拠を視覚的に提示できること

から、保護具着用の理解促進および行動変

容につながる教育効果が期待される。 

4. 他覚所見の記録支援と診療効率の改善

（参考資料４） 

医師による診察時の所見記録については、

直接 Forms に入力することが診療行為との

両立上困難であったため、紙面でのチェッ

ク記録→後日看護師等による電子入力とい

う運用方式が採られた。 

このアプローチは、入力ミスの防止、診療

効率の維持、記録精度の担保において有用

であり、医療現場での現実的な導入方法と

して示唆に富むものであった。 

5. UI/UXに対する世代別評価と今後の課

題 

使用感アンケートによれば、20〜30代で

は高評価が得られた一方、60代以上の利

用者からは「操作が難しい」「画面が複

雑」との指摘がみられた。これに対して

は、練習フォームやサンプル画面、紙ベー

スのマニュアル等を提供することで一定の
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対応が可能であったが、今後はさらに音声

入力機能や画面遷移の簡素化など、高齢者

への対応強化が求められる。 

また、年齢階層別における評価項目間の相

関性を分析した結果、20代および 60代で

は一貫性が高く、40代では評価が分散傾

向を示すなど、世代別に異なる UX設計が

必要であることも示唆された。 

6. 作業条件と自覚症状の相関性の明示 

今回の中規模事業場における実証実験で

は、化学物質取扱従事時間が長い作業者群

において、頭痛、抑うつ感、しびれなどの

神経・精神症状の訴えが相対的に多い傾向

が見られた。特に、週あたりの作業時間が

中央値（9時間）を超える層では、自覚症

状の出現頻度が統計的に有意に高い傾向を

示すなど、使用した化学物質取扱従事時間

と自覚症状の関連等を、視覚的かつ統計的

に、短時間で抽出することが可能になると

思われた。 

これらの所見は、本研究班で考案された新

問診票を使用し、PHR に作業時間や保護具

使用履歴とともに自覚症状を記録・蓄積す

ることで、将来的な業務起因性評価や労災

補償、就業判定の基盤となるデータセット

の構築可能性を示している。 

E. 結論 

本研究では、特殊健康診断およびリスクア

セスメント対象物健康診断に関する情報の

標準化と電子化を軸に、PHR（Personal 

Health Record）との連携を視野に入れた

データ基盤の構築を目指し、以下の主要な

成果を得た。 

1. 健診情報の構造化と電子記録の実

現 

 自覚症状・他覚所見・作業条

件・保護具使用といった複数の健

診関連情報について、標準化され

た構造に基づく電子的記録フォー

マットを開発した。これにより、

経年管理、事業場間比較、将来的

なビッグデータ解析が可能となる

基盤が整備された。 

2. PHR と接続可能な運用モデルの構

築 

 作業歴やばく露履歴、健診結果

を労働者本人が主体的に保有・管

理できる PHR モデルを構築し、実

証現場にて評価を行った。PDF/A 保

存と電子署名によるデータの信頼

性担保は、法的記録としての将来

的な応用可能性を高めるものとな

った。 

3. 現場実装性の高いツールの開発と

評価 

 Formsベースの問診票、保護具選

定アシストアプリケーションな

ど、IT インフラの整備状況を問わ

ず導入可能な簡便ツール群を開発

し、産業医・衛生管理者・労働者

等による現場評価を得ることで、

実務適応性を確認した。 

4. リスクに応じた健康影響の可視化

と予測可能性の検証 

 化学物質の取扱時間や保護具の

使用実態と、自覚症状との関連性
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を示すデータを収集・解析したこ

とにより、業務起因性評価の基礎

となる指標群の構築が可能となっ

た。これらの成果は、今後の労災

認定、予防的健康管理、就業配慮

措置の判断根拠として活用されう

る。 

これらの知見を踏まえ、本研究は、産業保

健領域における情報基盤整備の一里塚とし

て、高い政策的・実務的価値を有するもの

と評価できる。 

F. 今後の展望 

本研究で得られた成果は、今後の産業保健

分野における制度的展開および情報基盤の

社会実装に向けて、以下の観点から更なる

発展が期待される。 

1. 業種横断的な拡張とカスタマイズ

性の確保 

 現行ツールは製造業を中心とし

た有害業務において高い有効性を

示したが、今後は VDT作業、腰痛

リスク、感染症管理など、他業

種・他業務特性に対応した問診項

目のカスタマイズとテンプレート

化が必要である。多業種展開に向

けては、ユーザー参加型の設計改

善サイクル（feedback loop）の仕

組みが不可欠である。 

2. 医療・保険・地域保健との連携基

盤の構築 

 PHR の医療活用を視野に、地域医

療ネットワーク、特定保健指導、

健保組合の健康支援事業等との接

続を推進することで、「産業保健

情報」と「地域・生活情報」の統

合が可能となる。レセプト情報や

健診結果の相互参照による予防介

入、就労支援モデルの確立も将来

的課題である。 

3. 倫理・ガバナンス体制の整備 

 PHR の運用には、個人情報保護と

企業秘密保持のバランスが求めら

れる。労使協議やアクセス制御の

標準化、運用ログの管理、リスク

ベースアプローチによるガイドラ

インの策定等が不可欠であり、制

度設計レベルでの議論が求められ

る。 

4. 教育・啓発と人材育成の強化 

 ツールを活用する現場担当者

（産業医、保健師、衛生管理者）

への教育研修プログラムの整備、

および ITリテラシーを含む多職種

連携による情報活用力の底上げが

重要となる。併せて、学会・研修

会等における事例共有を通じた現

場知の集積も期待される。 

これらの視点を踏まえ、本研究の成果は今

後の産業保健施策の中核的要素として発展

可能であり、PHR を基盤とした健康情報の

利活用が、労働者の健康保持増進と社会的

公正の実現に資するインフラとなることが

期待される。 

G．研究発表 

  

「特殊健康診断におけるデジタル問診票

導入の試み」大神 明、安藤 肇、松垣竜

太郎 第98回日本産業衛生学会 一般講
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検索テンプレート：対応データ表 
 

化学物質名 症状カテゴリ コード 

 
鉛 全身一般 s1 
鉛 メンタル系 s2 
鉛 神経系 s3 
鉛 筋骨格系 s4 
鉛 消化器系 s9 
鉛 皮膚科系 s11 
鉛 他覚・神経系 o3 
鉛 他覚・筋骨格系 o4 
鉛 他覚・皮膚科系 o11 
有機溶剤 全身一般 s1 
有機溶剤 メンタル系 s2 
有機溶剤 神経系 s3 
有機溶剤 筋骨格系 s4 
有機溶剤 眼科系 s5 
有機溶剤 呼吸器系 s7 
有機溶剤 循環器系 s8 
有機溶剤 消化器系 s9 
有機溶剤 皮膚科系 s11 
有機溶剤 他覚・神経系 o3 
有機溶剤 他覚・筋骨格系 o4 
有機溶剤 他覚・眼科系 o5 
有機溶剤 他覚・耳鼻咽喉科系 o6 
有機溶剤 他覚・呼吸器系 o7 
有機溶剤 他覚・循環器系 o8 
有機溶剤 他覚・皮膚科系 o11 
オルトトルイジン 全身一般 s1 
オルトトルイジン 神経系 s3 
オルトトルイジン 呼吸器系 s7 
オルトトルイジン 循環器系 s8 
オルトトルイジン 泌尿器系 s12 
オルトトルイジン 他覚・呼吸器系 o7 
オルトトルイジン 他覚・循環器系 o8 
オルトトルイジン 他覚・皮膚科系 o11 
三酸化二アンチモン 神経系 s3 
三酸化二アンチモン 眼科系 s5 
三酸化二アンチモン 耳鼻咽喉科系 s6 
三酸化二アンチモン 呼吸器系 s7 
三酸化二アンチモン 消化器系 s9 
三酸化二アンチモン 皮膚科系 s11 
三酸化二アンチモン 他覚・呼吸器系 o7 
三酸化二アンチモン 他覚・皮膚科系 o11 
1,2-ジクロロプロパン 眼科系 s5 
1,2-ジクロロプロパン 耳鼻咽喉科系 s6 
1,2-ジクロロプロパン 呼吸器系 s7 
1,2-ジクロロプロパン 消化器系 s9 
1,2-ジクロロプロパン 皮膚科系 s11 
1,2-ジクロロプロパン 他覚・眼科系 o5 



2  

1,2-ジクロロプロパン 他覚・耳鼻咽喉科系 o6 
1,2-ジクロロプロパン 他覚・呼吸器系 o7 
1,2-ジクロロプロパン 他覚・皮膚科系 o11 
トリレジンイソシアネート 全身一般 s1 
トリレジンイソシアネート 神経系 s3 
トリレジンイソシアネート 眼科系 s5 
トリレジンイソシアネート 耳鼻咽喉科系 s6 
トリレジンイソシアネート 呼吸器系 s7 
トリレジンイソシアネート 循環器系 s8 
トリレジンイソシアネート 消化器系 s9 
トリレジンイソシアネート 皮膚科系 s11 
トリレジンイソシアネート 他覚・眼科系 o5 
トリレジンイソシアネート 他覚・耳鼻咽喉科系 o6 
トリレジンイソシアネート 他覚・呼吸器系 o7 
トリレジンイソシアネート 他覚・循環器系 o8 
トリレジンイソシアネート 他覚・皮膚科系 o11 
ナフタレン 神経系 s3 
ナフタレン 眼科系 s5 
ナフタレン 耳鼻咽喉科系 s6 
ナフタレン 呼吸器系 s7 
ナフタレン 消化器系 s9 
ナフタレン 皮膚科系 s11 
ナフタレン 泌尿器系 s12 
ナフタレン 他覚・眼科系 o5 
ナフタレン 他覚・皮膚科系 o11 
硫化水素 全身一般 s1 
硫化水素 メンタル系 s2 
硫化水素 神経系 s3 
硫化水素 眼科系 s5 
硫化水素 呼吸器系 s7 
硫化水素 消化器系 s9 
硫化水素 口腔歯科系 s13 
硫化水素 他覚・眼科系 o5 
硫化水素 他覚・呼吸器系 o7 
硫化水素 他覚・口腔歯科系 o13 
リフラクトリーセラミックファイバー 眼科系 s5 
リフラクトリーセラミックファイバー 呼吸器系 s7 
リフラクトリーセラミックファイバー 循環器系 s8 
リフラクトリーセラミックファイバー 皮膚科系 s11 
リフラクトリーセラミックファイバー 他覚・眼科系 o5 
リフラクトリーセラミックファイバー 他覚・呼吸器系 o7 
リフラクトリーセラミックファイバー 他覚・循環器系 o8 
リフラクトリーセラミックファイバー 他覚・皮膚科系 o11 
ベンジジン 皮膚科系 s11 
ベンジジン 泌尿器系 s12 
ベンジジン 他覚・皮膚科系 o11 
ビスエーテル 呼吸器系 s7 
ビスエーテル 循環器系 s8 
ビスエーテル 消化器系 s9 
ビスエーテル 他覚・呼吸器系 o7 
ジアニシジン 皮膚科系 s11 
ジアニシジン 泌尿器系 s12 
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ジアニシジン 他覚・眼科系 o5 
ジアニシジン 他覚・耳鼻咽喉科系 o6 
ジアニシジン 他覚・皮膚科系 o11 
ベンゾトリクロニド 耳鼻咽喉科系 s6 
ベンゾトリクロニド 呼吸器系 s7 
ベンゾトリクロニド 循環器系 s8 
ベンゾトリクロニド 血液系 s10 
ベンゾトリクロニド 皮膚科系 s11 
ベンゾトリクロニド 他覚・耳鼻咽喉科系 o6 
ベンゾトリクロニド 他覚・呼吸器系 o7 
ベンゾトリクロニド 他覚・皮膚科系 o11 
アクリルアミド 神経系 s3 
アクリルアミド 筋骨格系 s4 
アクリルアミド 皮膚科系 s11 
アクリルアミド 他覚・神経系 o3 
アクリルアミド 他覚・筋骨格系 o4 
アクリルアミド 他覚・皮膚科系 o11 
アクリロニトリル 全身一般 s1 
アクリロニトリル 神経系 s3 
アクリロニトリル 耳鼻咽喉科系 s6 
アクリロニトリル 呼吸器系 s7 
アクリロニトリル 消化器系 s9 
アクリロニトリル 他覚・耳鼻咽喉科系 o6 
アクリロニトリル 他覚・呼吸器系 o7 
アルキル水銀化合物 全身一般 s1 
アルキル水銀化合物 メンタル系 s2 
アルキル水銀化合物 神経系 s3 
アルキル水銀化合物 筋骨格系 s4 
アルキル水銀化合物 消化器系 s9 
アルキル水銀化合物 皮膚科系 s11 
アルキル水銀化合物 他覚・神経系 o3 
アルキル水銀化合物 他覚・筋骨格系 o4 
アルキル水銀化合物 他覚・皮膚科系 o11 
インジウム 呼吸器系 s7 
インジウム 他覚・呼吸器系 o7 
エチルベンゼン 全身一般 s1 
エチルベンゼン 神経系 s3 
エチルベンゼン 眼科系 s5 
エチルベンゼン 耳鼻咽喉科系 s6 
エチルベンゼン 呼吸器系 s7 
エチルベンゼン 他覚・眼科系 o5 
エチルベンゼン 他覚・耳鼻咽喉科系 o6 
エチルベンゼン 他覚・呼吸器系 o7 
エチレンイミン 神経系 s3 
エチレンイミン 呼吸器系 s7 
エチレンイミン 循環器系 s8 
エチレンイミン 消化器系 s9 
エチレンイミン 皮膚科系 s11 
エチレンイミン 他覚・眼科系 o5 
エチレンイミン 他覚・耳鼻咽喉科系 o6 
エチレンイミン 他覚・呼吸器系 o7 
エチレンイミン 他覚・皮膚科系 o11 
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塩化ビニル 全身一般 s1 
塩化ビニル 神経系 s3 
塩化ビニル 筋骨格系 s4 
塩化ビニル 消化器系 s9 
塩化ビニル 皮膚科系 s11 
塩化ビニル 他覚・皮膚科系 o11 
塩素 眼科系 s5 
塩素 呼吸器系 s7 
塩素 口腔歯科系 s13 
塩素 他覚・眼科系 o5 
塩素 他覚・呼吸器系 o7 
塩素 他覚・口腔歯科系 o13 
オーラミン 泌尿器系 s12 
オルトフタロジニトリル 神経系 s3 
カドミウム 耳鼻咽喉科系 s6 
カドミウム 呼吸器系 s7 
カドミウム 消化器系 s9 
カドミウム 他覚・耳鼻咽喉科系 o6 
カドミウム 他覚・呼吸器系 o7 
クロム酸塩、重クロム酸塩 耳鼻咽喉科系 s6 
クロム酸塩、重クロム酸塩 呼吸器系 s7 
クロム酸塩、重クロム酸塩 循環器系 s8 
クロム酸塩、重クロム酸塩 皮膚科系 s11 
クロム酸塩、重クロム酸塩 他覚・耳鼻咽喉科系 o6 
クロム酸塩、重クロム酸塩 他覚・呼吸器系 o7 
クロム酸塩、重クロム酸塩 他覚・皮膚科系 o11 
クロロホルム 神経系 s3 
クロロホルム 眼科系 s5 
クロロホルム 呼吸器系 s7 
クロロホルム 消化器系 s9 
クロロホルム 皮膚科系 s11 
クロロホルム 他覚・神経系 o3 
クロロホルム 他覚・眼科系 o5 
クロロホルム 他覚・呼吸器系 o7 
クロロホルム 他覚・皮膚科系 o11 
クロロメチルメチルエーテル 呼吸器系 s7 
クロロメチルメチルエーテル 循環器系 s8 
クロロメチルメチルエーテル 消化器系 s9 
クロロメチルメチルエーテル 他覚・呼吸器系 o7 
五酸化バナジウム 神経系 s3 
五酸化バナジウム 耳鼻咽喉科系 s6 
五酸化バナジウム 呼吸器系 s7 
五酸化バナジウム 循環器系 s8 
五酸化バナジウム 皮膚科系 s11 
五酸化バナジウム 他覚・神経系 o3 
五酸化バナジウム 他覚・耳鼻咽喉科系 o6 
五酸化バナジウム 他覚・呼吸器系 o7 
五酸化バナジウム 他覚・皮膚科系 o11 
コバルト 呼吸器系 s7 
コバルト 皮膚科系 s11 
コバルト 他覚・皮膚科系 o11 
コールタール 眼科系 s5 
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コールタール 呼吸器系 s7 
コールタール 消化器系 s9 
コールタール 皮膚科系 s11 
コールタール 他覚・呼吸器系 o7 
コールタール 他覚・皮膚科系 o11 
酸化プロピレン 眼科系 s5 
酸化プロピレン 耳鼻咽喉科系 s6 
酸化プロピレン 呼吸器系 s7 
酸化プロピレン 皮膚科系 s11 
酸化プロピレン 他覚・眼科系 o5 
酸化プロピレン 他覚・呼吸器系 o7 
酸化プロピレン 他覚・皮膚科系 o11 
シアン化カリウム、シアン化水素、シアン化ナトリウム 全身一般 s1 
シアン化カリウム、シアン化水素、シアン化ナトリウム 神経系 s3 
シアン化カリウム、シアン化水素、シアン化ナトリウム 眼科系 s5 
シアン化カリウム、シアン化水素、シアン化ナトリウム 耳鼻咽喉科系 s6 
シアン化カリウム、シアン化水素、シアン化ナトリウム 消化器系 s9 
シアン化カリウム、シアン化水素、シアン化ナトリウム 他覚・眼科系 o5 
四塩化炭素 神経系 s3 
四塩化炭素 眼科系 s5 
四塩化炭素 消化器系 s9 
四塩化炭素 皮膚科系 s11 
四塩化炭素 他覚・眼科系 o5 
四塩化炭素 他覚・皮膚科系 o11 
1,4ジオキサン 神経系 s3 
1,4ジオキサン 眼科系 s5 
1,4ジオキサン 皮膚科系 s11 
1,4ジオキサン 他覚・神経系 o3 
1,4ジオキサン 他覚・眼科系 o5 
1,4ジオキサン 他覚・皮膚科系 o11 
1,2ジクロロエタン 全身一般 s1 
1,2ジクロロエタン 神経系 s3 
1,2ジクロロエタン 眼科系 s5 
1,2ジクロロエタン 呼吸器系 s7 
1,2ジクロロエタン 消化器系 s9 
1,2ジクロロエタン 皮膚科系 s11 
1,2ジクロロエタン 他覚・眼科系 o5 
1,2ジクロロエタン 他覚・呼吸器系 o7 
1,2ジクロロエタン 他覚・皮膚科系 o11 
3,3ジクロロ4,4ジアミノジフェニルメタン 全身一般 s1 
3,3ジクロロ4,4ジアミノジフェニルメタン 呼吸器系 s7 
3,3ジクロロ4,4ジアミノジフェニルメタン 循環器系 s8 
3,3ジクロロ4,4ジアミノジフェニルメタン 消化器系 s9 
3,3ジクロロ4,4ジアミノジフェニルメタン 泌尿器系 s12 
1,2ジクロロメタン 全身一般 s1 
1,2ジクロロメタン メンタル系 s2 
1,2ジクロロメタン 神経系 s3 
1,2ジクロロメタン 消化器系 s9 
1,2ジクロロメタン 皮膚科系 s11 
1,2ジクロロメタン 他覚・皮膚科系 o11 
ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト 神経系 s3 
ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト 眼科系 s5 
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ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト 消化器系 s9 
ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト 皮膚科系 s11 
ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト 他覚・眼科系 o5 
ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト 他覚・皮膚科系 o11 
1,1-ジメチルヒドララジン 眼科系 s5 
1,1-ジメチルヒドララジン 耳鼻咽喉科系 s6 
1,1-ジメチルヒドララジン 呼吸器系 s7 
1,1-ジメチルヒドララジン 他覚・眼科系 o5 
1,1-ジメチルヒドララジン 他覚・耳鼻咽喉科系 o6 
1,1-ジメチルヒドララジン 他覚・呼吸器系 o7 
臭化メチル 神経系 s3 
臭化メチル 筋骨格系 s4 
臭化メチル 眼科系 s5 
臭化メチル 耳鼻咽喉科系 s6 
臭化メチル 呼吸器系 s7 
臭化メチル 消化器系 s9 
臭化メチル 皮膚科系 s11 
臭化メチル 他覚・神経系 o3 
臭化メチル 他覚・筋骨格系 o4 
臭化メチル 他覚・眼科系 o5 
臭化メチル 他覚・耳鼻咽喉科系 o6 
臭化メチル 他覚・皮膚科系 o11 
水銀 全身一般 s1 
水銀 神経系 s3 
水銀 耳鼻咽喉科系 s6 
水銀 泌尿器系 s12 
水銀 口腔歯科系 s13 
水銀 他覚・神経系 o3 
水銀 他覚・耳鼻咽喉科系 o6 
水銀 他覚・口腔歯科系 o13 
スチレン 神経系 s3 
スチレン 眼科系 s5 
スチレン 血液系 s10 
スチレン 皮膚科系 s11 
スチレン 他覚・眼科系 o5 
スチレン 他覚・皮膚科系 o11 
1,1,2,2-テトラクロロエタン 神経系 s3 
1,1,2,2-テトラクロロエタン 呼吸器系 s7 
1,1,2,2-テトラクロロエタン 消化器系 s9 
1,1,2,2-テトラクロロエタン 皮膚科系 s11 
1,1,2,2-テトラクロロエタン 他覚・皮膚科系 o11 
テトラクロロエチレン 全身一般 s1 
テトラクロロエチレン 神経系 s3 
テトラクロロエチレン 眼科系 s5 
テトラクロロエチレン 呼吸器系 s7 
テトラクロロエチレン 消化器系 s9 
テトラクロロエチレン 皮膚科系 s11 
テトラクロロエチレン 他覚・神経系 o3 
テトラクロロエチレン 他覚・皮膚科系 o11 
トリクロロエチレン 全身一般 s1 
トリクロロエチレン 神経系 s3 
トリクロロエチレン 消化器系 s9 
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トリクロロエチレン 血液系 s10 
トリクロロエチレン 皮膚科系 s11 
トリクロロエチレン 他覚・神経系 o3 
トリクロロエチレン 他覚・皮膚科系 o11 
トリレンジイソシアネート 全身一般 s1 
トリレンジイソシアネート 神経系 s3 
トリレンジイソシアネート 眼科系 s5 
トリレンジイソシアネート 耳鼻咽喉科系 s6 
トリレンジイソシアネート 呼吸器系 s7 
トリレンジイソシアネート 循環器系 s8 
トリレンジイソシアネート 消化器系 s9 
トリレンジイソシアネート 皮膚科系 s11 
トリレンジイソシアネート 他覚・眼科系 o5 
トリレンジイソシアネート 他覚・耳鼻咽喉科系 o6 
トリレンジイソシアネート 他覚・呼吸器系 o7 
トリレンジイソシアネート 他覚・循環器系 o8 
トリレンジイソシアネート 他覚・皮膚科系 o11 
ニッケル化合物 呼吸器系 s7 
ニッケル化合物 皮膚科系 s11 
ニッケル化合物 他覚・呼吸器系 o7 
ニッケル化合物 他覚・皮膚科系 o11 
ニッケルカルボニル 神経系 s3 
ニッケルカルボニル 耳鼻咽喉科系 s6 
ニッケルカルボニル 呼吸器系 s7 
ニッケルカルボニル 循環器系 s8 
ニッケルカルボニル 消化器系 s9 
ニッケルカルボニル 皮膚科系 s11 
ニッケルカルボニル 他覚・耳鼻咽喉科系 o6 
ニッケルカルボニル 他覚・呼吸器系 o7 
ニトログリコール 神経系 s3 
ニトログリコール 循環器系 s8 
ニトログリコール 消化器系 s9 
ニトログリコール 他覚・神経系 o3 
ニトログリコール 他覚・循環器系 o8 
パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン 眼科系 s5 
パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン 耳鼻咽喉科系 s6 
パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン 呼吸器系 s7 
パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン 泌尿器系 s12 
パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン 他覚・眼科系 o5 
パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン 他覚・呼吸器系 o7 
パラ-ニトロクロルベンゼン 全身一般 s1 
パラ-ニトロクロルベンゼン 神経系 s3 
パラ-ニトロクロルベンゼン 循環器系 s8 
パラ-ニトロクロルベンゼン 皮膚科系 s11 
パラ-ニトロクロルベンゼン 泌尿器系 s12 
パラ-ニトロクロルベンゼン 他覚・循環器系 o8 
パラ-ニトロクロルベンゼン 他覚・皮膚科系 o11 
砒素 神経系 s3 
砒素 耳鼻咽喉科系 s6 
砒素 呼吸器系 s7 
砒素 消化器系 s9 
砒素 皮膚科系 s11 
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砒素 他覚・神経系 o3 
砒素 他覚・耳鼻咽喉科系 o6 
砒素 他覚・呼吸器系 o7 
砒素 他覚・皮膚科系 o11 
フッ化水素 眼科系 s5 
フッ化水素 耳鼻咽喉科系 s6 
フッ化水素 呼吸器系 s7 
フッ化水素 皮膚科系 s11 
フッ化水素 口腔歯科系 s13 
フッ化水素 他覚・眼科系 o5 
フッ化水素 他覚・耳鼻咽喉科系 o6 
フッ化水素 他覚・呼吸器系 o7 
フッ化水素 他覚・皮膚科系 o11 
フッ化水素 他覚・口腔歯科系 o13 
ベータプロピオラクトン 呼吸器系 s7 
ベータプロピオラクトン 循環器系 s8 
ベータプロピオラクトン 消化器系 s9 
ベータプロピオラクトン 皮膚科系 s11 
ベータプロピオラクトン 他覚・呼吸器系 o7 
ベータプロピオラクトン 他覚・皮膚科系 o11 
ベンゼン 全身一般 s1 
ベンゼン 神経系 s3 
ベンゼン 循環器系 s8 
ベンゼン 消化器系 s9 
ベンゼン 血液系 s10 
ベンゼン 他覚・神経系 o3 
ペンタクロルフェニロール 全身一般 s1 
ペンタクロルフェニロール 神経系 s3 
ペンタクロルフェニロール 眼科系 s5 
ペンタクロルフェニロール 耳鼻咽喉科系 s6 
ペンタクロルフェニロール 呼吸器系 s7 
ペンタクロルフェニロール 循環器系 s8 
ペンタクロルフェニロール 消化器系 s9 
ペンタクロルフェニロール 皮膚科系 s11 
ペンタクロルフェニロール 他覚・呼吸器系 o7 
ペンタクロルフェニロール 他覚・循環器系 o8 
ペンタクロルフェニロール 他覚・皮膚科系 o11 
マゼンタ 泌尿器系 s12 
マンガン 神経系 s3 
マンガン 筋骨格系 s4 
マンガン 呼吸器系 s7 
マンガン 消化器系 s9 
マンガン 皮膚科系 s11 
マンガン 他覚・神経系 o3 
マンガン 他覚・筋骨格系 o4 
マンガン 他覚・呼吸器系 o7 
メチルイソブチルケトン 神経系 s3 
メチルイソブチルケトン 眼科系 s5 
メチルイソブチルケトン 呼吸器系 s7 
メチルイソブチルケトン 消化器系 s9 
メチルイソブチルケトン 皮膚科系 s11 
メチルイソブチルケトン 他覚・眼科系 o5 
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メチルイソブチルケトン 他覚・呼吸器系 o7 
メチルイソブチルケトン 他覚・皮膚科系 o11 
沃化メチル 全身一般 s1 
沃化メチル 神経系 s3 
沃化メチル 眼科系 s5 
沃化メチル 消化器系 s9 
沃化メチル 皮膚科系 s11 
沃化メチル 他覚・皮膚科系 o11 
硫酸ジメチル 神経系 s3 
硫酸ジメチル 眼科系 s5 
硫酸ジメチル 耳鼻咽喉科系 s6 
硫酸ジメチル 呼吸器系 s7 
硫酸ジメチル 消化器系 s9 
硫酸ジメチル 皮膚科系 s11 
硫酸ジメチル 他覚・神経系 o3 
硫酸ジメチル 他覚・眼科系 o5 
硫酸ジメチル 他覚・耳鼻咽喉科系 o6 
硫酸ジメチル 他覚・呼吸器系 o7 
硫酸ジメチル 他覚・皮膚科系 o11 
ジクロルベンジジン 神経系 s3 
ジクロルベンジジン 耳鼻咽喉科系 s6 
ジクロルベンジジン 呼吸器系 s7 
ジクロルベンジジン 皮膚科系 s11 
ジクロルベンジジン 泌尿器系 s12 
ジクロルベンジジン 他覚・呼吸器系 o7 
ジクロルベンジジン 他覚・皮膚科系 o11 
αナフチルアミン 全身一般 s1 
αナフチルアミン 神経系 s3 
αナフチルアミン 筋骨格系 s4 
αナフチルアミン 眼科系 s5 
αナフチルアミン 消化器系 s9 
αナフチルアミン 皮膚科系 s11 
αナフチルアミン 泌尿器系 s12 
αナフチルアミン 他覚・筋骨格系 o4 
αナフチルアミン 他覚・眼科系 o5 
αナフチルアミン 他覚・呼吸器系 o7 
αナフチルアミン 他覚・皮膚科系 o11 
塩素化ビフェニル(PCB） 神経系 s3 
塩素化ビフェニル(PCB） 消化器系 s9 
塩素化ビフェニル(PCB） 皮膚科系 s11 
塩素化ビフェニル(PCB） 他覚・神経系 o3 
塩素化ビフェニル(PCB） 他覚・皮膚科系 o11 
オルトトリジン 眼科系 s5 
オルトトリジン 泌尿器系 s12 
オルトトリジン 他覚・眼科系 o5 
ジアニシジン.1 眼科系 s5 
ジアニシジン.1 耳鼻咽喉科系 s6 
ジアニシジン.1 皮膚科系 s11 
ジアニシジン.1 泌尿器系 s12 
ジアニシジン.1 他覚・眼科系 o5 
ジアニシジン.1 他覚・耳鼻咽喉科系 o6 
ジアニシジン.1 他覚・皮膚科系 o11 
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ベリリウム 全身一般 s1 
ベリリウム 耳鼻咽喉科系 s6 
ベリリウム 呼吸器系 s7 
ベリリウム 循環器系 s8 
ベリリウム 消化器系 s9 
ベリリウム 皮膚科系 s11 
ベリリウム 他覚・呼吸器系 o7 
ベリリウム 他覚・循環器系 o8 
ベリリウム 他覚・皮膚科系 o11 
ベンゾトリクロりド 耳鼻咽喉科系 s6 
ベンゾトリクロりド 呼吸器系 s7 
ベンゾトリクロりド 循環器系 s8 
ベンゾトリクロりド 血液系 s10 
ベンゾトリクロりド 皮膚科系 s11 
ベンゾトリクロりド 他覚・耳鼻咽喉科系 o6 
ベンゾトリクロりド 他覚・皮膚科系 o11 
4アミノジフェニル 全身一般 s1 
4アミノジフェニル 呼吸器系 s7 
4アミノジフェニル 循環器系 s8 
4アミノジフェニル 消化器系 s9 
4アミノジフェニル 泌尿器系 s12 
4アミノジフェニル 他覚・呼吸器系 o7 
4アミノジフェニル 他覚・循環器系 o8 
4-ニトロジフェニル 全身一般 s1 
4-ニトロジフェニル 神経系 s3 
4-ニトロジフェニル 筋骨格系 s4 
4-ニトロジフェニル 眼科系 s5 
4-ニトロジフェニル 呼吸器系 s7 
4-ニトロジフェニル 皮膚科系 s11 
4-ニトロジフェニル 泌尿器系 s12 
4-ニトロジフェニル 他覚・筋骨格系 o4 
4-ニトロジフェニル 他覚・眼科系 o5 
4-ニトロジフェニル 他覚・呼吸器系 o7 
4-ニトロジフェニル 他覚・皮膚科系 o11 
クロロメチルエーテル 呼吸器系 s7 
クロロメチルエーテル 循環器系 s8 
クロロメチルエーテル 消化器系 s9 
クロロメチルエーテル 他覚・呼吸器系 o7 
βナフチルアミン 神経系 s3 
βナフチルアミン 筋骨格系 s4 
βナフチルアミン 眼科系 s5 
βナフチルアミン 消化器系 s9 
βナフチルアミン 皮膚科系 s11 
βナフチルアミン 泌尿器系 s12 
βナフチルアミン 他覚・筋骨格系 o4 
βナフチルアミン 他覚・眼科系 o5 
βナフチルアミン 他覚・呼吸器系 o7 
βナフチルアミン 他覚・皮膚科系 o11 
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検索テンプレート本体 
 
化学物質名 問診カテゴリ コード 
有機溶剤  

全身一般 s1 
メンタル系 s2 
神経系 s3 
筋骨格系 s4 
眼科系 s5 
呼吸器系 s7 
循環器系 s8 
消化器系 s9 
皮膚科系 s11
他覚・神経系 o3
他覚・筋骨格 o4
他覚・眼科系 o5
他覚・耳鼻咽 o6
他覚・呼吸器 o7
他覚・循環器 o8
他覚・皮膚科 o11 
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コード名一覧 
 

コード番号 
 

s101 
s102 
s103 
s104 
s100 

 

 
s201 
s202 
s203 
s204 
s200 

 

 
s301 
s302 
s303 
s304 
s305 
s306 
s307 
s308 
s309 
s310 
s311 
s312 
s313 
s314 
s300 

 

 
s401 
s402 
s403 
s404 
s405 

コード名 
ｓ1 全身一般
体がだるい 
疲れやすい 
眠れない（不眠） 
日中に強い眠気がある
該当する症状はない 

s2 メンタル系 
 
イライラしやすくなった（焦燥感）
集中力が低下する 
不安感がある
抑うつ感がある 
該当する症状はない 
 
s3 神経系 
 
記憶力が低下した 
字が書きづらくなった 
言葉を話しづらくなった
頭が痛い 
頭が重い 
めまいがする 
けいれんする
手足がしびれる 
手が震える（振戦） 
手指の知覚異常がある
手足の感覚が鈍い 
力が入りにくい（握力減退）
口唇の知覚異常がある 
筋肉がピクピク動く
該当する症状はない 

s4 筋骨格系 
 
関節が痛い
筋肉が痛い
手足が痛い
手指が痛い
腰が痛い 
歩く時ふらつく 
細かい動作が出来なくなった
該当する症状はない 

s5 眼科系 
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s406 
s407 
s400 
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s501 
s502 
s503 
s504 
s505 
s506 
s507 
s508 
s500 

 

 
s601 
s602 
s603 
s604 
s605 
s606 
s607 
s608 
s609 
s610 
s611 
s612 
s600 

 

 
s701 
s703 
s704 
s705 
s706 
s700 

 

 
s801 
s802 
s803 
s800 

 

 

眼がチカチカする
眼が充血する 
涙が出やすい 
異常にまぶしさを感じる
眼が痛い 
眼が疲れる
眼がかすむ 
ものが見えづらくなった（視力低下）
該当する症状はない 

s6 耳鼻咽喉科系 
 
耳鳴りがする
鼻の奥が痛む 
鼻やのどがイガイガする
鼻水が出る 
鼻血が出る 
臭いがしなくなった 
異味、味が感じにくくなった
口内に炎症がある 
舌が着色するようになった
口が渇く・口渇感がある 
声がかれる 
のどが痛い 
該当する症状はない 
 
s7 呼吸器系 
 
息苦しい，息切れがする
上気道の刺激症状 
せきが出る
たんが出る
喘鳴がある 
該当する症状はない 
 
s8 循環器系 
 
胸が痛い
脈が乱れる 
動悸がする（心悸亢進）
該当する症状はない 

s9 消化器系 
 
食欲がわかない・食欲不振がある
急に痩せてきた・体重減少がある
よだれが止まらない 
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s901 
s902 
s903 
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s904 

s905 
s906 
s907 
s908 
s909 
s900 

 

 
s1001 
s1002 
s1000 

 

 
s1101 
s1102 
s1103 
s1104 
s1106 
s1107 
s1108 
s1109 
s1110 
s1111 
s1100 

 

 
s1201 
s1202 
s1203 
s1204 
s1205 
s1200 

 

 
s1301 
s1302 
s1303 
s1300 

 

上腹部の不快感 / 異常感・上腹部痛
がある 
胃がムカムカする 
吐き気がする、よく嘔吐する
下痢が続く 
便に血が混ざる、便が黒い
便秘が続く 
該当する症状はない 
 
s10 血液系 
 
血が止まりにくい
リンパ節が腫れる 
該当する症状はない 
 
s11 皮膚科系 
 
皮膚の湿疹が続く 
皮膚がチクチクする
皮膚のかゆみが続く 
顔面や 皮膚が蒼白くなった
眼や皮膚が黄色くなった 
手指皮膚のカサカサが続く 
急にイボや 色素沈着ができた
汗が異常に出る 
皮膚の発赤がある 
四肢末端の冷感が続く
該当する症状はない 

s12 泌尿器系 
 
尿の着色が目立つようになった
尿が出なくなった、少なくなった
血尿が出るようになった 
尿の回数、量が多くなった 
排尿時に痛みがある
該当する症状はない 

s13 口腔歯科系 
 
歯に色素沈着が目立つようになった
歯肉の痛みや出血が続く 
歯の変化が目立つようになった
該当する症状はない 

s99 その他の症状 
 
その他の症状 
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s99 



18  

 
 

 
o000 

 

 
o301 
o302 
o303 
o304 
o305 
o306 
o307 
o308 
o309 
o003 
o300 

 

 
o401 
o402 
o403 
o404 
o405 
o406 
o004 
o400 

 

 
o501 
o502 
o503 
o504 
o505 
o506 
o507 
o005 
o500 

 

 
o601 

⑥ 他覚所見（医師等による所見） 

【基本】 医師の診察 
 
医師の診察を行っていない 
 
o3 【神経系】 
 
記憶がおぼつかない
書字がおぼつかない
ろれつが回っていない
けいれんがある 
振戦が見られる 
手指の知覚異常がある
手足の感覚麻痺がある
握力減退がある 
仮面様顔貌を認める
実施していない 
所見認めず 
 
o4 【筋骨格系】 
 
拘縮など関節の異常がある 
膝蓋腱・アキレス腱反射異常がある
歩く時ふらつきがみられる 
手指の圧痛がある
運動失調がある 
筋肉がピクピク動く
実施していない 
所見認めず 
 
o5 【眼科系】 
 
眼の刺激症状を認める
眼の充血を認める 
流涙を認める 
視野異常を認める
視力低下を認める 
結膜・角膜の異常を認める
縮瞳を認める 
実施していない
所見認めず 

o6 【耳鼻咽喉科系】 
 
鼻腔刺激症状がある
鼻水を認める 
鼻血を認める 
嗅覚異常を認める 
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o602 
o603 
o604 
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o605 
o606 
o607 
o608 
o609 
o610 
o611 
o006 
o600 

 

 
o701 
o702 
o703 
o704 
o705 
o706 
o007 
o700 

 

 
o801 
o802 
o803 
o008 
o800 

 

 
o1101 
o1102 
o1103 
o1104 
o1105 
o1106 
o1107 
o1108 
o1109 
o1110 
o1111 
o011 
o1100 

鼻ポリープを認める
鼻中隔穿孔がある
口内に炎症がある
舌の着色がある 
口内乾燥がある 
嗄声がある 
扁桃腺の腫脹がある
実施していない 
所見認めず 
 
o7 【呼吸器系】 
 
息切れが認められる 
呼吸器の刺激症状を認める
上気道の刺激症状を認める
せきが出ている 
たんが出ている 
呼吸音の異常を認める 
実施していない
所見認めず 

o8 【循環器系】 
 
胸部の圧痛を認める
脈の乱れを認める 
動悸 ・ 心悸亢進を認める
実施していない 
所見認めず 
 
o11 【皮膚科系】 
 
湿疹など 皮膚刺激症状を認める
リンパ節の腫脹がある 
顔面蒼白・チアノーゼを認める
黄疸を認める 
手指皮膚の角化がある
疣贅・色素沈着がある
多汗を認める 
肝脾腫を認める 
色素脱失を認める 
四肢末端の冷感を認める 
毛嚢性ざそうを認める
実施していない 
所見認めず 
 
o13 【口腔歯科系】 
 
歯に色素沈着が目立つ 
歯肉の腫れや出血を認める 
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o1301 
o1302 
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o1303 
o013 
o1300 

 

 
o99 

歯牙の変化が目立つ 
実施していない
所見認めず 

o99 【その他の所見】 
 
その他の所見 
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リスクアセスメント対象物健康診断用オンライン問診票トライアル 

Trial of online questionnaire for health checkup for risk assessment subjects 

製造技術開発部 デジタル技術グループ・DX推進室 古屋敷啓一郎 

情報システム部 システム企画・管理グループ（宇部） 小郷正勝 

人事部 健康推進センター 塩田直樹（統括産業医），前野 孝明（産業医），大岡朗，濵地章子 

宇部事業所 宇部ケミカル工場 環境安全部 環境安全グループ 前田佳子 

Abstract 

新たに開始されたリスクアセスメント対象物健康診断において，従来のマークシート方式からインターネットを利

用したオンライン問診票への移行トライアルを実施した．当初，工場関係者からは新しい自覚症状申告方法に対

する不安の声が上がったが，看護職や保健師による十分な事前説明や入力練習用サイトの提供により円滑に実

施できた．産業医は診察対象者の自覚症状を事前に確認することで，より効果的な診察が可能となった．一方で

特に高齢者においては，デジタル端末の操作に対する抵抗感が明らかになった．デジタル化が避けられない現状

を踏まえ，操作や入力のしやすさを向上させるバリアフリーを意識したユニバーサルデザインのユーザインターフェ

ース設計やヒューマンエラー的な入力ミス低減の工夫が今後求められている． 

Key words：リスクアセスメント対象物健康診断，問診票，自覚症状，Microsoft，Forms，ヒューマンエラー 

 

1. 緒言 

労働安全衛生法第66条は事業者の責務とし

て，事業者は一定の有害な業務に従事する労働

者に対し，医師による特別の項目について健康

診断を行わなければならないとしている．また労

働安全衛生規則の改正により 2024 年 4 月 1

日からリスクアセスメント対象物健康診断が始ま

った． 

リスクアセスメント対象物健康診断は，労働安

全衛生規則第577条の2第3項に基づき実施

される．この診断は，特別規則等の対象物質以

外のばく露による健康障害リスクが許容範囲を

超えると判断された労働者を対象とする．医師等

が必要と認める項目について健康診断を行い，

その結果に基づき必要な措置を講じることが求

められている． 

1. 従来の健康診断の実施方法 

通常，健康診断では対象者に受診案内を行い，

受診前に体調等に関する自覚症状を問診票に

記載させる．受診者はこの問診票を診察時に持

参し，医師はその場で問診票を参照しながら診

察を行なっている． 

当社においては従来から半年ごとに実施して

いる法定の特殊健康診断では受診対象者が多

いことから受診者らに健康障害の自覚症状の申

告にマークシート方式を採用し，マークシートにリ

スト化されて記載された自覚症状に鉛筆で濃い

線で記載している．ここでマークシート方式は，紙

面の面積に制限があり，自覚症状項目が増えて

くると箇条書きや単語のみの表記など制約が発

生し，受診者が申告する際にも一見して非常に

わかりにくい状態になっていた．またマークシート

は元々，機械の光学読取りに適したもので診察

時にマークシート自体を医師がその場で見なが

ら問診を行なう際の記載情報確認や参照には全

く適していない．診察する医師に対して全くやさし

くないシステムを当社では長年続けている． 

さらにマークシートは鉛筆書きであり，筆記の

字が薄かったり塗る場所がずれたりすると読み

落とし，誤って記載して修正する際に消しゴムで

丁寧に完全消去しないと機械が誤読しやすい欠

点がある． 

またマークシート用紙は，読取り装置のために

折り目が不可で，当然紙なので水濡れに弱い．と

ころがリスクアセスメント対象物健康診断を受診
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する従業員は広い化学工場の敷地内を雨天で

あっても受診指定日時に指定の診察場所にマー

クシートの問診票を折り目や水濡れさせないよう

に包装して抱え，徒歩や自転車で構内を移動し

ている．多くの従業員がその不便さに慣れてしま

っている感が正直否めないが，天候に関わらず

受診者に毎回健康診断用書類の持参をさせて

いる旧態依然さに気付く必要がある． 

ここで Fig.1 にマークシートを使用している特

殊健康診断のフローを示す ． Fig.1 中の

“LifeMark”とは当社が現在使用している富士

通㈱製の健康管理支援システムでオンプレミス

の自社サーバーで運用している． 

 

Fig.1 特殊健康診断の自覚症状申告フロー 

2. 問診票のオンライン化検討 

リスクアセスメント対象物健康診断の実施にあ

たり，受診者の自覚症状を申告させる問診票の

実施形態の検討に着手した．従前のマークシート

問診票は，マークシートフォーマットの設計からマ

ークシート用紙の印刷，読取りリーダーの設定な

ど相応の準備期間を要し即応性に著しく劣るこ

とから，それとは違う方法を検討した． 

2.1. Formsを利用したオンライン問診票システ

ムの概要 

ここでは，アンケート調査などの業務にも急速

に利用が広が ってい る Microsoft 社の

PowerAppsである Formsに着目して，オンライ

ン問診票の可能性を検討した． 

Forms は，Microsoft 社の Software as a 

Service（SaaS）であり，ソフトウェアを利用者

（クライアント）側に導入するのではなく，提供者

（サーバー）側で稼働しているソフトウェアをイン

ターネット等のネットワーク経由で利用者がサー

ビスとして利用できる． 

Forms 自体は社内外を対象にしたアンケート

調査や小中高の学校の働き方改革やオンライン

テストなどで幅広く活用(*1)されており，問診票に

求められる自覚症状の調査は形式的に一般的

なアンケート調査と同一であることから容易に応

用可能と判断された．Fig.2 にリスクアセスメント

対象物健康診断のトライアル方法を示す． 

 

Fig.2 リスクアセスメント対象物健康診断のトライアル方法 

2.2. Formsの問診票 

リスクアセスメント対象物健康診断受診者に

申告させるオンライン問診内容や提示する具体

的な自覚症状を検討した． 

産業医の視点でリスクアセスメント対象物健

康診断の診察時に欲しい情報は，取扱っている

化学物質の種類や取扱量，除害設備や保護具

他の作業環境情報である．これらを踏まえた上
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で受診者に顕在化している自覚症状を診察で確

認し，業務起因性の疑いがある場合は，それを見

極める必要がある． 

そこで，受診者からこれらの情報収集ができる

Forms の質問フォーマットを新規に設計した．質

問フォーマットの基本設計思想は，自由記述を減

らした選択肢による定型化を行なっている．テキ

ストの自由記述としたのは，氏名，取扱う化学物

質名と系統ごとに提示した自覚症状がない場合

のその他の症状に限っている．それら以外は，す

べて選択肢から単一もしくは複数をチェックで選

ぶ形式とした． 

作業情報の質問事項は，厚生労働省が普及

を進める化学物質リスクアセスメントツール

“CREATE-SIMPLE”の設定項目を利用した． 

また自覚症状の質問事項は，産業医科大学 

産業⽣態科学研究所 大神明教授らによる厚⽣

労働科学研究費補助⾦(22JA0301)，令和 5

年度 総括研究報告書「特殊健康診断等のデー

タ⼊⼒標準化およびデータ利活⽤ツール開発の

ための研究」で提示されている特殊健康診断 

自覚症状問診票の自覚症状項目をそのまま利

用した． 

Formsで作成したオンライン問診票サイトの画

面を添付資料に示す．画面枚数としては 17枚に

なる．入力時の省力化で自覚症状のない系統は

「自覚症状がない」を選ぶと次の系統にスキップ

するようにして，申告時の受診対象者にエンドレ

スな印象を与えないように配慮した．また Forms

の機能である進捗状況バーも活用し，自覚症状

を入力している受診対象者に自覚症状申告の進

み具合も見えるようにした． 

2.3. Formsに入力された問診票の閲覧 

なお Formsに入力されたリスクアセスメント対

象物健康診断の受診者個人情報や自覚症状は

クラウドサーバーから csv ファイルとしてダウンロ

ードする．通常，csv ファイルでダウンロードすると

Microsoft社 Excelのような表計算ソフトウェア

で表示させることになるが，作業概要や自覚症

状の項目順に列方向にそれらが延々と並び，行

方向は受診者の入力順に並んでいく． 

診察を担当する医師は，この状態の Excel の

表形式のままでは見辛いので，Fig.3，Fig.４，

Fig.5 に示すような従業員の氏名コードで受診

者ごとに抽出表示させる Excel マクロを組んで

簡易ビュアとして運用した． 

2.4. Formsへの問診票適用の改善・期待効果 

通常，自社で保有する業務用サーバーにはサ

イバーセキュリティの観点からパーソナルコンピュ

ータ，スマートフォンとも会社が支給した端末しか

アクセスを認めていない．ところが SaaS の

Forms は，このような制約を受けることなく会社

支給のパーソナルコンピュータ，スマートフォンの

他にリスクアセスメント対象物健康診断受診者

が私的に保有しインターネットにつながるパーソ

ナルコンピュータ，スマートフォンからもアクセスが

可能である． 

これは，自覚症状の申告といった個人情報保

護法の要配慮個人情報に該当するような同僚で

あっても人に見られたくない情報を自宅などから

使い慣れた端末から回答できる利点に繋がる． 

 

Fig.3 受診者問診票情報の抽出画面 
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Fig.4 医師・看護職用の Excel簡易ビュア表示画面① 

 

Fig.5 医師・看護職用の Excel簡易ビュア表示画面② 

 

2.5. Formsオンライン問診票 

Forms での自覚症状入力用に新規に作製し

た問診票フォーマットを添付資料-1 に示す．

Formsの諸設定を Table-1に示す． 

Table-1 Formsの諸設定 

設定項目 設定値 

入力期間 期間設定あり，健康診断の1週間前か

ら最終の健康診断日まで． 

共同作業者設定 産業医，看護職，健康推進センター関

係者，情報システム関係者 

※Forms入力情報出力や情報利用者 

回答者設定 すべてのユーザ 

回答者へ Forms

の URL案内 

パワーポイント記載のリンク付き URL 

QR コード化 URL 

進捗状況表示 進行状況バーの表示あり 

回答者お礼メッ

セージ 

あり． 

「オンライン問診は，これで終了です． 

労働衛生研究へのご協力ありがとうご

ざいました．今回，オンライン問診にご

協力頂いた方には後日，簡単なアンケ

ート調査をお願いすることがあります．

引続きよろしくお願い致します．」 

応答の受信確認 送信後に応答の受信を許可する 

 

2.6. オンライン問診票の社内導入方法 

オンライン問診票導入にあたり，次のようなス

テップを踏んでトライアルに至った． 

① オンライン問診票導入の主旨や概要を工

場の労働衛生主管部署関係者に説明 

② プロトタイプのオンライン問診票で問診票

回答の入力体験と体験コメントの聴取 

③ プロトタイプの入力体験で出された問題点

や気付きなどの指摘を反映しながら本番

で使用するFormsの問診票フォーマットの

作成と改善 

④ 詳細な問診票入力手順書を作成し看護職

や保健師から健康診断対象者に事前に十

分な案内や説明を実施．今回のトライアル

で各箇所を担当する看護職らが準備した

手順書を添付資料-3に示す． 

⑤ 今回リスクアセスメント対象物健康診断の
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対象者らは初めての健康診断の上に問診

票も初見でさらにオンライン入力としたこと

から，いきなり本番入力を求めず，本番用

と全く同一の練習用 Forms サイトを別途

準備し，入力体験や入力練習は練習用で

自由に使っていいとした． 

⑥ リスクアセスメント対象物健康診断実施の

準備，受診対象者への案内などのスケジュ

ール等を添付資料-4に示す． 

3. オンライン問診票の実施結果 

3.1. オンライン問診票の入力時間 

11 月下旬に実施した第一陣のリスクアセスメ

ント対象物健康診断の受診者 63名の問診票入

力に要した時間は，Forms 問診票へのログイン・

ログアウト時刻（分単位まで）で確認できる．最

短は 5 分，最長は 38 分で平均値は 12 分 29

秒になる．Fig.6 に入力所要時間の分布を示す．

今回の 63名の大半は 20分以内に入力できて

おり，中央値で見ると 11分だった．おそらく 2回

目以降の大半の従業員は入力方法やサイトの構

造にも慣れているので正味で 10 分も掛からず

に申告できるようになると推察される． 

 

Fig.6 オンライン問診票の入力時間 

3.2. オンライン化への受診者らの賛同状況 

今回のトライアルでは，問診票のオンライン化

に強く抵抗感を持つリスクアセスメント対象物健

康診断対象の従業員に対し，強制的なオンライン

での自覚症状申告を強要していない． 

Forms の設計では最初にオンライン実施への

同意者のみにお願いし，拒否の場合は添付資料

-2 に示す問診票 自覚症状リスト兼チェックリス

トに当日記載して持参するようにしていた． 

第一陣の 63名に関してはオンライン問診票に

アクセスした後，オンラインで回答しなかった従業

員は一人もいなかった．全員，オンラインで回答し

ている． 

3.3. オンライン化の効果 

オンライン問診票化による Forms 問診票の管

理者ならびに共同作業者は，自覚症状申告の進

行状況をリアルタイムで簡単に知ることができる．

Formsの応答の概要画面を Fig.7に示す． 

 

Fig.7 Formsの応答の概要画面 

例えば，診察の担当医師を Forms 問診票の

管理者あるいは共同作業者に設定しておくと随

時申告された問診票の内容を閲覧でき，受診者

らから申告された自覚症状を予習しておき診察

で積極的に確認すべき内容等の準備を行ないや

すくなる． 

また Formsに蓄積された情報は，csvファイル

形式で出力し，一般的には表計算ソフトウェアの

Excel シートで閲覧する．この状態が見易いとは

言い難いが，Ｅｘｃｅｌの機能を使って取扱いの化

学物質や所属などでフィルタリングするだけでも

簡単なデータ分析が可能である． 

受診者管理をしている看護職であれば，対象

者の職場でフィルタリングしたり，氏名，氏名コー

ドなどでソートしたりすれば，未申告者の管理を

容易にできる． 

紙のマークシートではこのような作業や分析は

全て手作業でしか対応できずデジタル化の利点



ＵＢＥ株式会社 技術報告 

2025 年 3 月 

6  

 

である． 

3.4. オンライン問診票の問題点と考察 

当初本トライアルの概要説明やプロトイプのオ

ンライン問診票を工場の労働衛生主管部署関係

者に提示，体験した際のコメントの多くが Forms

の入力の簡略化や操作方法の不慣れからくる扱

いにくさが過半を占めた．特に高齢の関係者か

らはスマートフォン自体の操作不慣れからくる扱

いにくさの指摘もあった． 

特にスマートフォンでの入力で当初不評を呈し

た事例として，誕生日のポップアップカレンダーに

よる入力がある．Formsのカレンダーは現時点の

日付を含む 1 ヶ月単位を最初示すのでサイトの

カレンダーに表示されている矢印のタッチで誕生

日を遡ると高齢者ほど延々と遡ることになった． 

実は，Forms のカレンダーの年の表示自体が切

替えスイッチになっており，ここをタッチすれば数

十年前でも容易に遡れるようになっている．ここ

で特にコマンドスイッチやアシストコメントが出な

いので，スマートフォンのアプリケーションに不慣

れなユーザほど気付かずに使いにくいとの問題

が発生してしまった． 

現状のスマートフォン用のアプリケーションは，

直感的な操作で画面切替えだったり機能スイッ

チ起動だったりするのでバリアフリーな使い方自

体をユーザに明文化して適宜伝える必要がある．

これに限らないが，パーソナルコンピュータやスマ

ートフォンなど使用する端末の使い勝手や操作

への慣れやスキルが従業員によって大きく異なり，

オンライン化を進める上での避けて通れない課

題と改めて認識した． 

またマークシートの問診票では紙面の広さの

都合から極端に短縮した問いが散見されるが，

長年使っているこれと同じ問いをＦｏｒｍｓの問診

票に転載したところ，マークシートでは回答してい

たにも関わらず意味が解らないなどの苦情もあ

った．結局，紙面の都合で簡略化しすぎた問いに

回答する受診者自身も正確な問いの意味や内

容を曖昧なままに長年回答していたことが伺わ

れる． 

今回，直属の職制や従業員本人の申告に基

づきリスクアセスメント対象物健康診断の対象者

に受診案内したもののオンライン問診票の質問

フローの中でリスクアセスメント対象物の取扱い

を『なし』とチェックして取扱い化学物質や作業

概要を入力していない従業員が 63名中の 2名

発生した（発生率 3.2%）．それが入力者本人の

意思（事実）なのか，それとも単純な入力ミスで

『あり』とすべきところを誤入力で『なし』としてし

まったのかの区別がつかない事例である． 

仮に単純なうっかりミスの誤入力であったとす

ると，本人らは申告したつもりでもリスクアセスメ

ント対象物健康診断から本人も気付かぬうちに

漏れてしまう懸念を含んでいる． 

それも今後リスクアセスメント対象物健康診断

の母集団が大きくなるほど一定の発生確率でこ

のようなうっかりミスを犯す従業員の発生を想定

すると今回の 3.2%の発生率は決して小さくな

い． 

ＵＢＥグループの作業記録管理システムの利

用ユーザ数から推察するに日々化学物質を取扱

う作業をしている従業員が約１０００名近くいる．

仮に現状のオンライン問診票で自覚症状をこれ

ら全員に申告させると毎回 32名が同様なうっか

りミスを引き起こす可能性を示唆している． 

芳賀繁(*4)によると JR で実施した指差呼称の

エラー防止効果を検証する実験結果では指差呼

称をしない場合の誤反応率は約 2.4%であり，

指差呼称を行なうと約 0.4%まで低減できてい

る．指差呼称が注意喚起を引き起こし，ヒューマ

ンエラーの発生を防止する効果である．しかし，

今回の問診票入力に一つ一つ指差呼称を行な

いながら注意力を高めて問診票に入力確認した

受診者はまずいないと思われ，芳賀の指差呼称

をしない場合の誤反応率と同等程度の入力ミス
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を発生させている可能性が極めて高い．ヒューマ

ンエラー発生率の数値としてみると妥当であろ

う． 

したがって一般に常に人の作業や動作にはミ

スがつきまとうことを考慮し，問診票のシステム的

には質問のフローを工夫して，例えば重要な質問

で意図せぬ回答を入力した場合に備え，『なし』

で次へ進める際は一旦入力者に再確認させるス

テップを組込んでおき，本人に過ちを気付かせ，

誤った質問まで戻れるようなフローの組込みが

入力ミス低減に効果的と考えられる． 

おそらく従来のマークシート方式でも同様な塗

場所間違いなどの単純ミスによる誤申告は一定

頻度発生していたと容易に想像できるが，マーク

シートではマークを読み取るまで確認されなかっ

たのとそれが診察後だったので顕在化しなかっ

た可能性が極めて高い．またマークシート方式に

はオンライン問診票のような誤記入のチェック機

能を持たせられない． 

ところが今回実施したオンライン問診票ではこ

のような誤入力チェックや注意喚起を自己完結

で組込み，その場で修正できるのはデジタル化

による新たな強みになる． 

ただし，このような念押しや再確認のステップ

を増やし過ぎると入力者に面倒くささや入力の負

担感を感じさせる要因に繋がるので重要な質問

のみに限定すべきであろう． 

最後に当初，想定した問診票入力場所や入力

に使用したデジタル端末などは Formsのログで

取れないので後日受診者らにアンケート調査を

行なってリスクアセスメント対象物健康診断の問

診票入力の実態を明らかにする予定である． 

4. 結言 

Microsoft の Forms を使ったオンライン問診

票の初めてのトライアルを実施した結果，問診票

フォーマットの新規製作を含めても約 2 ヶ月で準

備することができた． 

Microsoft 社の提供するプラットフォームを利

用する利点は大きい．独自に製作する業務用シ

ステムで私用のパーソナルコンピュータやスマー

トフォンを入力端末に加えるのはサイバーセキュ

リティの観点から正直容易でなく，セキュリティ対

策に相当な手間や工数を割かねばならなくなる．

その点でサイバーセキュリティ対策も十分に講じ

られている大手システムベンダーの提供するプラ

ットフォームの活用ならではの強みであろう． 

また医師も診察対象者らの自覚症状の申告

状況を日々確認しつつ申告された自覚症状を事

前に見ておき準備の上，診察に臨むことができる

点も大きな利点である．従来の当日持込みのマ

ークシートに記載された自覚症状をその場で初

めて見てからの診察との違いは大きい． 

単に問診票のデジタル化による省力化だけで

なく，業務起因性の健康障害の検知精度や確度

向上に必ず役立つものと期待している． 
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添付資料-1 

リスクアセスメント対象物健康診断 オンライン問診票の画面集 

Formsサイト画面 1  Formsサイト画面 2 

 

 

 

Formsサイト画面 3-1(*2)  Formsサイト画面 3-2(*2) 
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添付資料-1 

リスクアセスメント対象物健康診断 オンライン問診票の画面集 

Formsサイト画面 3-3(*2)  Formsサイト画面 4(*3) 

 

 

 

Formsサイト画面 5(*3)  Formsサイト画面 6(*3) 
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添付資料-1 

リスクアセスメント対象物健康診断 オンライン問診票の画面集 

Formsサイト画面 7(*3)  Formsサイト画面 8(*3) 

 

 

 

Formsサイト画面 9(*3)  Formsサイト画面 10(*3) 
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添付資料-1 

リスクアセスメント対象物健康診断 オンライン問診票の画面集 

Formsサイト画面 11(*3)  Formsサイト画面 12(*3) 

 

 

 

Formsサイト画面 13(*3)  Formsサイト画面 14(*3) 

 

 

 

Formsサイト画面 15(*3)  Formsサイト画面 16(*3) 
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添付資料-1 

リスクアセスメント対象物健康診断 オンライン問診票の画面集 

Formsサイト画面１７(*3)   

 

  

 

 

体験版 オンライン問診票 Formsサイト 

 

【注記】 

・本トライアルで実際に使用したオンライン問診票の体験版です． 

・自由に入力して構いませんが本サイトの管理者が閲覧する可能性

があります．閲覧されて困るような情報は入力しないでください． 

【公開期間】 

2024年 12月 1日～2025年 9月 30日まで 

【URL】https://forms.office.com/r/a3vDgHVCQa 

 

 

https://forms.office.com/r/a3vDgHVCQa
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添付資料-2 

問診票 自覚症状リスト兼チェックリスト(*3) 
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添付資料-2 

問診票 自覚症状リスト兼チェックリスト(*3) 
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添付資料-3 

オンライン問診票 受診者向けの案内・説明書 
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添付資料-4 

問診オンライン化トライアル 実施の流れ 
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リスクアセスメント対象物健康診断用オンライン他覚所見記録トライアル 

Trial of online objective findings recording for health checkups of risk assessment subjects 

製造技術開発部 デジタル技術グループ・DX推進室 古屋敷啓一郎 

情報システム部 システム企画・管理グループ（宇部） 小郷正勝 

人事部 健康推進センター 塩田直樹（統括産業医），前野 孝明（産業医），大岡朗，濵地章子 

宇部事業所 宇部ケミカル工場 環境安全部 環境安全グループ 前田佳子 

Abstract 

新たに開始されたリスクアセスメント対象物健康診断において， 受診者にはインターネットを使ったオンライン問

診票での自覚症状申告に試行した．一方，診察する医師の他覚所見記録もインターネットを使ったオンライン化を

Microsoft Forms で試みた．その結果，システム部門からは診察時にその場で Forms への直接入力が事後の

手間を増やさずに好適と提案したが受診日に集中して多くの受診者数を診る医師ならびに看護職から診察時の

余裕時間のなさで所見リストを紙に印刷した他覚所見記録リスト兼チェックシートに備忘録的に手書きで一旦記

録し，診察終了後にまとめて Formsに入力となった． 

Key words：リスクアセスメント対象物健康診断，他覚所見記録，Microsoft，Forms，他覚所見記録リスト兼チェ

ックシート 

 

1. 緒言 

労働安全衛生法第66条は事業者の責務とし

て，事業者は一定の有害な業務に従事する労働

者に対し，医師による特別の項目について健康

診断を行わなければならないとしている．また労

働安全衛生規則の改正により 2024 年 4 月 1

日からリスクアセスメント対象物健康診断が始ま

った．ここで当社ではリスクアセスメント対象物健

康診断の実施にあたり，受診対象者に提出させ

る問診票は今回インターネットを利用したオンラ

イン申告化を試みている [1]． 

一方，リスクアセスメント対象物健康診断で診

察する産業医の他覚所見記録も今回インターネ

ットを利用したオンライン記録化を試みた． 

1. 従来の診察医師の他覚所見記録方法 

通常，健康診断では対象者に受診案内を行い，

受診前に体調等に関する自覚症状を問診票に

記載させる．受診者はこの問診票を診察時に持

参し，医師はその場で提出された問診票を参照

しながら診察を行なっている． 

ここで Fig.1 にマークシートを使用している当

社特殊健康診断の診察医師の所見記録欄を示

す． 自覚症状と同じ他覚所見を診察で認めれ

ば自覚症状と同じコードを 3つまでコード番号を

鉛筆で記載する．また所見のコメントを同様に鉛

筆で記入できる．これらの所見記録情報のうち，

コード番号はマークシート読取り機で機械読取り

され，手書きのコメントは委託先の健康診断実施

機関が人手でテキスト入力処理している． 

 

Fig.1 診察医師の所見記録欄（赤破線枠内） 
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2. 他覚所見記録のオンライン化検討 

リスクアセスメント対象物健康診断の実施にあ

たり，受診者の自覚症状申告同様にマークシート

を使用しないオンライン所見記録化を試みた． 

2.1. Formsを利用したオンライン他覚所見記

録システムの概要 

ここでは，アンケート調査などの業務にも急速

に利用が広が ってい る Microsoft 社の

PowerAppsである Formsに着目して，オンライ

ン他覚所見記録の可能性を検討した． 

他覚所見記録のオンライン記録のタイミングは

情報システム部門からは当初 Fig.2 に示すよう

な診察時にそのまま診察している医師がその場

で Forms の他覚所見記録に直接入力する案を

提示した．それに対し担当する産業医ならびに看

護職からリスクアセスメント対象物健康診断の診

察時間は受診者人数からくる制約で最大で 2～

3分と診察時間に全く余裕なきことから Fig.3に

示すような診察する医師は診察時に紙のチェック

シートにその場で所見を漏らさずチェックするよう

にし，そのチェックシートを見ながら担当の看護職

が Formsの他覚所見記録に診察終了後に入力

するようにした． 

 
Fig.2 リスクアセスメント対象物健康診断のオンライン他

覚所見記録のトライアル方法（当初案） 

 

 
Fig.3 リスクアセスメント対象物健康診断のオンライン他

覚所見記録のトライアル方法（実施） 

2.2. Formsの他覚所見記録 

産業医の視点でリスクアセスメント対象物健

康診断の診察時に欲しい情報は，取扱っている

化学物質の種類や取扱量，除害設備や保護具

他の作業環境情報である．これらはオンライン問

診票で自己申告させるので，診察時に医師は受

診者に顕在化している自覚症状を診察で確認す

る． 

また他覚所見の確認事項は，産業医科大学 

産業⽣態科学研究所 大神明教授らによる厚⽣

労働科学研究費補助⾦(22JA0301)，令和 5

年度 総括研究報告書「特殊健康診断等のデー

タ⼊⼒標準化およびデータ利活⽤ツール開発の

ための研究」 [1]で提示されている特殊健康診断 

他覚所見記録の所見項目をそのまま利用した． 

Formsで作成したオンライン問診票サイトの画

面を添付資料-1 に示す．画面枚数としては 14

枚になる．入力時の省力化で自覚症状のない系

統は「自覚症状がない」を選ぶと次の系統にス

キップするようにして画面を見やすくすると同時に

所見記録時に記録入力者の画面スクロールの

手間を極力削減できるように配慮した． 

また Forms の機能である進捗状況バーも活

用し，所見記録の入力者に他覚所見記録の進み

具合が見えるようにした． 

2.3. Formsオンライン他覚所見記録の設定 

Forms での他覚所見記録用に新規に作製し

た他覚所見記録フォーマットを添付資料-1 に示

す．Formsの諸設定を Table-1に示す． 

Table-1 Formsの諸設定 

設定項目 設定値 

入力期間 期間設定あり，健康診断実施日から最

終の健康診断実施月の翌月最終日ま

で． 

共同作業者設定 産業医，看護職，健康推進センター関

係者，情報システム関係者 

※Forms入力情報出力や情報利用者 

回答者設定 UBEグループの特定ユーザのみ 
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Table-1 Formsの諸設定 

設定項目 設定値 

回答者へ Forms

の URL案内 

パワーポイント記載のリンク付き URL 

進捗状況表示 進行状況バーの表示あり 

回答者お礼メッ

セージ 

あり． 

「オンライン所見記録は，これで終了で

す．」 

応答の受信確認 送信後に応答の受信を許可する 

 

2.4. オンライン他覚所見記録の社内導入方法 

オンライン問診票導入にあたり，次のようなス

テップを踏んでトライアルに至った． 

① オンライン問診票導入の主旨や概要を工

場の労働衛生主管部署関係者に説明 

② プロトタイプのオンライン他覚所見記録で

入力体験と体験コメントの聴取 

③ プロトタイプの入力体験で出された問題点

や気付きなどの指摘を反映しながら本番

で使用する Forms の他覚所見記録フォー

マットの作成と改善 

④ 詳細な他覚所見記録入力を記した医師・

健康診断スタッフ用リスクアセスメント対象

物健康診断他覚所見記録のオンライン化

トライアル案内状を作成し，産業医，看護

職，保健師にシステム部門から案内した．

添付資料-3に示す． 

⑤ 本番用と全く同一の練習用 Forms サイト

を別途準備し，入力体験や入力練習は練

習用で自由に使っていいとした． 

3. 結言 

Microsoft の Forms を使ったオンライン他覚

所見記録の初めてのトライアルを実施した結果，

システム部門から提示した診察時に Formsへの

直接入力は困難であった．実際に診察する医師

や看護職が下した判断は，他覚所見記録の紙の

チェックシートへの一次記録を診察時には優先し

て行ない，診察が落ち着いた後に他覚所見記録

Formsに入力となった． 

オンライン所見記録の項目は，従来の特殊健

康診断の所見項目より精細になって数が増えて

おり，診察時に記録する医師も所見項目を完全

に覚えるまでは探すのに苦労する可能性があっ

た． 

そこで Forms のフォーマット設計時には所見

種類の系統ごとに見やすく探しやすい画面配置

や入力負荷を高めないことを第一に設計した． 

その効果については本報とは別に実際にリス

クアセスメント対象物健康診断を担当した医師な

らびに看護職が評価をまとめている． 
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添付資料-1 

リスクアセスメント対象物健康診断 オンライン他覚所見記録の画面集 

Formsサイト画面 1  Formsサイト画面 2 

 

 

 

Formsサイト画面 3  Formsサイト画面 4 

 

 

 

Formsサイト画面 5  Formsサイト画面 6 
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添付資料-1 

リスクアセスメント対象物健康診断 オンライン他覚所見記録の画面集 

Formsサイト画面 7 [1]  Formsサイト画面８ [1] 

 

 

 

Formsサイト画面 9 [1]  Formsサイト画面 10 [1] 

 

 

 

Formsサイト画面 11 [1]  Formsサイト画面 12 [1] 
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添付資料-1 

リスクアセスメント対象物健康診断 オンライン他覚所見記録の画面集 

Formsサイト画面 13 [1]  Formsサイト画面１４ [1] 

 

 

 

 

Formsサイト画面 15   

 

  

 

 

体験版 オンライン他覚所見記録 Formsサイト 

 

【注記】 

・本トライアルで実際に使用したオンライン他覚所見記録の体験版で

す． 

・自由に入力して構いませんが本サイトの管理者が閲覧する可能性

があります．閲覧されて困るような情報は入力しないでください． 

【公開期間】 

2024年 12月 1日～2025年 9月 30日まで 

【URL】https://forms.office.com/r/z4F2UUXX5Z 

 

 

https://forms.office.com/r/z4F2UUXX5Z
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添付資料-2 

医師用他覚所見記録リスト兼チェックシート [1] 
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添付資料-3 

医師・健康診断スタッフ用リスクアセスメント対象物健康診断 他覚所見記録のオンライン化トライアル案内状 
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添付資料-3 

医師・健康診断スタッフ用リスクアセスメント対象物健康診断 他覚所見記録のオンライン化トライアル案内状 
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作業記録管理システム（作業記録アプリ）の利用ユーザーヒアリング結果 
Results of interviews with users of Record management system for harmful work such as handling 

chemical substances (record management apps) 

人事部 健康推進センター 大岡朗 

製造技術開発部 デジタル技術グループ・DX 推進室 古屋敷啓一郎 

情報システム部 システム企画・管理グループ（宇部） 小郷正勝 

 

Abstract 

労働安全衛生法は労働者の健康と安全を守る基盤であるが，労働安全衛生規則等の一部を改正する省令

（令和４年厚生労働省令第 91 号（令和４年５月 31 日公布））の施行後，化学物質の自律的管理に向け，危険，

有害物質を扱う場合には，従前以上に作業環境の整備を行い，労働者が安全かつ健康的に働けるように，施設

や設備の改善が求められている．作業環境管理による職場環境の改善，作業管理による作業そのものの見直し

により，より安全な方法で実施し，健康管理による労働者個人の健康状態の把握と適切なケアを行い，定期健康

診断や特定健診，有害作業に従事する者への健康状況確認を行う．この各管理を連携して実施することが「労働

衛生の 3 管理」であり，労働安全衛生法に基づき，職場のリスクを軽減し，労働者の健康と安全を守るために体

系的に進められている．この度，社内で運用している作業記録管理システムを改修し，その使用感をユーザーにヒ

アリングを行い，システム運用の改善に向けた情報を収集した． 

Key words：作業監理記録システム（作業記録アプリ），PowerApps，ユーザー評価 

 

1. 緒言 

労働安全衛生法が改正され，事業者がばく露防止のために講ずべき措置を自ら選択の上，適切に実

施する「自律的な管理」が求められている．改正内容は，労働安全衛生法における化学物質管理に幅

広く及ぶと同時に従来の特別規則も数年は継続して対応が求められることになった．特に発がん性の

懸念がある特定化学物質特別管理物質を取り扱う作業の記録は，最低でも 30 年間保存することが

義務付けられている．記録すべき情報としては，厚労省の例示によると，作業記録に以下の情報を含め

る必要がある． 

・労働者の氏名 

・従事した作業の概要 

・作業に従事した期間 

・特別管理物質へのばく露状況 

・健康診断の結果 

さらに，労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行（基発 0531 第９号 令和４年５月 31

日）においては，取扱う化学物質の種類に関する情報の記録も必要とされている． 

労働安全衛生規則第 577 条の 2 第 11 項 

エ 「労働者の氏名，従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間並びにがん原性物質により

著しく汚染される事態が生じたときはその概要及び事業者が講じた応急の措置の概要」の記録に関し，

従事した作業の概要については，取り扱う化学物質の種類を記載する，又はＳＤＳ等を添付して，取り扱

う化学物質の種類が分かるように記録すること． 
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具体的な対象物質は，発がん性の懸念があるとされる化学物質を含み，厚生労働省が定めるもので

あるが，がん原性物質は国による GHS 分類結果が区分 1B 以上の化学物質とされ告示されている． 

UBE 株式会社は，グループ全社で取り組みを継続している業務起因性疾病対策において，従業員の

健康と安全を守るための包括的な取り組みを進めており，主な対策として「作業環境管理」，「作業管

理，「健康管理」の「労働衛生 3 管理」の的確な実施を掲げている．この作業記録に限らず，従前は紙

媒体に手書きという対応が多かったが，長期記録保管に耐え得るシステム開発を試み，2016 年より

「作業記録管理システム」を構築し，化学物質取扱い作業に関する情報の記録管理を開始した．この度，

労働安全衛生法化学物質管理関連政省令の改正対応のためのソフトウェア改修を加え，そのユーザ

ー評価を実施してソフトウェアの不具合や修正，実際に使用しているユーザーの今後の改善要望及び

必要に応じたソフトウェア改修への参考情報とした． 

2. UBE 作業記録管理システム 

工場向けの作業記録管理システム「作業記録管理システム（工場用）_2023」は 2016 年作成の

作業記録管理システムに改修を加えたもので，従来ステムの記録項目に，「取扱場所」，「取扱量」及び

「保護具の種類」等を追加して，製造現場サイドの要望に応え，化学物質の取扱以外に騒音作業に関

する情報も記録できるように記録項目を追加した．記録項目や記録様式については，特に定められてお

らず，厚労省より提示されている参考例を検討の上，業務起因性疾病判定等で使用され得る情報を含

むようにした．また当社産業医より，記録項目として「ばく露濃度」の追加要請があり，「取扱量」と推定

値を含む「ばく露濃度」のいずれかの記録を必須とした．これらの変更については，現行特別規則やが

ん原性物質に求められる項目と，将来の業務起因性疾病判定に必要とされると考えられる情報を追加

している． 

3. ヒアリング対象事業所（会社） 

システム開発着手前，化学物質取扱いに関する作業記録の状況やシステムへの要望等を UBE グル

ープ各社の実務者らにヒアリングした．またシステム開発の終了後の社内システム説明会でのユーザー

からの質問事項及び宇部地区工場において実際にシステム使用後の感想等を直接聴取した．その他，

システム使用に関するユーザーからのメール，電話等の個別質問や改善対応に関する内容も併せて聴

取した．対象会社は国内 UBE グループ本体及びグループ会社の事業所 28 カ所である． 

4. ヒアリング方法 

システム開発着手前，化学物質取扱いに関する作業記録の状況やシステムへの要望等を UBE グル

ープ各社にヒアリングした．又，システム開発の終了後の社内システム説明会でのユーザーからの質問

事項及び宇部地区工場において実際にシステム使用後の感想等を直接聴取した．その他，システム使

用に関するユーザーからのメール，電話等の個別質問や改善対応に関する内容も併せて聴取した． 

①宇部地区工場 

事業内容:カプロラクタム，ナイロン，ファインケミカル等製造．従業員数: 1,300 名 

②千葉地区工場 

事業内容: 合成ゴムおよびその原材料の研究開発，製造，販売．従業員数: 270 名 
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③宇部地区グループ会社 

事業内容：化学品や樹脂品の包装・充填，保管，出荷．従業員数：670 名 

表 1.作業記録管理システムの記録項目 

5. ユーザーヒアリングの結果 

5-1 開発前ヒアリング 1；2023 年各事業所ヒアリング結果まとめ 

【製造部署，開発部署からの意見】 

・工場での取扱量の記録が難しい．配管内の流量なども含むのか判断が難しい． 

・サンプリング操作は 100g 程度の扱いだが，ばく露の可能性もある．そのあたりの量で考えるのか． 

・入力操作が難しいようなので，ウェアラブル端末が望ましい． 

・許容濃度，濃度基準値やリスクアセスメント結果の表示ができると良い． 

・RFID（Radio Frequency Identification : IC タグや RF タグ情報を非接触で読み書き）利用に

より化学物質管理を効率化したい． 

・化学物質の使用記録や保護具の着用記録を確認できるようにしたい． 

・記入必須項目に漏れがあればアラートを表示したい． 

・混合物に含まれる化学物質を一括で管理したい． 

・危険物の保管数量が指定数量を超えたときにアラートを表示したい． 

・特殊健診の該当試薬のリストを自動で作成したい． 

 

【少量多数の試薬を使用する研究所からの意見】 

・工場と研究所の記録を同じシステムで管理するのは難しいが，情報の統合は可能なはず． 

・使用記録から必要な情報を簡易に抽出できるようにすることが重要． 

【開発の方針についての意見】 

・低コストでライトなシステムを検討する方向としたい． 
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・法改正で必要となる新たな作業についてのシステム検討に注力したい． 

5-2 開発前ヒアリング 2；プロジェクト監査（ヒアリング結果），ヒアリング事業所 28 カ所の状況． 

【作業記録の実施状況】（化学物質取扱いの無い部署を除く） 

・工場用作業記録管理システムを使用，又は研究所用と併用 10 事業所 

・研究所用作業記録管理システムを使用 1 事業所 

・Microsoft Excel や Access を使用した記録 3 事業所 

・紙媒体での記録 8 事業所 

 

表 2．社内システム説明会での質問 

 

5-3 システム開発後ヒアリング結果 

UBE グループにおける「作業記録管理システム（工場用）_2023」への記録結果 2024 年 5 月～

2025 年 2 月までの使用実績ベースで化学物質使用者及びその取扱い内容の承認者を含めて

1000 名弱がデータ登録を行っていた．宇部地区工場での使用開始後約一ヶ月の時期での現場運転

員等によるトライアル結果は以下となった． 
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表 3．宇部地区工場のトライアル結果 

 

宇部地区の工場でのトライアル結果としては，表 3 に示すように予想以上に入力に時間を要した結

果も得られた．その事由として，①1 作業毎の入力項目が多く運転員の入力の手間が増えている，②運

転員がパーソナルコンピュータの操作に慣れていないため，システム入力の理解が難しい，が挙げられ

た． 

これらの対策案としては，事前に作業毎の取扱物質・保護具なと゜のグループ登録を実施できるように

して頻繁に行なう設定操作の簡略化や入力方法自体の簡素化が必要と判断された．また一例として常

時作業場所を変えて従事する運転員にはモバイル端末を利用した記録入力を可能とする使いやすいア

プリケーション開発等も強く要望された． 

表 4．宇部地区グループ会社からの改善要望 

宇部地区のグループ会社からは表 4 に示す内容の改善要望と改善提案を受けた．多くは記録の入

力環境や操作性の改善に関するものが主であるが，近年社内に急速に増えつつある高齢従業員対応

への要望もあった． 

その他，千葉地区のグループ会社からは，多数の部下を持つ管理職から化学物質使用記録の承認



ＵＢＥ株式会社 技術報告 
2025 年 3 月 

6  
 

に手間取るとの意見があり，最終的にはソフトウェアを改修して各承認者自らが承認する必要のある作

業データを判別できるように改善している． 

6. 考察 

令和 5 年及び 6 年に施行された労働安全衛生法関連政省令改正による自律的化学物質管理への

移行を機に，大学や研究機関においても独自の化学物質管理システムを構築し，作業記録関連情報を

システム的に管理する事例が増加しつつある．化学メーカーとして，作業者による化学物質取扱いの安

全性確保と将来における化学物質等による業務起因性疾病発生の予防対策実施の徹底と不幸にして

業務起因性が疑われる事案が発生した際の迅速な取扱い化学物質と疾病の関連性の検証に寄与し

うる情報取得と記録や利活用環境の整備は経営的にも非常に重要な課題である． 

今回開発した作業記録システムについては，従前のシステムと比較して法要求の記録項目数，記録

対象物質の増加による負担増の負のイメージが先行した感があるが，新規ユーザーも含めて現状の作

業記録管理システムで十分というグループ会社の声もあり，使用化学物質数やパーソナルコンピュータ

やモバイル端末の社内配布等の環境整備に加え，モバイル端末からの簡便な入力等の環境整備支援

の必要性を改めて認識できた． 

7. 結言 

入力したデータの「労働衛生 3 管理」関連情報としての統合的利活用環境整備，混合物への対応，

高齢者対応等，ユーザーフレンドリーな入力環境整備も今後検討が必要な課題として抽出できたと考

える．現在，モバイル端末からの入力操作を可能とした専用の作業記録アプリケーションの開発を終了

し，近日中のリリースを準備している状況にある．実務で実際に使用するユーザーからの要望を真摯に

受け止め，実務で使用するユーザーにも満足したシステムにできたと自負しているが，現状では，まだ本

来使うべきユーザー数が少なく，今後の普及を推進するとともに入力されたデータの統合的な有効活

用を考える時期に来ている．現場の管理者やユーザーらと共にさらに改善や検討を進める必要がある．

 



ＵＢＥ株式会社 技術報告 

2025 年 3 月 

1  

 

化学物質や聴覚保護用「保護具選定アシストアプリケーション」の基本コンセプト検討 

Basic concept study of "Protective equipment selection assist application" for chemical substances and 

hearing protection 

製造技術開発部 デジタル技術グループ・DX推進室 古屋敷啓一郎，池川義紀，久保田紗彩 

人事部 健康推進センター 大岡朗，塩田直樹（統括産業医） 

情報システム部 システム企画・管理グループ 小郷正勝 

Abstract 

労働安全衛生規則の改正により，化学物質を取扱う事業者は，より安全な化学物質への代替や除害設備の強

化を優先する義務がある．しかし，それが不可能な場合には適切な保護具を使用して従業員の有害化学物質へ

のばく露を低減させる必要がある．現実には高分子材料で作られた保護具は時間とともに有害物質を微量なが

ら浸透させるため，適切な保護具の選定が非常に重要になる．また騒音下での作業においても，適切な聴覚保護

具の装着が不可欠だが過度な遮音はコミュニケーションや警報の聞き取りに支障をきたす可能性がある．本報で

は，多数の市販保護具製品の中から業務の内容や作業時間に適した保護具の選定を支援する「保護具選定ア

シストアプリケーション」の基本コンセプトを検討した． 

key word：労働安全衛生法施行令，保護具，保護衣，手袋，高分子材料，物質拡散，破過時間，Share point online，

Power Platform 

1. 緒言 

国内で輸入，製造，使用されている化学物質は

数万種類にのぼり，その中には危険性や有害性

が不明な物質が多く含まれ，化学物質を原因と

する労働災害（がん等の遅発性疾病を除く．）は

年間 450件程度で推移しており，がん等の遅発

性疾病も後を絶たない．それで，2022 年 5 月

31日より「新たな化学物質規制の制度」が導入

され，2024年 4月 1 日より，その中の「健康障

害を起こすおそれのあることが明らかな物質を取

扱う場合の保護具着用」が努力義務から義務に

変わった．なお一般家庭向け製品のみを使ってい

る場合は法律の対象外にはなるが，従業員の健

康障害予防のために保護具の着用が望ましいと

された． [1] 

2. 現状の保護具選定の課題 

2.1. 化学防護 

例えば，コーティングされた化学繊維製の保護

衣やエラストマー製の手袋などが一般に有害な

化学物質からの防護に使用されるが，これら保

護具の素材である高分子材料は，密度が極めて

軽く軽量で柔軟性に富むが，素材特性そのもの

に起因する化学物質の浸透現象を避けて通れず，

保護具としての使用可能時間は扱う化学物質が

保護具素材内部を拡散移動速度によって大きく

変化する． 

したがって，取扱う化学物質に適した保護具選

定が必須ながら化学物質の安全データシート

（Safety Data Sheet（SDS））には使用を推

奨する保護具の具体的な記載は少ない． 

それで化学物質を取扱う側が適宜安全であろ

うと考えられる保護具を自主的に選定しているが

実際の破過時間を明確に把握できないままに使

用しているのが実態である．また保護具を選ぶ際

に対象とする化学物質の破過時間あるいは使用

可能時間を実測で検証されたデータも多くはな

く，根拠のある選定は非常に難しい状況にある． 

2.2. 騒音の聴覚防護 

騒音も同様に管理区分ⅡまたはⅢに該当する

作業場で作業する従事者らに適切な聴覚保護

具の装着が必須だが聴覚保護具も騒音に適し

た特性のものを選ぶ必要がある． 

遮音性能が足りなければ，将来，騒音性難聴の

おそれが残り，遮音性能が高すぎると周囲とのコ
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ミュニケーションに支障をきたしたり，異常や危険

を知らせる各種警報などが聴こえなくなったりし

てしまう弊害を生じる．したがって聴覚保護具も

各騒音下作業場の騒音に応じた適切な遮音性

能のものを多くの市販品の中から探して選定す

る必要があるが，それも決して楽な作業ではない． 

2.3. 保護具選定アシストアプリケーションの狙

い 

保護具選定アシストアプリケーションは，化学物

質ごとに化学物質の破過時間の実測データがあ

るものは，その実測値を検索して返す，実測値が

ないものは数理モデルで計算した推定破過時間

を返すウェブシステムである． 

このシステムコンセプトの検証でプロトタイプの

ウェブサイトを試作し，コンセプトの狙う保護具選

定の有用性や使い勝手等を検証した． 

また化学物質同様に聴覚保護具も保護具の製

造者が提供する等価騒音の遮音性能値やオクタ

ーブバンドの各帯域の遮音性能値を使い，各作

業場の騒音値を具体的に入力すると保護具の遮

音性能を反映させて，従事者の耳がさらされる騒

音音圧を計算して，遮音性能不足や過剰遮音

（オーバープロテクション）を自動で判定して表

示するウェブシステムのプロトタイプを試作し評

価した． 

プロトタイプでは登録した保護具の数が少なく

比較するような使い方にはならないが，従来なら

厚生労働省が公開している化学物質の「耐透過

性能一覧表」 [2]で調べたり，聴覚保護具は保護

具製造者のウェブサイトを探して詳細仕様や性

能値を一つ一つ調べて手計算したりしていた． 

こうやって時間を費やして調べても該当する化

学防護の評価結果がない場合は，結局調べたも

のの選定根拠がないままに，やむなく安全だろう

と勝手に判断していたところを対象化学物質の

分子量と保護具の材質で推定破過時間をその

場で直ぐに定量的に返す仕組みは保護具を選

定する際に十分指標にできると評価された． 

3. 化学防護用保護具の規定や要求 

3.1. 皮膚等障害化学物質等へ直接接触の禁

止 

令和 5年（2023年）8月 30日に公布された

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令

（令和５年政令第265号）により，皮膚等障害化

学物質等への直接接触禁止が規定された．皮

膚・眼刺激性，皮膚腐食性または皮膚から吸収

され健康障害を引き起こしうる化学物質と当該

物質を含有する製剤を製造し，または取扱う業務

に労働者を従事させる場合には，その物質の有

害性に応じて，労働者に障害等防止用保護具を

使用させなければならない．令和 5年 4月 1日

から努力義務，令和 6年 4月 1日から義務化さ

れた． 

この事業者への要求は，①健康障害を起こす

おそれのあることが明らかな物質を製造し，また

は取扱う業務に従事する労働者に保護眼鏡，不

浸透性の保護衣，保護手袋または履物等適切な

保護具を使用させる，②健康障害を起こすおそ

れがないことが明らかなもの以外の物質を製造

し，または取扱う業務に従事する労働者（①の労

働者を除く）には保護眼鏡，保護衣，保護手袋ま

たは履物等適切な保護具を使用させる，となった． 

この要求は，安全性が明確になった化学物質

以外は適切な保護具を使用させなければならず，

例えば水のように人体に対し絶対的に安全と判

明しているもの以外は保護具を従事者に使用さ

せる義務が事業者に生じている． 

3.2. 化学物質の浸透現象 

ここで有害な化学物質を絶対に透過させない

素材で作られた保護具を選定できるなら，その素

材の保護具を使用して，従事者を完全に包んで

しまえば，有害な化学物質を取扱う従事者も有

害な化学物質に触れることはなく作業ができる． 



ＵＢＥ株式会社 技術報告 

2025 年 3 月 

3  

 

ところが一般的に入手可能な保護衣や手袋な

どの保護具は，身に着けるものなので重量が軽く，

体の動きを極力阻害しない軽量な高分子材料の

化学繊維やゴムなどのエラストマー材料で作ら

れている． 

高分子材料は非常に軽く，柔軟性，耐久性に富

む優れた材料ながら，それは多くの高分子材料

が比較的軽い水素，炭素，窒素，酸素などの軽い

原子で構成され，さらに高分子間の原子密度が

低い自由体積を比較的大きく持つことによる． 

それで高分子材料には種々の化学物質が時間

経過とともに溶解して分子レベルでの侵入を許

してしまう．一旦，高分子材料中に侵入した化学

物質は濃度をドライビングフォースにして，濃度の

高い側から低い側に移動していく．これを物質拡

散という．エラストマー製手袋であれば，手袋の

外面が高濃度側であり，手袋の内面が低濃度側

になる． 

化学物質を取扱う作業で手袋の外側に付着し

た化学物質は，手袋のエラストマー内に分子レベ

ルで溶解し，手袋の内面側に移動する．手袋の

内表面に達した化学物質は，内表面から放出さ

れるようになり，この状態になると手の皮膚に化

学物質が付着する．この状態に至ると保護手袋

としての機能を失っている． 

したがって手袋を含む保護具は，表面に付着し

た有害な化学物質が保護具の素材内を拡散浸

透して，保護具内面に到達するまでが実質の使

用可能時間であり，その使用可能時間をある程

度正確に知ることが化学物質からの防護に極め

て重要である． 

3.3. 厚生労働省推奨の化学防護具の選定 

厚生労働省から皮膚障害等防止用保護具の

選定マニュアル [3]が公開されている．このマニュ

アルでは化学物質の透過に関する詳しい知識を

持たない労働者にも理解しやすいように保護具

の破過時間を4段階に分類して提示し，さらに◎

○△✕で作業分類と作業時間に応じた耐透過

性能別に選定ガイドをしている．Table １にその

区分を示す．多様な化学物質に対し「耐透過性

能一覧表」は，この区分で概略の使用時間を教

えてくれる． 

Table １ 耐透過性能の区分 [3] 

 

この方法は，これまで保護具の破過時間を全く

考慮していなかった場合には大変解りやすく，特

に破過時間が極端に短い保護具を安全上の観

点から排除する場合には有効である．それゆえ，

実質の作業時間に関わらず，衛生管理者や保護

具着用管理責任者が選定する際に安全側に捉

えて，△より○，○よりは◎の保護具を心理的に

選ぶ可能性は十分にある．また例えば，破過時間

が 59分の保護具は△になり，61分の保護具は

○になる．仮に作業時間 40 分の場合は，どちら

も安全に防護するのだが，マークの印象で○を

選ぶことが圧倒的に多くなるだろう．ここで「耐透

過性能一覧表」の破過時間データのソースとし

ている JIS T8116のクラス分けは Table 2の

ようになっており，「耐透過性能一覧表」はこれを

さらに括ってしまったがゆえに破過時間の区切り

で大きな段差になっている． 

当社のような化学企業では保護具を装着させ

る作業の種類は多く，例えば，数分で済むような

製造途上における化学製品の検査用試料の少

量サンプリングから数時間に及ぶ製造装置の分

解清掃など多岐にわたる． 

「耐透過性能一覧表」が不適合とする✕（10

分以下）や△（10 分超，60 分未満）でも，その
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作業時間から実は何ら安全上問題のない作業も

多々ある． 

企業としては，教育訓練を行ない作業時間の個

人差が皆無で明確になっている定型作業におい

て，破過時間がその定型作業時間を下回らない

限り，保護具の破過時間が10分以下であっても

一律に不適合（✕）とするのは保護具コスト抑制

の観点から問題がある． 

Table 2 耐透過性能クラス JIS T 8116 [4] 

 

これらは保護具選定の初心者向けに解り易さ

を優先したがために破過時間を大きなステップ

状の区分けにした弊害である．特に複数の候補

となる保護具がある場合は，破過時間を数値で

扱える方が作業時間や購入コストと比較しなが

ら選択時の総合評価がやりやすい． 

なお，「耐透過性能一覧表」が現時点で網羅し

ている化学物質は 1140 種類であり，化学物質

の一部に過ぎない．これは順次拡充されていくと

考えられるが，自らが扱っている化学物質の耐透

過性能データが必ずここに揃っているとは限らな

い．現状は，ないことも多いのが実情であろう． 

当社考案の保護具選定アシストアプリケーショ

ンは，保護具製造者の提供する破過時間データ

参照や参照すべき破過時間データがない化学物

質でも推定使用時間値を返す． 

多くの要素が絡む化学物質の透過現象を単純

で一義な推測は困難ながら全く何も根拠となる

ものがない状態で安全な保護具を選べというの

も酷な話であり，それを補う意味があると考えて

いる． 

ここまで保護具の素材内を有害な化学物質が

移動する現象や保護具選定の課題を説明した．

それを理解すると保護具は使い始めてからの経

過時間管理が極めて重要であり，実際に作業で

使った時間ではないことが理解できよう．また有

機溶剤を含む微量でも揮発する特性を持つ化学

物質は，直接，保護具でその化学物質自体に触

れなくても，目に見えない揮発したガス状の化学

物質が保護具表面に自然に吸着する．その場合

も保護具の素材内に溶解浸透していくので油断

は禁物である． 

ただし，保護具の内表面に化学物質が到達し

て内表面から放出が始まったとしても多くの場合

直ちに人体に悪影響はしない．多くの化学物質

は，そのばく露濃度の管理値や許容濃度未満で

あれば，通常問題は生じにくい．ばく露濃度と人

体の反応性への影響を Fig.1に示す． 

ところが一般的に多くの人に悪影響が出ないと

する作業場の許容濃度を遥かに下回る濃度であ

っても皮膚等障害化学物質のように非常に微量

で人体が嫌悪影響を示すことが知られており [5]，

このような場合は単に保護具を装着する管理だ

けでは防ぎきれるものではない．取扱う化学物質

の分子が保護具の素材内の浸透に要する時間

を正確に把握して，内表面に化学物質が到達す

る前に保護具の使用を止め，保護具を更新しな

いとごく微量の化学物質ばく露による悪影響を

防げない． 

本田ら [5]によると樹脂原料であるビスフェノー

ル A，スチレンモノマー等の低用量腹腔内暴露が

アトピー性皮膚炎を憎悪し，中には臓器毒を指

標に決定された既報告の無毒性量の数百分の

一という低用量ばく露がアトピー性皮膚炎を悪

化させる化学物質が存在するとしている． その

概念を Fig.2に示す．ここで Fig.2は，本田ら [5]

を参考に著者がばく露濃度とアレルギー症状へ

の影響を概念化した図である． 
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Fig.1 化学物質のばく露濃度と人体や環境影響の関係 

 

 

Fig.2 皮膚等障害化学物質のような化学物質のばく露

濃度と人体影響との関係（本田らを参考に著者が

概念化） 

 

なお従事者の健康障害予防が最優先ながら頻

繁な保護具の交換は，従事者の作業負担を増や

し，保護具に費やすコスト増大にも繋がる．したが

って保護具の交換は，化学物質の破過時間を理

解して，必要最小限になるようにし，安全を盾に

過度の早期交換を推奨するものではない． 

3.4. 化学物質の溶解・拡散挙動 

表面に付着した化学物質が，保護具の素材内

に溶解して侵入した後，濃度の高い領域から濃

度の低い領域への分子が移動する挙動を拡散と

いう． 

化学物質の拡散は，濃度勾配に従う受動的な

挙動であり，特にエネルギー必要としない．それ

ゆえ大きな圧力勾配を設けたりしないで使用す

る多くの保護具の場合は，保護具外表面が付着

した化学物質で濃度が最も大きく，一方，保護具

内表面の濃度が0となっているので，自ずと保護

具内外で大きな濃度勾配が生じた状態で使用

することになる．それで化学物質は保護具内面に

向かって移動する．それを図示すると Fig.3 に示

すような状況になる． 

特に注意すべきことは，外表面に付着した化学

物質が保護具の素材内に一旦，溶解して移動を

始めると，その化学物質移動は保護具内外の濃

度勾配で移動を続ける．これは，化学物質を扱う

のに保護具を使い始めて途中で使用を中断して

も一旦保護具の素材内に溶解した化学物質は

移動を続けていることを表し，保護具は使用時間

の累積ではなく，使用開始後の経過時間で管理

すべきことがわかる． 

特にごく微量でも健康障害を引き起こす可能

性がある皮膚等障害化学物質などは保護具内

面側の到達時間未満に使用時間を制限する必

要がある． 

そうなると皮膚等障害化学物質のように非常に

微量で人体が嫌悪影響を示す化学物質に対し

ては保護具の破過時間を定量的に事前に知るこ

とが極めて重要である． 

一方，厚生労働省から化学物質防護用手袋選

択を支援する耐透過性能一覧表 [2]が提供され

ている．2024年 2月時点で 1140種類の化学

物質に対する保護具の適性が掲載されているが，

リスクアセスメント対象物は令和 8 年 4 月 1 日

施行分を含めると2276種類 [6]が規定されてい

る．また令和６年４月１日施行の労働安全衛生規

則第 594 条の２で規定する皮膚等障害化学物
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質で特別規則に基づく不浸透性の保護具等の

使用義務物質リスト [7]は計 1149 種類の化学

物質を規定している． 

3.5. 高分子材料内の化学物質の拡散浸透モ

デル 

保護具の表面に付着または吸着した化学物質

が保護具の素材内を浸透する現象を前項で説

明した．この化学物質が保護具の高分子材料内

に溶解して拡散浸透する現象を拡散モデルで説

明する． 

保護具は，高分子材料である化学繊維とエラ

ストマーフィルムコーティングの複層構造や合成

ゴムなどエラストマー材料を手袋形状に成形した

ものが常用されている．ここで高分子材料の分

子レベルの構造をみると Fig.4に示すように長い

高分子鎖が複雑に絡み合っている． 

非晶性の高分子材料は，高分子鎖が絡みあっ

ているだけで特定の決まった構造を取っていない．

その高分子鎖間には自由体積と呼ばれる微小な

空間を有し，溶解した化学物質は自由体積部分

を移動していく．また自由体積部分に入りこんだ

化学物質の種類によっては高分子鎖間を拡げた

りするような膨潤を引き起こし，それにより自由体

積がより大きくなると拡散している化学物質の移

動速度が加速する． 

一方，同じ高分子材料でも結晶化した部分は

化学物質の侵入を許さず，侵入した化学物質は

結晶部分を迂回するようにして非晶部分を移動

する． 

 

Fig.4 高分子材料の構造と化学物質の拡散挙動 

3.6. 化学物質の拡散に影響する因子 

一般的に保護具の素材である高分子材料内に

侵入し，その内部を拡散で移動する化学物質の

分子は，分子量（＝分子の大きさ），温度，相溶性，

高分子構造，高分子材料のガラス転移点温度，

結晶化度などの影響を受ける． 

化学物質の分子自体が小さい，すなわち分子

量が小さいほど透過しやすく，温度は高いほど拡

散速度が大きくなる．また高分子材料と化学物

Fig.3 保護具に付着した化学物質の拡散挙動 
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質の相溶性が高いほど拡散係数が速まる．高分

子材料の使用時の分子構造も影響し，不定形高

分子ではランダムコイル状態よりも高分子鎖が

特定の方向に配列した配向状態の方が拡散速

度は速くなる．さらに使用時温度が高分子材料

のガラス転移点温度よりも高いゴム状態は，ガラ

ス転移点温度より低いガラス状態よりも拡散速

度が早くなることが知られている． 

それゆえ高分子材料内の化学物質の拡散速度

は一律に決まらない難しさがあるが，保護具とし

て身に着けて使用する温度は体温近傍の 36℃

前後で概ね一定であり，高分子構造は保護具と

して使用する高分子材料選定や製造時の成形

加工法で概ね決まる．したがって，保護具材料と

して適用する高分子材料と製造方法が決まった

時点で拡散速度に影響する変動因子の多くが

固定され，保護具として使用する状態においては，

化学物質の拡散速度に関する主要パラメータは，

実質，相溶性と分子量のみになる． 

なお相溶性は，保護具の高分子材料と拡散浸

透する化学物質の組合せなので，それぞれの組

合せを実際に計測するしかないが，簡易的には

保護具の高分子材料を取り扱い対象とする化学

物質に浸漬して，相溶性が極端に高ければ，高

分子材料は目に見えて膨潤したり，極端な場合

は溶解したりするので，その高分子材料は浸漬し

た化学物質の保護材料に適さないことが容易に

判断できる．ゆえに保護具としての使用に耐える

相溶性の範囲は限られている． 

そうなると保護具の高分子材料内に侵入する

化学物質の拡散速度に影響する主要な因子は

実質分子量になる． 

そうなれば未知の化学物質の拡散速度は，分

子量をパラメータにして，拡散速度が既知の化学

物質の分子量から大まかに推定できる可能性が

ある．厳密な意味での拡散速度推定ではないが，

保護具の概算使用時間の指標程度には耐える

可能性がある． 

3.7. 未知の化学物質の拡散速度推定 

ここで気体や液体中の分子の拡散速度と分子

量の関係は，古くからグレアムの法則が知られて

いる． 

ここでグレアムの式を(1)に示す．式(1)から既

知の参照物質/保護具材料の拡散速度と分子

量から取り扱い物質/保護具材料の拡散速度と

分子量の関係を導くことが可能である． 

通常，工業的に使用する化学物質で分子量す

ら不明なものを扱うことは皆無であり，安全デー

タシートを見れば分子量は必ず記載されている．

したがって，拡散速度が未知の化学物質であっ

ても分子量さえ解れば，破過時間を既知の化学

物質から推定できる． 

グレアムの式（1）と，ガス透過試験等で使用さ

れるタイムラグ法の式（2）を用いて，破過時間を

求めるモデル式（3）を導出した． 

 

𝑟𝑇𝑎
𝑟𝑟𝑒𝑓

=
𝑘𝑇𝑎
𝑘𝑟𝑒𝑓

= √
𝑀𝑟𝑒𝑓

𝑀𝑇𝑎
 ・・・・・(1) 

𝑇𝑝 =
𝐿2

6 ∗ 𝑘𝑇𝑎
 ・・・・・（2） 

記号： 

𝑟𝑇𝑎：取り扱い物質の拡散速度 

𝑟𝑟𝑒𝑓：参照物質の拡散速度 

𝑘𝑇𝑎：取り扱い物質/保護具材料の拡散係数 

𝑘𝑟𝑒𝑓：参照物質/保護具材料の拡散係数 

𝑀𝑇𝑎：取り扱い物質の分子量 

𝑀𝑟𝑒𝑓：参照物質の分子量 

𝑇𝑝：保護具材料の破過時間 

𝐿：保護具材料の厚み 

 

これらの式を組み合わせると式（3）になる．ま

た式(3)を変形し，破過時間から保護具の厚み

を求めるのが式(4)になる． 
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𝑇𝑝 = (
𝐿2

6 ∗ 𝑘𝑟𝑒𝑓
∗ 𝑀𝑟𝑒𝑓

−0.5) ∗ 𝑀𝑇𝑎
0.5・・・(3) 

 

𝐿 = (
𝑇𝑝

𝑀𝑇𝑎
0.5 ∗ 6𝑘𝑟𝑒𝑓 ∗ 𝑀𝑟𝑒𝑓

0.5 )0.5・・・(4) 

タイムラグ法の破過時間とは試料の片面すなわ

ち保護具の外表面に化学物質が接触して試料

内部を化学物質が移動し，試料の対面から化学

物質が放出し始めるまでの時間差を指す．Fig.5

は，破過時間の測り方を示している．保護具の用

途においては，この破過時間が保護具を安全に

使用する際の限界時間になる． 

式(3)は，拡散係数と保護具の厚みから破過時

間を計算できる．一方，材質と破過時間から式

(4)を使って保護具の厚みを求めることができる．

式(4)で得られた値より厚い保護具を選択すれ

ば安全である． 

 

Fig.5 化学防護手袋の破過曲線 

拡散係数は，材料の種類と溶解する化学物質

の組合せで変わるが，それらの拡散係数のデー

タは便覧などに多くの研究者による実測値が報

告されているので既知の組合せにおいては，報

告されている拡散係数から容易に破過時間を計

算できる． 

一方，拡散係数が未知の化学物質の場合は拡

散係数が既知の化学物質を参照物質にして，式

(3)から破過時間を推定する． 

石井，廣木 [8]は，この方法による未知の化学物

質の破過時間導出を化学防護手袋協会が協会

会員に公開している「ケミカルインデックス 

2022 年調査データ」に登録しているデータを使

い実際に検討した． 

「ケミカルインデックス 2022年調査データ」に

は化学防護用手袋の製造者が計測した化学物

質の破過時間が収録されており，材質ごとに

Fig.6 に示す要領で保護具材料の参照化学物

質の拡散係数を統計的に導いたのちに分子量と

破過時間の関係を計算した．他の保護具材質で

も検討しているが，ここでは手袋等で多用される

ニトリルゴムの計算結果を取り上げた．Fig.7 の

計算において参照化学物質はアセトンである． 

石井，廣木は，「ケミカルインデックス 2022 年

調査データ」の掲載データ利用時に材質が同じ

で異なる製造者を比較した結果，材質が同じで

あれば得られた拡散係数は概ね同じであること

を確認している． 

 

Fig.6 ニトリルゴムの分子量と破過時間の関係 

3.8. 安全な化学物質用保護具の選定方法 

Fig.7 にこの保護具の使用可能時間推定手法

を利用する場合の保護具選定フローを示す．優

先すべきは保護具製造者が開示する実測に基づ

く対象の化学物質の使用可能時間であるが，そ

のような実測データがない場合には化学防護手

袋研究会が有償で公開している「ケミカルインデ
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ックス 2022年調査データ」に掲載の同材質，同

程度厚みの他社保護具の実測データがあれば，

それを参照して準用する． 

対象とする化学物質の実測された使用可能時

間が全く不明な場合は，上述の数理モデル式を

用い，既知の化学物質の拡散係数から未知の化

学物質の拡散係数を求め，保護具の推定使用

可能時間を導出して運用する． 

特に皮膚等障害化学物質のような微量でも従

事者に接触させたくない場合に保護具の使用可

能時間を推定値ではあるが定量的に提示できる． 

4. 聴覚保護用保護具の選定 

4.1. 聴覚保護具の遮音性能表示 

作業場の騒音評価は，等価騒音法による測定

が広く行われている．また聴覚保護具は，2020 

年から新たに国際規格 ISO 4869-1 に準拠し

た JIS T 8161-1,-2:2020「聴覚保護具（防

音保護具）が制定され，性能表示として以下の 3

種類に北米 EPA の規格による NRR がある．し

たがって国内に流通している聴覚保護具は計 4

種類の性能表示が行われている．製造者により

カタログ表示の仕方はさまざまであるが，ここに

挙げたすべての遮音性能の場合もあれば，いず

れか一つしか表示されていない場合などさまざ

まである．各社の遮音性能表示例を Fig.8，9 に

示す． 

A) APV：オクターブバンドで想定される周波

数ごとの遮音値で表示（125，250，500，

1000，2000，4000，8000Hz） 

B) HML：高域，中域，低域周波数遮音値をH，

M，Lで表示 

C) SNR：全周波数領域で一つの遮音値表示

（ISO，JIS） 

D) NNR：全周波数領域で一つの遮音値表示

（北米 EPA） 

ここで聴覚保護具の選定の難しさは，騒音管理

区分Ⅱ，Ⅲの作業場の騒音値に対して従事者の

耳がさらされる騒音値を等価騒音法であれば，

70～85dBの範囲にする保護具の選択を求めら

れている．85dB を超えれば，将来に騒音性難聴

発症のおそれが残り，70dB を下回るとオーバー

プロテクションでコミュニケーション不良や警報な

どの失聴等を招くので望ましくない． 

Fig.7 保護具の使用可能時間の求め方 
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Fig.8 ㈱重松製作所の製品表示例 [9] 

 

 

Fig.9 スリーエム ジャパン㈱の製品表示例 [7] 

具体的には作業場の騒音状態を正確に把握

した上で市販されている多くの聴覚保護具から

遮音性能が過剰でなく不足もない好適な聴覚保

護具を探し出す必要がある．多くの聴覚保護具

の遮音性能をインターネットで迅速に検索できる

時代ではあるが製造者も違う多くの製品群から

遮音性能表を個別に見ながら遮音性能の過不

足を調べるのは手間の掛る作業になっている． 

現在，聴覚保護具の各製品を銘々が個別に調

べ，手計算で遮音後のばく露音圧を確認する繰

り返し作業を行なっている．またはオーバープロ

テクションを意識せずに遮音性能が高いものを

選んでいるのが実態である． 

5. 保護具選定アシストアプリケーションの開発

コンセプト 

5.1. 基本コンセプト 

イントラネット上に既知の使用可能時間データ

がない化学物質用保護具や聴覚保護具の選定

を手助けするウェブサイトを構築し，多くの従業員

が定量的に効果を確認しながら安全な保護具を

短時間で選定できるようにする． 

5.2. コンセプト実証検証結果 

5.2.1. 保護具選定アシストアプリケーションの

Proof of Concept (PoC) 

前章まで化学物質用保護具の安全な使用可

能時間の調べ方や定量的な推定方法を記した．

また騒音作業場で従事者が使用する聴覚保護

具の選定は過不足ない好適なものを選ぶ必要

性を述べた．これらを従業員誰もが利用できる環

境での使い勝手の検証を実際にウェブサイト上

に作製して検証した．その試作サイト画面を

Fig.10 に示す．試作サイトは，マイクロソフト社の

Power Platform 上に Power Apps で制作し

た． 

化学物質用の使用可能時間は，画面 A に対

象とする化学物質を設定する．データが登録され

ている化学物質は画面Bに該当する化学物質ご

との使用可能時間が各製造者の保護具製品ご

とに返してくる． 

登録された化学物質がない場合は，次の推定

計算サイトに画面 C に移行する．使用時間を推

定したい保護具の種類を選び，手袋であれば画

面 Dに移行し，保護具の材質，厚み，分子量を入

力すると使用可能時間を計算して返すようにして

いる． 

聴覚保護具は，登録されている保護具を選ぶ

と製品の写真やカタログ仕様が表示される．それ

から作業場の具体的な騒音値を入力する．ここ

には等価騒音値またはオクターブバンドの各周

波数帯の騒音値である．それらのデータを用いて
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遮音効果を自動計算し，画面 E に計算結果をグ

ラフで表示する．グラフは遮音の過不足も自動判

定し，遮音性能不足やオーバープロテクションを

違う色で自動判定する． 

これらを実際にサイト上で少ないが保護具の

データ他を登録して使い勝手を検証した結果，

化学物質用，騒音用とも操作は簡単で計算結果

を直ちに自動で返すので非常に使い勝手がよい

ことを確認できた．また保護具の厚みを変えたり，

保護具製品を変更したりする際の効果もその場

で直ぐに比較できるので保護具選定に非常に効

果的であった． 

5.3. 保護具選定アシストアプリケーションの基

本設計案 

5.3.1. 利用者設定 

リスクアセスメントは従業員自ら行なうのが肝

要であることから保護具を使用する従業員全員

を対象にする． 

5.3.2. 利用シーン設定 

保護具の選定は，リスクアセスメント実施時に

行ない，その効果を事前に確認しておくのが現在

主流の考え方である．その他に業務計画策定時

なども利用シーンになる． 

5.3.3. システムの利用期間設定 

保護具選定アシストアプリケーションの代替シ

ステムが現れるまでは使用を継続する． 

5.3.4. システムのハードウェア設定 

非常に多くの従業員が使うシステムなので従

業員の誰もがアクセスしやすいイントラサイト上に

構築する．化学物質の破過時間推定，聴覚保護

具の遮音効果計算は簡単な四則演算であり，ハ

ードウェアに高性能な演算能力は要らない． 

5.3.5. システムの出力 

保護具選定アシストなので定型の報告書など

を出力する必要はない．リスクアセスメントなどの

補足資料用にサイトの演算結果部のみ pdf ファ

イルなどでデジタルプリントできるとリスクアセス

メントに保護具検討の記録として添付するなどの

使い方が考えられる． 

5.3.6. 保護具選定アシストアプリケーションポー

タル 

保護具の選定アシストアプリケーションは，PoC

した化学物質の実測使用可能時間検索や破過

時間の数理モデル推定の他に聴覚防護用保護

具選定の等価騒音用とオクターブバンド法用が

Fig.10 保護具選定アシストアプリケーションの試作ウェブサイト 
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ある． 

これら一連のアシストアプリケーションがイントラ

サイトに分散していると使い勝手が悪くなる．そこ

で，Fig.11 に示すように今後準備する一連の保

護具選定アシストアプリケーションのポータルサ

イトを準備し，多くの従業員らが，このサイトに来

れば保護具選定の一連の確認作業が直感的に

行え，さらに化学物質以外の保護具選定アシスト

周知も行なう． 

 

Fig.11 保護具アシストアプリケーションポータル

サイトイメージ 

6. 結言 

保護具選定アプリケーションは，構想後に実際

にウェブサイト上に PoCで自社サイトを試作して

使い勝手等を確認した．その結果，従来のカタロ

グを見ながらの選定作業を迅速かつ定量的に効

果を見ながらできることまで確認できた． 

また作業性の改善で材質や厚みなどの仕様

変更，異なる製造者の保護具の使用可否を検討

する際にも活用できる．ユーザが各アプリケーシ

ョンの使い方に慣れてしまえば，保護具の簡単な

シミュレーションも可能であり，これまで漠然と選

んでいた保護具を化学物質の破過時間や実際

に耳が曝される騒音音圧を具体的に確認しなが

ら選定できるようになると保護具の選び方を大き

く変えることにも繋がる． 

また保護具は企業活動にとってコストであり，

健康障害予防で安全なものを選んで着用が必

須ながら，少しでも安価なものを選ぶ必要がある． 

それにはオーバープロテクションな高価な保護

具を防護性能が確実な安価なものに代替したり，

作業性の向上で想定作業時間内において保護

性能が十分な薄手のものに代替したり，などコス

トを意識しながらも安全な保護具選定に貢献で

きる． 

本システムは，2024 年度末を目標に正式に

運用版を構築する予定である． 
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化学物質や聴覚保護用「保護具選定アシストアプリケーション」の開発 

Development of "Protective equipment selection assist application" for chemical substances 

 and hearing protection 

製造技術開発部 デジタル技術グループ・DX推進室 古屋敷啓一郎，池川義紀，久保田紗彩 

人事部 健康推進センター 大岡朗，塩田直樹（統括産業医） 

情報システム部 システム企画・管理グループ 小郷正勝 

Abstract 

労働安全衛生規則の改正により，化学物質を取り扱う事業者は，より安全な化学物質への代替や除害設備の

強化を優先する義務がある．しかし，それが不可能な場合には適切な保護具を使用して従業員の有害化学物質

へのばく露を低減させる義務がある．前報の「化学物質や聴覚保護用「保護具選定アシストアプリケーション」の

基本コンセプト検討」で具体的に検討したシステムの具現化を進めた．本報では，「保護具選定アシストアプリケ

ーション」の詳細設計について述べる． 

key word：労働安全衛生法施行令，保護具，選定アシスト，Power Platform  

 

1. 緒言 

一般的に化学防護用の保護衣や保護手袋な

どは不透過性のコーティングがされた化学繊維

製やエラストマーで一体成形された手袋などが

使用される．これら保護具の素材である化学繊

維やエラストマーなどの高分子材料は，密度が

極めて軽く軽量で柔軟性に富むが，素材特性そ

のものに起因する化学物質の浸透透過現象を避

けて通れない．したがって，保護具としての使用

可能時間は，扱う化学物質が保護具素材内部を

拡散移動速度によって大きく変化する． 

しかしながら化学物質の安全データシート

（Safety Data Sheet（SDS））には使用を推

奨する保護具の具体的な記載は少ない．それで

これまでは化学物質を取り扱う側が適宜安全で

あろうと考えられるあるいは推定される保護具を

選定していたが保護具の実際の破過時間を明

確に把握できないままに使用している実態があ

る．また保護具を選ぶ際に対象とする化学物質

の破過時間あるいは使用可能時間を実測で検

証されたデータも多くはなく，根拠のある選定は

非常に難しい状況にある． 

騒音も同様に管理区分ⅡまたはⅢに該当する

作業場で作業する従事者らに適切な聴覚保護

具の装着が必須だが聴覚保護具も騒音に適し

た特性のものを選ぶ必要がある． 

遮音性能が足りなければ，将来，騒音性難聴の

おそれが残り，遮音性能が高すぎると周囲とのコ

ミュニケーションに支障をきたしたり，異常や危険

を知らせる各種警報などが聴こえなくなったりし

てしまう弊害を生じる．したがって聴覚保護具も

各騒音下作業場の騒音に応じて適切なものを多

くの市販品の中から探して選定する必要がある． 

ここでは，UBE グループ従業員の安全な保護

具選定を支援する「保護具選定アシストアプリケ

ーション」の詳細設計について述べる． 

2. 要求仕様提示 

保護具選定アシストアプリケーション（以下，本

アプリ）の構築にあたっては添付資料-2 に示す

要求仕様書で発注先の㈱宇部情報システムに

システム詳細要件他を指示している．㈱宇部情

報システムは，要求仕様書に準じて本アプリの詳

細設計を実施した． 

3. システム構成 

3.1. システム全体構成 

本アプリのシステム全体構成図を図1に示す．

本アプリは，業務起因の健康障害発生を予防す
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る作業管理で特に化学物質の取扱い作業や騒

音作業場での作業前に実施するリスクアセスメ

ント実施段階での使用を想定している．本アプリ

は，Microsoft 社の PowerApps を使用して構

築する．本アプリは，個別にインストールしなけれ

ばならないソフトウェアの形式を取らずに多くの

従業員の使いやすさやアクセスの容易さを考慮

してウェブブラウザ上で扱えるようにする． 

当社グループでは標準ウェブブラウザシステ

ム に Microsoft 社 の Microsoft365 

SharePoint を採用してお り ， 本アプ リ も

Microsoft365 SharePoint上で動作させる． 

なお本アプリに適用する各種マスタは，先行し

て使用している「作業記録管理システム」や「作

業記録アプリ」とも共用するものがあり，それらの

マスタと一部共用させている．他のアプリやシス

テムとのマスタ連携に Microsoft 社の Power 

Automate を使用して自動でマスタデータなど

を授受できるようにした． 

3.2. 保護具選定アシストアプリケーションのアク

セス方法 

本アプリの使用ユーザは，化学物質などを扱う

現場で作業する従業員や騒音の大きな作業場

で作業する従業員らの直接利用を想定している．

化学防護であれば，自分らの扱う化学物質に対

して化学防護性能以外に自らが実施している作

業内容にも適した保護具を総合的に勘案して選

定するのが望ましいことから多くの UBE グルー

プの従業員が、候補となる具体的な保護具を自

分自身で考える要求に応えるものを探しやすくす

る。作業内容まで考慮した候補の保護具を具体

的にピックアップできれば保護具着用管理者が

安全性を判断して作業場で使用する保護具を決

めることができるようになる。したがって、本アプリ

へのアクセスのしやすさは極めて重要である． 

それで，本アプリは従業員であれば普段から

使い慣れている UBEグループイントラサイト上の

サイトとして設計する．UBE グループ標準ウェブ

ブラウザソフトウェア Microsoft Edge のブック

マークに一度登録しておけば，いつでも容易にア

クセス可能とした．またシステム管理者としては多

くの従業員のパーソナルコンピュータに個別のソ

フトウェアをインストール不要で使用させることが

でき，保守管理の手間を掛けずに使用させること

が可能になる利点がある． 

ソフトウェアのインストールや多くのソフトウェア

にありがちな難解な操作法を覚えることなく，ウェ

ブブラウザから気軽に使えるアプリツールとして

使用者の敷居を下げている． 

作業記録アプリ

作業記録アプリ

（PC版）

Oprec Appuser
作業記録アプリ

（iPhone版）

保護具選定アプリ

作業記録管理システム

アクション数の上限(20万/1日)は、

PowerAutomateのプレミアムライセンスに

関する上限のため、問題ないと考える。

← マスタ受信 ←

→ データ送信 →

アプリ（URL）は別々

マスタ・データは共有

ケミカル

インデックス

（抜粋）

マクロで加工したものを

直接SharePointリストに登録

図 1 システムの全体構成 
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4. 詳細設計 

4.1. 保護具選定アシストアプリケーションのワ

ークフロー想定 

本アプリは，作業着手前のリスクアセスメント実

施時やリスクアセスメント定期見直し時の利用が

主になると考えている．化学防護であれば，従事

者らが全く化学物質にばく露されない状態での

作業なら保護具を選定し，着用させる必要はな

いが，多少なりとも化学物質にばく露する状態で

あるなら適切な保護具を選定する．この時のワー

クフローを図 2 に示す．同様に騒音作業場での

聴覚保護具選定のワークフローを図 3に示す． 

4.2. 本アプリの機能 

現時点で本アプリに付与する機能は以下の通

りである． 

①ケミカルインデックスからの保護具探索 

②候補保護具の破過時間推測 

③必要とする保護時間から候補保護具に必

要な厚みのシミュレーション 

④作業場騒音値に対する聴覚保護具で減衰

リスクアセスメント 保護具選定アシストアプリ

作業内容の確定

・作業場所

・取り扱う化学物質

・取り扱う量

・取り扱う時間

安全データシート（SDS）に保護具

の指定がある場合はそれに従う

ケミカルインデックス

保護具の製品名と使用可能時

間を返す

アシストアプリ機能①

CASNoでケミカルインデック

スを検索

※入会していない会社は

情報なしとしてスキップ

SDS保護具指定あり

SDS保護具指定なし

情報なし 情報あり

保護具選定アシスト

アプリ使用

アシストアプリ機能②

数理モデル式で、化学物質の分子

量、手袋の拡散係数を入力し、破過

時間を計算する

提案された保護具情報から保護具

を選定する

保護具選定のインプット

化学物質は単一

簡易試験

（膨潤・溶解）

保護具採用

膨潤・溶解あり

膨潤・溶解なし

再選定

ケミカルインデックスを加工

してアップロード

詳細画面
詳細画面を印刷してリスクアセ

スメントの結果に添付

ほぼない

図 2 化学防護保護具選定のワークフロー 



ＵＢＥ株式会社 技術報告 

2025 年 3 月 

4  

 

できる騒音値のシミュレーション 4.3. サイト画面遷移設計 

本アプリの利用者は，ポータルのウェブサイト

から本アプリの各機能サイトにアクセスして使用

リスクアセスメント 保護具選定アシストアプリ

保護具選定アシスト

アプリ使用

アシストアプリ機能③

等価騒音用

アシストアプリ機能④

オクターブバンド騒音用

計算１

環境測定

（環境測定士）

【作業記録管理システム】

騒音作業マスタ

管理区分Ⅰ 管理区分Ⅱ、Ⅲ

騒音対策・環境測定

総音源の静穏化、防音

壁、遮音壁など

管理区分Ⅰ 管理区分Ⅱ、Ⅲ

等価騒音 オクターブバンド騒音

作業環境測定を実施した測定方法

アシストアプリ機能④

オクターブバンド騒音用

計算２

オクターブ

バンド毎

HML

保護具採用

保護具不要

提案された保護具情報から保護具

を選定する

作業場所の騒音値をイ

ンプット

詳細画面

詳細画面を印刷してリスクアセ

スメントの結果に添付

管理区分Ⅰ（異常なし）は管理し

ていない（登録しない）

機械や建物に対しての対策をして、それ

でもまだダメなら保護具選定

騒音個人暴露測定が追加になる。

（等価騒音の亜種みたいなもの

場所か人で計測するかの違い）

予備測定

（現場担当）

管理区分Ⅰ 管理区分Ⅱ、Ⅲ

新システムの運用次第。

マスタではなく、環境測定結果

を使うのが望ましい。

図 3 聴覚保護具選定のワークフロー 
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する．そのサイト画面遷移を図 4に示す． 

4.4. サイト画面・機能設計 

サイトの画面設計を図 4 に示す．UBE グルー

プ共有のイントラサイトに機能選択メニューのポ

ータルサイトを設け，ポータルサイトのセレクトで

各機能に移行するように設計した．なおケミカル

インデックスならびにモデル式による破過時間推

計の利用にあたっては多くの制約などの条件を

満たした場合のみ安全に使えるものであり，シス

テムが返した使用可能時間や提示された保護具

をなにも考えずに無条件で安全を示唆するもの

ではないことを理解させる必要がある． 

そこで，各機能サイトに遷移させる前に注意事

項のサイトを挟み，これを一読して了承しないと

機能サイトに移行させないようにした． 

4.5. マスタ設計 

本アプリで使用するマスタは，既に運用してい

る作業記録管理システムなどで使っているものと

一部共用している．そうすることでシステムの管

理者はマスタ管理の手間を削減できる利点があ

る． 

5. システム構築スケジュール 

本アプリの企画立案着手以降のスケジュール

を表 1 に示す．このアプリは，非常に多くの保護

具の中から自らが扱う化学物質や作業内容に適

した保護具の適切な選定支援を手助けできたら

のコンセプトで開始した．その着想以降は，表 1

に示す工程を経てシステムの設計を進めている．

今回のシステム構築の進め方は，要求仕様と基

本設計を複数回ループさせて実現可能な仕様に

落とし込んでいることもあり，システム開発スタイ

ルとしてはアジャイル方式に相当する． 

6. 結言 

労働安全衛生法で指定される非常に多くのリ 

クアセスメント対象化学物質の事業者による自

主的な管理が 2024 年 4 月から本格的に始ま

り，社内でもリスクアセスメント対象化学物質の

第 3項健康診断が 12月から始まった． 

効果的な除害設備の強化や適切な管理下で

安全を十分に確認できた保護具を使用させてい

れば，第 3項健康診断も受けさせずに済む． 

本アプリは，従業員の健康障害予防に貢献で

メニュー

化学物質 -            

化学物質 - 破過時間計算

化学物質 -         

騒音作業

注意事項

注意事項

注意事項

注意事項

一覧

一覧

計算

一覧

保護具詳細

等価騒音

オクターブバンド

図 4 サイトの画面遷移設計 
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きる非常に効果的なツールであり，今後は出来

上がったシステムのUBEグループ従業員への周

知普及と自律的な活用を引続き進めていく． 

添付資料 

添付資料-1：保護具選定アシストアプリケーショ

ンのポータルサイト画面集 

添付資料-2：Software Requirements 

Specification（SRS），「保護具選定アシストア

プリケーション」 ソフトウェア要求仕様書 

  

表 1 本アプリの構築スケジュール 
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図 5 保護具選定アシストアプリケーションのポータルサイト画面 

 

図 6 本アプリ使用上の注意事項画面 

 

図 7 化学防護用ケミカルインデックスの検索の設定画面 
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図 8 ケミカルインデックスの使用上の注意事項画面 

 

図 9 ケミカルインデックスの検索結果回答画面 

 

図 10 化学防護用使用可能時間推定の使用上の注意事項画面 
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図 11 化学防護用使用可能時間・保護具厚み推定の設定と結果回答画面 

 

図 12 ケミカルインデックスの検索結果回答画面 

 

図 13 騒音用の注意事項画面 
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図 14 騒音用保護具選定の設定画面 

 

図 15 等価騒音用保護具選定の回答画面 

 

図 15 オクターブバンド騒音用保護具選定の回答画面 
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添付資料-2 

製造技術開発部 デジタル技術 Gr. 

古屋敷啓一郎 

Software Requirements Specification（SRS） 

「保護具選定アシストアプリケーション」 ソフトウェア要求仕様書 

1. 背景・現状の課題 

労働安全衛生法は事業者の責務として，化学物質の取扱う従事者に健康障害の発生を予防する除害設

備を設置したり，除害設備を設置しても化学物質へのばく露を完全に防止できない場合は適切な保護具を

着用させたりして，作業者を安全に作業させなければならない．また騒音対策では等価騒音レベルが 85dB

以上の騒音下に従事させる作業者には騒音性難聴を予防する聴覚保護具を着用させなければならない． 

ここで保護具は，多くの製品が各製造者から上市されているが，各保護具の素材や厚みによって，化学物

質ごとに取扱う際の使用可能時間が異なり，想定する作業時間内で化学物質を安全に扱える保護具を他

の作業環境や作業内容なども総合的に勘案して選択する必要がある．聴覚保護具では騒音値に対して適

切な遮音性能を有したものを選ぶ必要がある．実は遮音性能は高すぎても低すぎてもいけない． 

しかしながら，例えば化学物質用の手袋であれば，化学物質との直接的な接触を避ける目的で，これまで

は使用しており，保護具自体に取り扱っている化学物質が徐々に溶解，拡散透過して使用時間の経過と共に

気付かぬうちに保護具を透過してきた微量の化学物質に被ばくするリスクまでは十分に考慮できていない．

特に皮膚等障害化学物質に指定される皮膚感作性の高い化学物質は，極微量であっても強い皮膚炎等を

引き起こし(*1)，当社でも実際に健康障害発症例がある． 

また騒音では聴覚保護具の遮音性能が低いと騒音性難聴予防にならず，一方，遮音性能が高過ぎると作

業場のアラートなど重要な情報伝達を聞き漏らしたり，作業者間のコミュニケーションに多大な支障を来した

りする． 

当社の多くの従業員は，業務遂行上，必須の各種システムは OJT で習熟して利用できるが，高齢者や IT

システムを苦手とする若い従業員は決して少なくなく，多くの従業員を対象にするシステムほど入力操作が

簡便で最低限の操作指導だけで極力直感的に使えるものが常時望まれている．特に高齢者雇用安定法に

より，実質的な退職年齢の引き上げが進み，今後は社内の従業員人数割合的に増加していく 50～60 歳代

の高齢者らに配慮した見やすく扱いやすいユニバーサルデザインなシステム設計が求められている．具体的

には，直感的なインターフェースやシンプルなナビゲーション，大きな文字とアイコンの利用を織り込んで設計

する．ユニバーサルデザイン化は，高齢者だけでなく壮年，若年層にも喜ばれるだろう． 

2. 目的 

2.1. 本アプリケーションの利用目的 

保護具選定アシストアプリケーションは，職場ごとに異なる作業環境や作業内容を考慮しながら多くの市販

されている保護具の中から自らの作業場や作業内容，購入コストなどを勘案して作業者の安全性を満足す

る好適な保護具選定を助けるものである． 

2.2. 利用者の想定 

本アプリケーションの主たるユーザは，実際に作業計画を立案し，作業前にリスクアセスメントを実施する管

理者や作業者とする．これら多くのユーザは，必ずしもコンピュータシステムに長じているとは限らず，操作手

順書を読みこんでから実地の操作訓練を受けないと使えないようなものは間違いなく歓迎されない． 
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3. 保護具選定アシストアプリケーションの機能 

3.1. 保護具選定アシスト機能全体概要 

保護具選定アシストアプリケーションは，Microsoft 社の Power Apps プラットフォーム上に構築し，その

利用方法は UBE グループイントラのブラウザ Edge 上で動作させる．基本的には UBE イントラにアクセス

可能なグループ従業員であれば誰でも利用可能とする．ここで保護具選定アシストアプリケーションに付与

する機能概要を Table1に示す．大別して化学物質防護用の保護具自体の化学物質透過時間の実測値検

索や実測値がないものは数理モデル式から透過時間推算値の導出を行なう．また騒音作業場用の聴覚保

護具選定サポートも機能として与える．聴覚保護具用は，等価騒音用とオクターブバンド騒音用を準備する． 

Table 1 保護具選定アシストアプリケーションの機能概要 

機能 No. 機能名称 機能の概要 

1 
化学防護用保護具

選定アシスト 

化学防護手袋研究会が編纂する Chemical Index(*5)に掲載されている各保護具製

造者が実測した保護具製品の化学物質ごとの使用可能時間データを検索して，検索者

に使用可能時間情報を与える機能．ただし全ての化学物質の実測データがあるわけで

はない．また製造者によってデータの充足度は大きく異なる．（注 1） 

2 
化学防護用保護具

使用時間推定 

化学防護手袋に使用される主要な材質について，数理モデルで使用可能時間を計

算して返す機能．使用可能時間の計算は，保護具の材質，厚み，取扱う化学物質の分子

量から求める． 

計算可能な材質は，クロロスルホン化ポリエチレン（CSM），ポリ塩化ビニル（PVC），

ポリウレタン（UR），ブチルゴム（IIR），天然ゴム（NR），ニトリルゴム（NBR），クロロプレ

ンゴム（CR），フッ素ゴム（FKM），ポリビニルアルコール（PVA），エチレンビニルアルコ

ール（EVOH），ポリエチレン（PE），ANSELL 社 Microflex®ニトリルゴムのネオプレン

ゴムコーティング，ANSELL 社 AlphaTec® 天然ゴムのネオプレンゴムコーティング，

ANSELL 社 AlphaTec® リニアポリエチレン（LLDPE）ラミネートフィルム手袋，あしか

メディ 5 層ラミネートインナー手袋，Honeywell SILVERSHIELD（ポリエチレン，

EVOHの 5層ラミネートフィルム手袋）を予定している．（注 2） 

3 

聴覚保護具選定ア

シスト① 

（等価騒音用） 

聴覚保護具の選定で作業環境測定の結果が「等価騒音レベル」の場合に適した聴

覚保護具の選定をアシストする機能．作業環境測定結果の等価騒音値を入力しておき，

セットアップされた聴覚保護具群から候補の保護具を選ぶと遮音効果を計算して，聴覚

保護具を経由して作業者の外耳部が曝される騒音音圧を返す．遮音効果は高過ぎても

低過ぎても問題があり，好適な騒音音圧範囲に収まる聴覚保護具の選定をアシストす

る． 

4 

聴覚保護具選定ア

シスト② 

（オクターブバンド

騒音用） 

聴覚保護具の選定で作業環境測定の結果が「オクターブバンド騒音レベル」の場合

に適した聴覚保護具の選定をアシストする機能．作業環境測定結果の各オクターブバン

ド騒音値（注 3）を入力しておき，セットアップされた聴覚保護具群から候補の保護具を

選ぶと各オクターブバンドの遮音効果を計算して，聴覚保護具を経由して作業者の外耳

部が曝される各オクターブバンドの騒音音圧を返す．遮音効果は高過ぎても低過ぎても

問題があり，好適な騒音音圧範囲に収まる聴覚保護具の選定をアシストする． 

特記事項 

注 1：Chemical Index は，法人会員向けサービス．化学防護手袋研究会に参加している法人内のみデータを利用可能．本機能を利用し

たいグループ会社は化学防護手袋研究会に法人として加入する必要がある． 

注 2：本機能の利用にあたり，保護具の材質と取扱う化学物質で簡易浸漬調査などを行ない，著しい膨潤や溶解などを起こさないことが

前提．著しい膨潤や溶解などを起こすものには適用不可． 

注 3：騒音のオクターブバンド周波数は 250Hz，500Hz，1,000Hz，2,000Hz，4,000Hz，8,000Hz である． 
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3.2. 化学防護用個別機能詳細 

3.2.1. 保護具選定アシストアプリケーションの利用シーンと期待効果 

保護具選定アシストアプリケーションは，具体的には作業計画を立案したり，作業方法を見直したりする際

に必ず実施するリスクアセスメントでの利用を想定している．ワークフローで見た保護具選定アシストアプリケ

ーションの位置付けを Fig.1に示す． 

具体的な取扱い化学物質の有害性調査や取扱量想定，作業場所，作業方法，作業場所の除害設備有無

や設備増強など健康障害予防に関する対策を講じ，除害設備だけでは作業者の化学物質ばく露が避けら

れない場合に作業者に装着させる各種保護具を具体的な保護性能を考慮しながら検討しなければならな

い．保護具選定アシストアプリケーションは，この保護具を選定する際に保護具を化学物質が透過する定量

的な破過時間を定量的に示唆したり，保護具製造者が破過時間を実測しておらず定量的な破過時間が不

明だったりする場合に数理モデルで定量的な破過推定時間を示唆する． 

保護具の破過時間を定量的に把握できると以下に示すような効果が期待できる． 

イ) 安全に使用できる安全率を考慮した具体的な使用可能時間で保護具管理を指示できるようになる

ので保護具交換のタイミングを誤って保護具を破過した化学物質にばく露するリスクを減らせる． 

ロ) 保護具交換のタイミングを定量的に指示できるようになり，これまでは防護性能の低さで避けていた

安価な保護具でも適切な時間管理で使いこなすことができるようになる． 

ハ) 作業時間に応じた保護具の材質や厚みの選択を定量的な根拠で可能になる． 

ニ) 安価な保護具の探索時に破過時間を確認しながら積極的に選択できる． 

ホ) 経験的に化学防護の安全性重視で作業性を悪化させていた厚手の保護具を作業時間内の化学

防護に耐える作業性に優れた薄手の保護具に定量的な破過時間の裏付けを取って切り替えること

ができる． 

ヘ) 同一材料の保護具だが厚みが若干異なる他の安価な製造者の保護具にコストダウンする際に定

量的な破過時間の裏付けをもって積極的に切り替えられる． 

ト) 皮膚等障害化学物質のようなごく微量でも皮膚炎などの憎悪反応を引き起こすおそれがある際の

保護具選定時に，より防護性能が高い保護具を定量的な破過時間の裏付けをもって改善できる． 

チ) 超厚手の耐熱手袋など容易に使い捨てにできない場合に化学防護用の安価なインナー手袋を取

扱い化学物質や作業時間に合わせて選択できる． 

 



ＵＢＥ株式会社 製造技術開発部 デジタル技術グループ 技術報告 

2025 年 2 月 

14  

 

添付資料-2 

 

Fig.1 保護具選定アシストアプリケーションの利用シーン 

3.2.2. 化学物質を扱う作業のリスクアセスメント 

3.2.2.1. 取扱い化学物質の安全データシートに保護具の詳細指示がある場合 

取扱う化学物質に付随してくる安全データシート（Safety Data Sheet；略 SDS）に着用すべき保護具の

具体的な製品名や型番を含む指示が明記されている場合はその指示に従う．この場合は，保護具選定アシ

ストアプリケーションは使用されない． 

3.2.2.2. 取扱い化学物質の安全データシートに保護具着用の指示のみがある場合 

取扱う化学物質に付随してくる安全データシートに保護具着用の

みの指示があり，使用すべき保護具の具体的な明記がない場合は

自ら保護具を調査して選定する必要がある．ここで保護具材質に

対する化学物質の透過拡散現象を理解している管理者や作業者

は，化学物質を取扱う作業時間で保護具の材質や厚みを経験的

に考慮しているが，化学物質の透過時間を具体的に実測したり，

計算で求めたりしていることは稀である．例えば，数秒程度のごく

短時間，化学物質に直接手や皮膚に接触させないだけなら取扱い

対象の化学物質で溶解したり，膨潤したりしない不透過性の保護

手袋であれば，材質や厚みを特に気にせず選択しても概ね安全性

に問題はないが，取扱い作業時間が長くなるほど材質や厚みの考

慮が不可欠になる． 

保護選定アシストアプリケーションは，Fig.2 に示すように上市されている多くの化学防護用保護手袋などから

作業者の安全確保上，取扱う化学物質や取扱い作業時間に適するように最低限確保しなければならない必要な

厚みなどの情報を管理者や作業者に提供する． 

保護選定アシストアプリケーションは，以下の機能を有し，管理者や作業者に化学物質取扱い時の選定時に安

全な示唆を与えるものである． 

Fig.2 化学防護用手袋の選定方法 
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【機能 1】化学防護用保護具選定アシスト 

保護具製造者らが，自社製品の化学物質ごとの安全な使用時間を実測し，提供している場合がある．その

使用時間データを国内の保護具製造者らが参画する化学防護手袋研究会で，それらデータを集積，化学物

質ごとに整理して同会の会員向けに提供しているデータシートがある．このデータシートを調べると保護具製

造者らが化学物質の透過拡散を考慮して実測した安全な使用時間を知ることができる．保護選定アシスト

アプリケーションの機能 1は，取扱う化学物質の CAS No.を入力すると実測値があれば，その製品名と時間

を返し，該当の製品やデータがなければ，「なし」を返すようにする． 

【機能 2】取扱い化学物質に対する保護具の使用可能時間の推定 

不透過性の化学防護用手袋などに使われる材質は単層以外に複数の材質を組み合わせて多層化したも

のなど多種多様だが，その中でも多くの保護具製造者らが主に使用している材質は概ね限られている．また

一作業ごとに使い捨てにすることが圧倒的に多い化学防護用手袋は，一般に入手のしやすさやコストから単

層の製品が多用されている現状がある． 

この化学防護用保護具の取扱う化学物質の保護具材質に対する常温付近の拡散係数と厚みが知れてい

れば，その化学物質で実測された使用時間が不明でも化学物質の分子量から透過時間の推算が可能にな

る．数理モデル式の導出詳細は，ここでは省くがグレアムの法則ならびにガス透過試験におけるタイムラグ法

から導いている(*2)．この数理モデル式を(1)式に示す．(2)式は破過時間（限界の保護時間）から必要な手

袋（保護具）の厚みを求めるときに使用する．単層材質の保護具では，保護具材質の参照物質に対する拡

散係数である．一方，複層の保護具は複層全体を同一材と見做した合成の拡散係数となる． 

（破過時間𝑇𝑝の計算式） 

（手袋（保護具）の厚み Lの計算式） 

𝐿 = (
𝑇𝑝

𝑀𝑇𝑎
0.5 ・6𝑘𝑟𝑒𝑓・𝑀𝑟𝑒𝑓

0.5 )0.5 

ここで，廣木，石井が導出した参照物質/保護手袋の拡散係数 kref他を Table 1，2に示す．取扱う予定の

化学物質の使用候補の保護具探索時にその保護具の透過時間を求めたいときは(1)式にTable 1，Table 

･･･(2) 

・・・(1) 
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2 の分子量や参照物質/保護手袋の拡散係数 krefを入力し，取扱う予定の化学物質の分子量 MTaを入力

すれば破過時間が計算可能になる． 

したがって，機能 2 は，(1)式ならびに(2)式に Table 1，2の数値を埋め込んだ計算サイトとし，利用者は

「保護具の材質」を選択してから「使用予定の保護具の厚み」と「取扱う化学物質の分子量」を入力すると

選択された各パラメータで計算されて破過時間を返す．なお，廣木，石井は，保護具の破過時間が数十時間

あったとしても，それは累積の使用時間ではなく，使い始めてからの経過時間管理が基本になることから計

算結果の表示上は，安全管理の視点で一日，8時間（480分）を上限とする提案をしている．ただし，保護具

選定時の防護性能比較の意味では 8時間を超える結果を一律に 8時間にするのは問題があると考えられ

る．利用者の使い方を考慮しながら安全管理上の誤解を招かないような結果表示を工夫する必要がある． 

Table 1 数理モデル式の参照化学物質 

適用範囲 項目 物性等 備考 

ポリエチレン以外 

参照化学物質の名称 アセトン 

別名： 

ジメチルホルムアルデヒド，ジメチルケ

トン，2-プロパノン 

化学式 C3H6O 

 
分子量 g/mol 58.08  

CAS No. 67-64-1  

ポリエチレン 

参照化学物質の名称 プロパン  

化学式 C3H8 CH3－CH2－CH3 

分子量 g/mol 44.1  

CAS No. 74-98-6  

 

Table 2 保護具材質別の拡散係数（対アセトン（PE以外），常温・常圧） 

保護具材質（略称） 拡散係数 kref ，cm2/s 備考 

単層 クロロスルホン化ポリエチレン（CSM） 2.8E-6 
ポリエチレンを塩素化およびクロロ

スルホン化して合成されるゴム 

単層 ポリ塩化ビニル（PVC） 1.1E-6  

単層 ポリウレタン（UR） 9.0E-7  

単層 ブチルゴム（IIR） 7.9E-7 
イソブチレン・イソブレン共重合の合

成ゴム 

単層 天然ゴム（NR） 7.1E-7 
ゴムの木の樹液（ラテックス）を凝

固させたもの 

単層 ニトリルゴム（NBR） 6.0E-7 
アクリロニトリル・ブタジエン共重合

の合成ゴム 

単層 クロロプレンゴム（CR） 5.8E-7 別称：ネオプレンゴム 

単層 フッ素ゴム（FKM） 5.0E-7  

単層 ポリビニルアルコール（PVA） 2.0E-7  

単層 ポリエチレン（PE）(*6) 5.0E-8 (*6) 対プロパンの拡散係数，40℃， 

単層 エチレンビニルアルコール（EVOH） 3.2E-10  

複層 

ANSELL社Microflex® 

ニトリルゴムのネオプレンゴムコーティン

グ 

1.0E-5 
93-260 

厚み：0.20mm 
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Table 2 保護具材質別の拡散係数（対アセトン（PE以外），常温・常圧） 

保護具材質（略称） 拡散係数 kref ，cm2/s 備考 

複層 
ANSELL社 AlphaTec® 

天然ゴムのネオプレンゴムコーティング 
6.5E-7 

87-224 

厚み：0.68mm 

複層 
あしかメディ 

5層ラミネート（表層 PET） 
1.0E-8 

あしかメディ工業㈱ 

ペバラブ化学防護インナー手袋 

厚み：0.050mm 

複層 

Honeywell 

SILVERSHIELD （ ポ リ エ チ レ ン ，

EVOHの 5層ラミネートフィルム手袋） 

9.4E-10 
SSG-09-10 

厚み：0.069mm（2.7mil） 

複層 

ANSELL社 AlphaTec® 

リニアポリエチレン（LLDPE）ラミネート

フィルム手袋 

3.2E-10 

02-100 

5層ラミネートフィルム 

厚み：0.060ｍｍ 

3.3. 騒音防護用個別機能詳細 

3.3.1. 保護具選定アシストアプリケーションの利用シーンと期待効果 

騒音下の作業も化学物質同様にリスクアセスメントでの利用を主に想定している．作業環境測定で得られ

た等価騒音レベルあるいはオクターブバンド騒音レベルを把握した上で，その騒音作業場に適した聴覚保護

具を選定する必要がある．聴覚保護具は，耳に加わる騒音音圧を低減させるのが主目的ながら過大に遮音

すると作業場の警報など重要なアラートなどの聞き漏らしや作業者間のコミュニケーションに支障を来すこと

にもなる．したがって，聴覚保護具は騒音下で耳に加わる騒音音圧をただひたすらに抑制するものではなく，

騒音性難聴を発症させない程度に抑制させるものであり，作業場の騒音レベルに適したものを遮音性能か

ら選択して使うものになる． 

保護具の遮音性能を迅速かつ定量的に把握できると以下に示すような効果が期待できる． 

イ) 騒音性難聴発症を抑制しながら作業者間でコミュニケーションができ，重要なアラートなども聞こえ

る安全な作業となる． 

ロ) 多くの聴覚保護具の中から自らが作業する作業場の騒音に適したものを容易に選択できる． 

ハ) オクターブバンド騒音レベルは，周波数帯ごとに許容基準値や聴覚保護具の遮音性能も異なり，そ

れらを個別に手計算するのは手間が掛かるが，ソフトウェアでそれらを自動計算するので選定が極

めて容易になる． 

3.3.2. 騒音下作業のリスクアセスメント 

一般的に騒音下作業のリスクアセスメントは，作業場の作業環境測定を実施し，管理区分Ⅱ，Ⅲに相当す

る場合に対策を含めた詳細が検討される．騒音対策は，騒音源の静音化や防音壁，遮音壁の設置などを優

先的に行ない，それらを講じても管理区分Ⅰにできない場合やそれら騒音対策を講じられない場合に作業

者の健康障害予防で聴覚保護具を使用させる．従来，聴覚保護具の選定は，騒音性難聴予防を重視し，作

業者間のコミュニケーションなどを二の次にした遮音性能の高いものを積極的に選ぶ傾向があった． 

3.3.3. 【機能 3】聴覚保護具選定アシスト①（等価騒音用） 

作業場の作業環境測定を等価騒音レベルで計測した場合は，等価騒音用の遮音性能が開示されている

聴覚保護具の中から選択する．等価騒音（Ａ特性）の許容基準は，一日 8 時間作業であれば，作業者の外

耳における騒音レベルを85dB未満に抑えるべきであり，一日8時間作業を超える可能性があるなら80dB
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未満が望ましい． 

聴覚保護具選定アシスト①（等価騒音用）は，作業場の等価騒音値を入力して，選択肢として登録されて

いる聴覚保護具の中から候補を選ぶと自動的に聴覚保護具を経由して作業者の外耳部が曝される騒音音

圧を計算して提示する．計算式を(2)式に示す．騒音レベルの数値を示すだけでなく，遮音性能不足や過剰

遮音性能のオーバープロテクションをグラフィカルに見せるようにしたい．グラフィカルに表示する際，遮音性

能不足は将来騒音性難聴の可能性が高まるので遮音性能不足は警告の意味合いで「赤色」とする．過剰

遮音性能のオーバープロテクションは，将来，騒音性難聴のおそれはないものの電子ブザーなどのアラート

等の聞き漏らしや作業者間のコミュニケーションに支障を来すので注意の意味合いで「黄色」とする．ここで

等価騒音の許容基準を Table 3に聴覚保護具使用時の好適制御範囲を Table 4に示す． 

 

作業者外耳騒音ばく露値（dB）＝作業場等価騒音値（dB）－聴覚保護具遮音値（dB）・・・(2) 

【アラート判定】 

作業者外耳騒音ばく露値＜70dB：「注意，オーバープロテクション」（表示色：黄色） 

作業者外耳騒音ばく露値＞85dB：「警告，遮音性能不足使用禁止」（表示色：赤色） 

3.3.4. 【機能 4】聴覚保護具選定アシスト②（オクターブバンド騒音用） 

作業場の作業環境測定をオクターブバンド騒音レベルで計測した場合は，オクターブバンド騒音用の遮音

性能が開示されている聴覚保護具の中から選択する．オクターブバンド騒音（Ａ特性）の許容基準は，一日8

時間作業のみとなり，作業者の外耳における各周波数の騒音レベルを許容基準内に抑える必要がある． 

聴覚保護具選定アシスト②（オクターブバンド騒音用）は，作業場のオクターブバンド騒音値を入力して，選

択肢として登録されている聴覚保護具の中から候補を選ぶと自動的に聴覚保護具を経由して作業者の外

耳部が曝される騒音音圧を計算して提示する．計算式を(3)～(7)式に示す．等価騒音同様に騒音レベルの

数値を示すだけでなく，遮音性能不足や過剰遮音性能のオーバープロテクションをグラフィカルに見せるよう

にしたい．グラフィカルに表示する際，遮音性能不足は将来騒音性難聴の可能性が高まるので遮音性能不

足は警告の意味合いで「赤色」とする．過剰遮音性能のオーバープロテクションは，将来，騒音性難聴のおそ

れはないものの電子ブザーなどのアラート等の聞き漏らしや作業者間のコミュニケーションに支障を来すの

で注意の意味合いで「黄色」とする．ここでオクターブバンド騒音の許容基準を Table 3に聴覚保護具使用

時の好適制御範囲を Table 4に示す． 

【聴覚保護具にオクターブバンドごとの遮音性能表示がある場合】 

作業者外耳騒音ばく露値 f（dB）＝作業場騒音値 f（dB）－想定保護値 APVf（dB）・・・(3) 

想定保護値 APVf（dB）＝聴覚保護具平均遮音値 f（dB）－標準偏差 f（dB）    ・・・(4) 

f=250，500，1000，2000，4000，8000 Hz 

【聴覚保護具に HMLによる遮音性能表示がある場合】 

作業者外耳騒音ばく露値 L＝（（作業場騒音値 250Hz－低域周波遮音値）＋（作業場騒音値 500Hz－低域周波遮音値））/2 ・・・(5) 

作業者外耳騒音ばく露値 M＝（（作業場騒音値 1000Hz－中域周波遮音値）＋（作業場騒音値 2000Hz－中域周波遮音値））/2 ･･(6) 

作業者外耳騒音ばく露値 H＝（（作業場騒音値 4000Hz－中域周波遮音値）＋（作業場騒音値 8000Hz－中域周波遮音値））/2 ･･(7) 
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【アラート判定】 

作業者外耳騒音ばく露値＜70dB：「注意，オーバープロテクション」（表示色：黄色） 

作業者外耳騒音ばく露値 f：Table 4参照，「警告，遮音性能不足使用禁止」（表示色：赤色） 

Table 3 騒音の許容基準(*3) 

一日のばく露時間（分） 
等価騒音（A特性） 

許容基準 dB 

オクターブバンド（Ａ特性） 

周波数 Hz 許容基準 dB 

480（8時間） 85未満 

250 98未満 

500 92未満 

1,000 86未満 

2,000 83未満 

3,000 82未満 

4,000 82未満 

8,000 87未満 

1,440（24時間） 80未満 － － 

 

Table 4 聴覚保護具使用時の好適音圧範囲(*3，*4) 

一日のばく露時間（分） 
等価騒音（A特性） 

聴覚保護具の好適音圧範囲 dB 

オクターブバンド（Ａ特性） 

周波数 Hz 聴覚保護具の好適音圧範囲 B 

480（8時間） 70以上，85未満 

250 70以上，98未満 

500 70以上，92未満 

1,000 70以上，86未満 

2,000 70以上，83未満 

3,000 70以上，82未満 

4,000 70以上，82未満 

8,000 70以上，87未満 

1,440（24時間） 70以上，80未満 － － 

 

3.4. 入力と出力の関係 

保護具選定アシストアプリケーションの機能ごとの入出力の関係を Table 5に示す． 

Table ５ 保護具選定アシストアプリケーションの機能ごとの入出力の関係 

機能 入力 計算式 出力 

化学防護用保護

具選定アシスト 

①化学物質 CAS No. 

②保護具製造者の指定

（選択式） 

なし ①化学防護手袋研究会デ

ータベース合致データ 



ＵＢＥ株式会社 製造技術開発部 デジタル技術グループ 技術報告 

2025 年 2 月 

20  

 

添付資料-2 

Table ５ 保護具選定アシストアプリケーションの機能ごとの入出力の関係 

機能 入力 計算式 出力 

化学防護用保護

具使用時間推定 

①化学物質分子量(mol) 

②保護具の厚み（mm） 

③保護具の厚み幅（選択

式） 

③保護具の材質（選択

式） 

④化学物質 CAS No.（任

意） 

⑤化学物質名称（任意） 

 
厚み幅は，入力された厚みの±0%（入力厚みのみ），±

30%（入力厚みと上下限），±60%（入力厚みと上下限）

とする． 

①使用可能時間推定結果

Tp（min），上下限推定時間

(min) 

②化学物質分子量 

③保護具の厚み 

④保護具の材質 

⑤化学物質 CAS No. 

⑥化学物質名称 

化学防護用保護

具の保護時間確

保に必要な厚み

推定 

①化学物質分子量(mol) 

②保護時間（sec） 

③保護具の厚み幅（選択

式） 

③保護具の材質（選択

式） 

④化学物質 CAS No.（任

意） 

⑤化学物質名称（任

意）  

①保護具の推定厚み(mm) 

②化学物質分子量 

③保護具の使用時間(min) 

④保護具の材質 

⑤化学物質 CAS No. 

⑥化学物質名称 

聴覚保護具選定

アシスト① 

（等価騒音用） 

①作業場等価騒音値

（dB，A特性） 

②保護具の指定（選択

式） 

③作業場名称（任意） 

作業者外耳騒音ばく露値＝作業場等価騒音値－聴覚保護具遮音

値 

【アラート判定】 

作業者外耳騒音ばく露値＜70dB：「注意，オーバープロテクショ

ン」（表示色：黄色） 

作業者外耳騒音ばく露値＞85dB：「警告，遮音性能不足使用禁

止」（表示色：赤色） 

①作業者外耳騒音ばく露値 

②オーバープロテクションと

遮音性能不足のアラート

表示 

③作業場名称 

聴覚保護具選定

アシスト② 

（オクターブバン

ド騒音用） 

①作業場オクターブバンド

騒音値（dB，A特性） 

②保護具の指定（選択

式） 

③作業場名称（任意） 

【オクターブバンドごと遮音性能がある場合】 

・作業者外耳騒音ばく露値 f＝作業場騒音値 f－想定保護値

APVf 

・想定保護値 APVf＝聴覚保護具平均遮音値 f－標準偏差 f 

f=250，500，1000，2000，4000，8000 Hz 

【HMLによる遮音性能がある場合】 

・作業者外耳騒音ばく露値 L＝（（作業場騒音値 250Hz－低域周

波遮音値）＋（作業場騒音値 500Hz－低域周波遮音値））/2 

・作業者外耳騒音ばく露値M＝（（作業場騒音値 1000Hz－中域周

波遮音値）＋（作業場騒音値 2000Hz－中域周波遮音値））/2 

・作業者外耳騒音ばく露値 H＝（（作業場騒音値 4000Hz－中域周

波遮音値）＋（作業場騒音値 8000Hz－中域周波遮音値））/2 

【アラート判定】 

作業者外耳騒音ばく露値 f＜70dB：「注意，オーバープロテクショ

ン」（表示色：黄色） 

作業者外耳騒音ばく露値 f：Table 4参照，「警告，遮音性能不足

使用禁止」（表示色：赤色） 

①オクターブバンドごとの作業者

外耳騒音ばく露値 

②作業者外耳騒音ばく露値 L 

③作業者外耳騒音ばく露値 M 

④作業者外耳騒音ばく露値 H 

⑤オクターブバンドごとのオーバ

ープロテクションと遮音性能不

足のアラート表示 

⑥作業場名称 

 

 

3.5. 保護具選定アシストアプリケーションのサイトイメージ 

サイトイメージを以下に示す．画面設計上，必ずしもこの通りにする必要は全くないが特にパーソナルコンピ

ュータに不慣れな従業員あるいはキー入力が苦手な若手新卒者や高齢者にも使い易さや解り易さを重視し

た画面設計を願う．バリアフリーを意識し，字は大きめとし，背景色と文字のコントラストは明瞭なものとする． 
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3.5.1. 保護具選定アシストアプリケーションポータル 

保護具選定アシストアプリケーションは，各機能を別々の入り口からアクセスせず，一つのポータルサイトか

ら使いたい機能を選択して利用できるようにする．Fig.3にサイトイメージを示す． 

 

Fig.3 ポータルサイトイメージ 

3.5.2. アプリケーション使用上の注意 

保護具選定アシストアプリケーションの各機能は，労働安全や健康障害予防で利用にあたっての注意点が

ある．これら注意点にユーザが合意した場合のみ，各機能を利用可能とする． 

  

Fig.4 化学防護用の注意サイト Fig.5 聴覚防護用の注意サイト 

3.5.3. 化学防護用のサイトイメージ 

化学防護用のサイトイメージを Fig.6～10に示す． 
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Fig.6 化学防護用の市販品公称使用可能時間探索の入力サイト 

 

Fig.7 化学防護用の数理モデル使用可能時間推定の入力サイト 

  

Fig.8 市販品公称使用可能時間探索結果出力① Fig.9 市販品公称使用可能時間探索結果出力② 
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Fig.10 数理モデルによる推定結果出力 

 

3.5.4. 騒音防護用のサイトイメージ 

騒音防護用のサイトイメージを Fig.11～17に示す． 

 

Fig.11 等価騒音用聴覚防護具選定ツール入力サイト 

 

Fig.12 オクターブバンド騒音用聴覚保護具選定ツール入力サイト 
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Fig.13 等価騒音用聴覚保護具の評価結果出力① Fig.14 等価騒音用聴覚保護具の評価結果出力② 

  

Fig.15 等価騒音用聴覚保護具評価結果出力③ Fig.16 オクターブバンド騒音用聴覚保護具評価結果出

力① 

 

 

Fig.17 オクターブバンド騒音用聴覚保護具評価結果出力

② 

 

4. 開発体制 

本開発の体制を Fig.18 に示す．本アプリケーションの開発は，学校法人産業医科大学 大神教授班と連

携し，2024年度共同研究として実施する． 
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Fig.18 開発体制 

 

5. 用語 

本要求仕様書に頻出する専門用語等の意味は以下の通りとする． 

安全データシート あんぜんでーたしーと 安全データシート（Safety Data Sheet，略 SDS）は，化学物質および化学物質を含む

混合物を譲渡または提供する際に，その化学物質の物理化学的性質や危険性・有害性

及び取扱いに関する情報を化学物質等の譲渡または提供する相手方に提供するための

文書． 

A特性音圧 えーとくせいおんあつ A 特性音圧レベルは，騒音を測定する際に用いられる周波数の重み付け特性の一つ．人

間の耳が特定の周波数に対してどれだけ敏感かを考慮して音圧レベルに補正をかける

もの．具体的には 1000Hz付近の周波数に対して最も感度が高く低周波数や高周波数

に対しては感度が低い． 

オクターブバンド

騒音レベル 

おくたーぶばんどそう

おんれべる 

オクターブバンド騒音レベルは，騒音を周波数ごとに分けて測定する方法．オクターブバ

ンドとは特定の中心周波数を基準に，その倍の周波数までの範囲を指す．例えば，中心

周波数が 1000Hz のオクターブバンドは，770Hz から 1410Hz の範囲をカバーする．

この方法は，騒音の特性を詳細に分析するのに使われ特に工場やプラントの騒音予測や

対策に役立つ． 

化学物質の拡散

透過 

かがくぶっしつのかく

さんとうか 

化学物質の拡散透過とは化学物質がある媒体を通過する際に，その物質が広がりなが

ら移動する現象．分子やイオンが高濃度から低濃度へと自然に移動する現象．分子のラ

ンダムな運動によって引き起こされる．透過には物質が膜を通過する際にその構造や性

質に応じて異なるメカニズムが関与する．例えばガスが薄膜を通過する際にガス分子が

膜の中を拡散し，反対側に出てくることが含まれる．このプロセスはフィックの法則に従っ

て説明されることが多い． 

拡散係数 かくさんけいすう 拡散係数は，物質が他の物質中にどのように拡散するかを示す指標．具体的には，ある

濃度勾配のもとで単位時間当たりに単位面積を通過する物質の量を表す比例定数．例

えば，気体や液体の中での分子の移動速度を測定する際に使用される．拡散係数は温

度や圧力などの条件によって変わるので，これらの条件を考慮して計算する必要がある．

化学防護用保護具においては，その使用形態から概ね手や腕の皮膚温付近で一定とし

て扱って問題ない．圧力も地表近傍の標準大気圧としている． 

ガス透過のタイム

ラグ法 

がすとうかのたいむら

ぐほう 

ガス透過のタイムラグ法は，ガスが膜を透過する際の拡散係数や溶解度係数を評価する

ための方法．この方法ではガスが膜を通過するまでの時間遅れ（タイムラグ）を測定し，

そのデータを基に拡散係数や溶解度係数を算出する． 
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グレアムの法則 ぐれあむのほうそく グレアムの法則は，気体や液体の拡散速度と分子量の関係を示す法則．この法則は，気

体や液体の拡散速度がその分子量の平方根に反比例することを述べている．具体的に

は，同じ条件（温度や圧力）下で，分子量が大きい気体や液体ほど拡散速度が遅くなり，

分子量が小さい気体や液体ほど拡散速度が速くなる． 

除害設備 じょがいせつび 除害設備とは環境や人々の健康・安全を守るために特定の「害」を取り除くための設備

のこと．具体的には次のような設備が含まれる．浄化槽，騒音防止壁，振動防止構造，排

ガス処理装置，地下水浄化施設，全体換気装置，局所換気装置など． 

騒音性難聴 そうおんせいなんちょう 騒音性難聴とは，長期間にわたり大きな音にさらされることで発症する難聴の一種．特に

工事現場や工場など，常に騒音が発生する環境で働く人々に多く見られる．主な特徴は，

85 デシベル（dB）以上の騒音に長時間さらされることで内耳の有毛細胞が損傷し聴力

が低下する．初期には耳鳴りや高音域の聴力低下が見られ，進行すると日常会話にも支

障をきたすようになる．聴力検査を通じて，特定の周波数（特に 4,000Hz）での聴力低

下を確認する．有効な治療法はなく，予防が最も重要． 

聴覚保護具 ちょうかくほごぐ 聴覚保護具とは，騒音性難聴を防止するための保護具．耳栓やイヤーマフ（耳覆い）が

ある．耳栓とイヤーマフを併用することで，さらに高い遮音効果を得ることができる．正し

い装着方法と適切な保守管理が重要． 

電子ブザー でんしぶざー 電子ブザーの周波数は，製品によって異なるが一般的には 2kHzから 4kHz の範囲で

使用されることが多い．この範囲は，人間の耳が最も効率よく聞き取れる周波数帯域．具

体的な周波数は，ブザーの種類や用途によって異なる． 

等価騒音レベル とうかそうおんれべる 等価騒音レベル（LAeq）とは時間経過によって不規則かつ大きく変動する騒音レベルを

測定し，実測時間内における音エネルギーの平均値を算出したもの．騒音レベルが時間

とともに変動する場合は，その変動を考慮して平均的な騒音レベルを求める．単位はデシ

ベル（dB）． 

破過 はか ある材料が化学物質を吸着しきれなくなり，吸着した化学物質が漏れ出す現象．不透過

性の保護具材料でも多くの化学物質は保護具材料表面に吸着すると保護具材料内に

分子レベルで溶解して拡散していく．化学物質の分子拡散は，濃度がドライビングフォー

スになって低濃度側へながれていく．保護具であれば，化学物質に通常曝されない内面

側に向かって分子が移動していき，最終的には保護具内面から化学物質の分子が漏れ

出して保護具内面側の皮膚に化学物質が接触する． 

皮膚等障害化学

物質 

ひふとうしょうがいか

がくぶっしつ 

皮膚等障害化学物質とは皮膚や眼に障害を与える可能性がある化学物質のこと．これ

らの物質は，皮膚刺激性有害物質，皮膚吸収性有害物質がある．本田晶子らによると化

学物質ばく露濃度の管理値や許容上限値を大幅に下回る低濃度であっても憎悪影響

で強いアレルギー症状を発症することがあると実証されている．(*1) 

労働安全衛生法 ろうどうあんぜんえい

せいほう 

労働安全衛生法（労安法）は，職場における労働者の安全と健康を確保し，快適な職場

環境を形成することを目的とした法律．この法律は，以下のような内容を含んでいる．①

安全衛生管理体制の確立，②労働災害防止のための具体的措置，③健康診断の実施，

④労働者の責務．この法律は，労働基準法とともに労働災害の防止と労働者の健康維

持を目的としている． 
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①バージョンアップ時の画面
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【機能説明】

化学防護手袋研究会が編纂するChemical Indexに掲載されている保護具製品の化学物質ごとの使用可能時間データを
検索して使用可能時間情報を取得します。

※利用不可のデータはグレー表示します。

【操作説明】

①検索条件を入力し検索ボタンで一覧を表示します。
　・件数が多い場合は、絞り込み条件（部分一致検索）を入力することで表示を絞り込むことができます。
　　「化学物質名orカナ」、「仕様」の検索条件は、スペースで複数の文字を含むデータを検索することができます。
　　「透過時間」の絞り込み条件は、指定した時間が上限以下のデータで絞り込みます。
　・透過時間の降順（透過時間(上限)の降順、透過時間(下限)の降順）で表示されます。

②印刷アイコンで画面情報を印刷します。

◆ケミカルインデックスの透過時間の表示について 透過時間 例 下限 上限
・ケミカルインデックスの透過時間は上下限値に変換して管理しています。値 10 0 10
　右表に例を示します。 1.7hr 0 102
・作業時間は最大16時間（960分）として管理しています。 35s 0 0.583
　"＞値"については、記載の時間以上の利用が可能であることが 値１～値２1～5 1 5
　確認されているわけではなく、限界は求められていないもしくは 240-480 240 480
　不明となりますので、誤認されないようご注意下さい。 ＜値 ＜10 0 10

＞値 >7.8hrs 468 960
>24hrs 960 960

保護具選定アプリ　操作マニュアル 項番
機能名 化学防護用 画面名 保護具選定アシスト 作成日 2025.03.10

絞り込み条件

【背景色】

グレー：使用不可 印刷
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【機能説明】

化学防護手袋に使用される主要な材質について，数理モデルで破過時間を計算します。
推定破過時間の計算は，保護具の材質，厚み，取扱う化学物質の分子量から求めます。
（化学物質の選択は任意です。直接、分子量を入力しても利用可能です。）

※共有PC（共有ID）でも利用可能ですが、異なる会社、個所の保護具は参照できません。
※材質が未設定の保護具は検索対象外となり、厚みが未設定の保護具は計算不可としてグレー表示します。

【操作説明】

①検索条件を入力し検索ボタンで一覧を表示します。
　・件数が多い場合は、絞り込み条件（部分一致検索）を入力することで表示を絞り込むことができます。
　　上限を指定した場合はそれ以下を、下限を指定した場合はそれ以上のデータに絞り込みます。
　・表示順を「推定破過時間の降順」、「参考価格の昇順」、「厚みの昇順」で切り替えることができます。

②詳細ボタンで詳細内容を確認します。

③参考サイトを表示します。
　・保護具マスタに参考サイトが登録されていれば「リンク」のリンクボタンで参考サイトを確認することができます。

保護具選定アプリ　操作マニュアル 項番
機能名 化学防護用 画面名 保護具使用時間推定 作成日 2025.03.10

絞り込み条件

【背景色】

グレー：計算不可

外部サイト
小数点以下１桁

で計算
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【機能説明】

化学防護手袋に使用される主要な材質について，数理モデルで厚み・破過時間を計算し、厚みと破過時間の関係をグラフ表示します。
使用可能時間の計算は，保護具の材質，厚み，取扱う化学物質の分子量から求めます。
厚みの計算は，保護具の材質，想定利用時間，取扱う化学物質の分子量から求めます。
（化学物質、保護具の選択は任意です。直接、分子量と材質を入力しても利用可能です。）

※共有PC（共有ID）でも利用可能ですが、異なる会社、個所の保護具は参照できません。

【操作説明】

①計算条件を入力し保護具の材質、取り扱う化学物質の分子量を決めます。
　・分子量は、物質種類、物質を選択することでマスタの値を表示しますが、直接入力することもできます。
　・保護具の材質は、保護具を選択することでマスタの値を表示しますが、直接選択することもできます。

②想定利用時間または厚みを入力します。
　・保護具に厚みが設定されている場合は、保護具を選択することで厚みが自動入力されます。

③厚み計算ボタンまたは時間計算ボタンで想定利用時間または厚みを計算し、グラフ表示します。
　・利用時間範囲の0～4時間または0～8時間で想定利用時間範囲を変更したグラフ表示ができます。

④印刷アイコンで画面情報を印刷します。

保護具選定アプリ　操作マニュアル 項番
機能名 化学防護用 画面名 保護具厚みシミュレーション 作成日 2025.03.10

印刷

小数点以下１桁

で表示

小数点以下４桁

で計算

小数点以下１桁

で計算
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【印刷設定について】
・印刷時、「背景のグラフィックス」のオプションをONにすることで、グラフも印刷されるようになります。
　初期時点ではOFFのため、ONにして下さい。一度ONにすると設定が残るため、2回目以降は設定を変更する必要は
　ありません。

保護具選定アプリ　操作マニュアル 項番
機能名 印刷設定 画面名 - 作成日 2025.03.10

①「その他の設定」で非表示の

設定項目を表示する

②「背景のグラフィックス」を

ONにする
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【機能説明】

騒音作業を選択し、等価騒音またはオクターブバンドとして設定されている聴覚保護具を検索します。
（騒音作業の選択は任意です。直接、騒音値を入力しても利用可能です。）

※共有PC（共有ID）でも利用可能ですが、異なる会社、個所の保護具は参照できません。
※遮音性が未設定の保護具は検索されません。透過騒音の場合は等価遮音性が設定されている保護具を検索し、
　オクターブバンドの場合はいずれかの周波数帯の遮音性が設定されている保護具を検索します。
※検索条件の騒音値または保護具の遮音性が未設定の場合は計算不可としてグレー表示します。
　また、黄色はオーバープロテクション、赤色は遮音性能不足使用禁止の保護具になります。

【操作説明】

①対象騒音作業と等価騒音またはオクターブバンドを選択し検索ボタンで一覧を表示します。
　・件数が多い場合は、絞り込み条件（部分一致検索、上下限）を入力することで表示を絞り込むことができます。
　　上限を指定した場合はそれ以下を、下限を指定した場合はそれ以上のデータに絞り込みます。
　・参考価格の昇順で表示されます。

※セルの背景色（オーバープロテクション、遮音性能不足使用禁止）は検索時の状態で設定されます。

②詳細ボタンで詳細内容を確認します。
　・等価騒音で検索した場合は等価騒音用聴覚保護具評価結果、
オクターブバンドで検索した場合はオクターブバンド騒音用聴覚保護具評価結果を表示します。

③参考サイトを表示します。
　・保護具マスタに参考サイトが登録されていればリンクでサイトを確認することができます。

保護具選定アプリ　操作マニュアル 項番
機能名 聴覚保護用 画面名 保護具選定アシスト 作成日 2025.03.10

絞り込み条件

【背景色】

黄：オーバープロテクション

赤：遮音性能不足使用禁止

グレー：計算不可または対象外

外部サイト

1 ／ 3
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保護具選定アシストアプリケーションの利用ユーザーアンケート調査結果 
Survey Results of User Feedback on the Protective Equipment Selection Assistance Application 

製造技術開発部 デジタル技術グループ・DX推進室 古屋敷啓一郎 

情報システム部 システム企画・管理グループ（宇部） 小郷正勝 

人事部 健康推進センター 大岡朗  

Abstract 

保護具選定アシストアプリケーションのシステム開発を行ない，UBE グループ内にリリースする直前のベータ版

システムに化学物質防護や聴覚保護で用いる保護具の選定をシステム開発と現場作業の両方の経験がある有

志に依頼して，使い勝手やアプリの効果，今後積極的に活用したいかなどの調査を行なった．その結果，総じて利

便性が認められ多くのレビュアーから今後も使いたいとの意向を確認できたが，一方で保護具の選定自体が安

全な保護具選定に必要な OJT教育でもあり，システム化による弊害で保護具の安全に関する原理などの知識習

得が悪化するとの指摘を受けている．保護具の OJT 教育に関しては現在健康推進センターから解りやすいナレ－

ションの入った動画を別途提供しており，保護具選定アシストアプリケーションのユーザーには動画教育の受講も

併せて考える必要がある． 

Key words：保護具選定アシストアプリケーション，PowerApps，ユーザー評価 

1. 緒言 

労働安全衛生法が改正され，事業者がばく露

防止のために講ずべき措置を自ら選択の上，適

切に実施する「自律的な管理」が求められている． 

国による危険性・有害性に関する情報伝達の

仕組みを整備・拡充することを前提として，①危

険性・有害性が確認された全ての物質を対象と

して労働者がばく露される程度を最小限度にす

ること（危険性・有害性が確認されていない物質

については，努力義務），②国が定める濃度基準

がある物質は労働者がばく露される程度が濃度

基準以下であること，③リスクアセスメントの結果

に基づき，事業者がばく露防止のために講ずべ

き措置を自ら選択の上，適切に実施すること，④

皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚

から吸収され若しくは皮膚に侵入して，健康障害

を生ずるおそれがあることが明らかな化学物質

やこれらを含有する製剤（皮膚等障害化学物質

等）は不浸透性の保護具を使用すること，を事業

者は講じねばならない． [1] 

しかしながら保護具材料として柔軟性を備え

ながら有害な化学物質を全く透過させない不浸

透性の素材は存在せず，多くの保護具は使用開

始後の使用可能時間を管理して使わせねば，労

働者に保護具を着用させていても結果的に化学

物質にばく露させてしまうおそれがある．これを避

けるには，使用する化学物質ごとに保護具の破

過時間を実測で確認すれば済む話ではあるが，

現実的には膨大な数の化学物質が存在しており，

それらに対し市販されている多くの保護具につい

て化学物質の破過特性を実測で全て求めていく

のは保護具の製造者であっても極めて困難であ

る． 

一方でこれまでも労働者の皮膚に直接被液さ

せない観点で保護具を選定して労働者らに着用

させてきたが，化学物質の浸透特性まで十分に

考慮されていたとは言い難いのが現状である． 

そこで当社では取扱う化学物質の頬後具製

造者が公開している実測データがあるものは，そ

の破過時間データを抽出して返し，実測データが

ないものは保護具材料の化学物質拡散挙動か

ら破過時間をモデル式で推算する保護具選定ア

シストアプリケーションを構築した． 

このアプリケーションは化学物質の他に作業

場の騒音音圧から聴覚保護具の選定を手助け

して，遮音性能不足やオーバープロテクションを
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容易に計算して返す機能も与えている． 

2. ユーザーレビューの実施方法 

保護具選定アシストアプリケーションの開発が

概ね完了した時点のベータ版に化学物質防護や

聴覚保護で用いる保護具の選定をシステム開発

と現場作業の両方の経験がある社内有志に依

頼して，安全な保護具選定に寄与の感触や使い

勝手，今後も引続き使用したいかなどのユーザ

ー評価を行なった． 

レビューに用いるのが開発用のサーバに組ん

だベータ版になるので，システム開発の知見があ

て保護具選定や使用経験者にレビュアーを限定

している． 

レビュー者にベータ版の保護具選定アシストア

プリケーションの URL を通知し，その使用感など

をMicrosoft社の Formsで作成したアンケート

で回答させた．Forms のアンケート内容を添付

資料-1に示す． 

（注記）システム開発のベータ版とは，ソフトウェアやアプリ

ケーションの開発プロセスにおいて，正式リリース前に公開

されるテスト版をさす．ベータ版は，開発者が実際のユーザ

ーからフィードバックを収集し，バグや問題点を修正するた

めに使用される． 

3. アンケート結果 

3.1. アンケート集計結果の詳細 

アンケートの有効回答数はやや少数ながら

17件であった。 

今回のレビュアーに自ら保護具の選定を手掛

けた経験の有無を尋ねた結果を図 1 に示す．当

社の場合，定型的な作業では多くの場合，使用

する保護具は手順書等で指定されていることが

多い． 

それで新規な作業や非定常な作業を計画す

る際に最適な保護具を都度探していることが多

いと考えられる．それでレビュアーのうち，保護具

の選定経験者は約半数であった． 

 
図 1保護具の選定実務経験有無 

次に化学防護用保護具について，化学物質の

浸透透過現象の知識について尋ねた結果を図２

に示す． 

化学防護用保護具が直接の被液やガス状態

でのばく露を防ぐ効果は十分知られているが，化

学物質が保護具素材に溶解し，拡散浸透で内

面側に到達することを 25%のレビュアーが理解

できていなかった． 

  
図 2 化学物質の透過現象の知識有無 

次に化学物質の保護具の透過現象を知って

いるレビュアーに保護具の選定時に破過時間の

確認経験を尋ねたところ確認したのは約 1/3 に

とどまった．図３に結果を示す． 

また約 1/3は確認しようとしたがわからなかっ

たと回答しており，これまでの化学防護用保護具
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の選定において浸透透過現象は知っていても取

扱う化学物質に対する破過時間の確認ができな

かった状況にあったと推察される．さらに残り約

1/3は破過時間の確認を行なっていない． 

 
図 3 保護具選定時の破過時間の確認経験 

次に化学物質の保護具破過時間の確認に要

した時間を尋ねると 56%のレビュアーが数分か

ら数時間で調べられたと回答している．このレビ

ュアーらは破過時間の調べ方を知っていて効率

よく調査したのだと考えられる． 

一方で調査に数日あるいは調べていないレビ

ュアーらが 44%存在し，昨今のインターネットで

ウェブ検索が容易になった時代でも特定の化学

物質に対する保護具の破過時間の調査は容易

でないことが知れる． 

おそらく調べていないレビュアーは，選定した

保護具の定量的な破過時間を知らぬままに保護

具として利用していたと考えられ，それが短時間

であれば特に問題になることもなかったのであろ

うが，長時間であったら耐用時間に不安を抱えな

がら保護具を使っていたか，破過の知識がない

無知ゆえに長時間の作業では微量の化学物質

ばく露を受けていた可能性を否めない． 

 

 
図 4 保護具選定時の破過時間の確認に要した時間 

保護具選定の経験者らに保護具を選定する

際の保護具の比較経験有無を尋ねた．その結果

を図 5に示す．約 1/3のレビュアーらは比較して

選択しているが残りの多くのレビュアーは比較を

していない． 

本来なら保護具は消耗品なので作業環境条

件，保護性能，購入価額などを総合的に勘案し

て最適なものを選ぶことが望ましいが，もっとも重

要な保護性能を定量的に知ることが多くの場合，

困難だったので，結局，実質不明な破過時間を

比較できずに手持ちの保護具の流用などで済ま

せていた可能性が高い． 

 
図 5 保護具選定時の複数の保護具の比較経験 

ここで破過時間の比較経験者に比較した事由

を尋ねた結果を図6に示す．約半数強のレビュア

ーらはばく露濃度の低減や作業可能時間の確認
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で調査を行なっている． 

昨今，当社では経営方針として「安全と安心

（地球環境保全に努め安全，安心なものづくりを

行ないます）」，「人（個性と多様性を尊重し健康

で働きやすい職場をつくります）」を掲げ，普段か

ら全従業員への周知と徹底を図っていることもあ

り，少しでも安全な保護具の選定を心掛けている

ことが伺える． 

 
図 6 化学防護用保護具の比較理由 

次に今回開発した保護具選定アシストアプリ

ケーションの化学防護用アプリの有用性につい

て尋ねた結果を図 7 に示す．多くのレビュアーら

は役立つだろうとの見解を示した． 

一方，保護具の選定方法を保護の原理から深

く習熟しているレビュアーらからは必要ないとか，

却って保護具の機能や選定時の要点などを学習

する機会を奪うのではないかとの懸念も上がって

いる． 

このように保護具選定アシストアプリケーショ

ンの化学防護用に関しては，レビュアーら全員が

手放しで高評価といかず，知識や選定経験が豊

富な熟練者からはコンピュータシステム化による

心配が先立つ結果になった． 

 
図 7 化学防護用保護具選定アシストアプリの有用性 

聴覚保護用の保護具選定アシストアプリケー

ションについてのレビュアーらの評価を図 8 に示

す．約 3/4のレビュアーらが役立つと評価した． 

聴覚保護具の遮音性能を一つ一つ製造者の

カタログや技術資料などを細かく調べて作業場

の騒音と対比させながらの安全で最適な選定は

調査の負担や掛ける時間と対比して，これまで十

分に実施されていなかった可能性が高い． 

その点で聴覚保護用の保護具選定アシストア

プリケーションを使用すると作業場の実測騒音値

さえ手元にあれば，容易に各社の聴覚保護具の

遮音結果を計算して返してくる便利さが評価さ

れた可能性がある． 

 
図 8 聴覚保護用保護具選定アシストアプリの有用性 

業務の安全化に寄与する機能を尋ねたところ，

化学物質防護の破過時間推測や実測データ検
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索，必要な保護具の厚み推測が過半を占めた．

当社は，化学品製造会社でもあり扱う化学物質

数が非常に多いこともあるが化学防護に関する

アシスト機能に期待されていることもわかった． 

 
図９ 業務安全性へ期待するアプリの機能 

最後に保護具選定アシストアプリケーションを

正式に社内リリースした際の業務活用の意向を

確認した結果を図 10に示す．明らかに使わない

とした 6%と現時点わからないとした 44%を合

わせるとちょうど半数で業務利用の可否を分け

た形になった． 

保護具選定アシストアプリケーションは，当社

従業員にとって，まったく新しいタイプのツールで

もあり，リリース後のフォローや操作教育などを通

じて社内へ業務利用普及を図るようにしたい． 

 
図 10 アプリリリース後の業務活用意向 

 

3.2. その他の気付きや意見他 

保護具選定アシストアプリケーションのレビュ

アーから寄せられた気付きや意見を以下に示す．

化学用防護保護具の経験が浅いレビュアーから

は総じて便利になる点が評価されていたが，化

学物質の現場使用や作業管理の熟練者からは

便利になる反面の知識習得，保護具調査や選定

などの学習機会を失くす人材育成面での懸念も

示された． 

✓ リストにある物質に関しては，物質選択により

分子量が自動的に反映されると嬉しい． 

✓ 保護具の厚み推定は，デフォルトですべての

材質のグラフを表示し，チェックにより表示有

無を切り替えられると嬉しい． 

✓ 主用な溶剤については，別名・俗称などでも

検索できるとよい．例えば CAS No. 67-56-

1ならメタノール，メチルアルコール，MeOH等． 

✓ 実務として化合物を検索して，どのような保護

具が使用できるかを調べている．化学防護用

保護具選定アシストに製品カタログへのリン

クがついていると便利と感じた． 

✓ 保護具選定者の視点が欠けており，既存の耐

薬品性情報で十分．適正な製品を決めれば

再利用しないため，提案されたアプリは不要

と感じた． 

✓ フッ化水素の取り扱い経験から保護具選定に

慎重なスタンスを有している．化学物質のリス

クを多角的に調べる習慣が重要で，アプリに

よる時間短縮は学習機会を減らすため価値

を感じない． 

✓ マスター情報は重要．福井大学に同様のサイ

トがあるようだが結果比較等ができると良い． 

✓ 短時間で計算結果が出力され，とても使いや

すかった． 

✓ 保護具の仕様に素材や厚み，裏地の情報を

追加してもらえると便利だと感じた． 

✓ 未経験者でも選定が容易になり，安全性向上
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と時間短縮に繋がると感じた．基礎を学ぶきっ

かけとしても有用で，知識とスキルの向上に

役立つと思いました． 

✓ ユースケースが限られ，具体に入りすぎ．保護

具の利用環境を元に検討を誘導する形が好

ましい．将来の法令遵守項目の接続を考慮す

ると，アプリの価値が上がる． 

✓ 新規・危険物質を扱う際のユーザー自身の確

認が重要．計算式や計算上の仮定条件へア

クセスできることが望ましい．デジタル部署と

して業務効率化を期待するが，アプリ結果の

妄信を強く懸念．懸念事項が生じない可能性

もあるがコメントしておく． 

4. 結言 

この度新規に開発した保護具選定アシストア

プリケーションの社内リリースに先立ち，社内有

志によるソフトウェアのレビューを行なった． 

その結果，取扱う化学物質に対して安全で有

用な保護具を短時間で選定させる目論見に対し

多くのレビュアーが評価するものの従来の手作

業で保護具を製造者のカタログや技術資料を探

して読込むこと自体が保護具への理解を深める

OJT学習でもあったことを改めて指摘された． 

それを踏まえるとシステム化による選択ツール

の提供は時間短縮に大きく貢献するが，中長期

的には人材の知識や経験を劣化させるおそれが

ある点は今回のレビューで明確になった． 

しかし，だからと言って OJT教育の昔のままが

必ずしも良いとは言えず，保護具の原理や機能

などまで踏み込んだ OJT教育とは違う有効な教

育で解決すべき問題であると考えている． 

参考までに健康推進センターでは化学物質の

透過浸透現象などを解りやすくナレーションを入

れた動画を既に社内向けに提供している．この度，

保護具選定アシストアプリケーションを社内リリ

ースする際は利用の前提として動画コンテンツ教

材による教育受講を必須にするなどの運用面も

併せて考えたい． 
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添付資料-1 

表 1 ベータ版トライアルユーザーのアンケート内容 

No. 質問 回答様式 選択肢 1 選択肢 2 選択肢 3 選択肢 4 選択肢 5 備考 

1 あなたの保護具選定の実務経験をお尋ねします． 択一 実務で経験あり 経験なし      

2 
化学防護用の保護具で化学物質の透過現象は知って

いましたか？ 
択一 知っていた 知らなかった    化学物質透過知識の

確認  

3 

化学防護用保護具選定の経験者にお尋ねします． 

化学物質用保護具を選定する際，化学物質の破過時

間を確認しましたか？ 

択一 確認した 

確認しようとした

がわからなかっ

た 

確認しなかった   破過時間の知識確認 

4 

化学防護用保護具の破過時間を調査された方にお尋

ねします．破過時間を確認するのに要した時間はどの

程度でしたか？ 

択一 数分程度 数時間程度 数日程度 調べていない  過去の保護具調査所

要時間？ 

5 
化学防護用保護具の破過時間を複数の保護具で比較

しましたか？ 
択一 比較した 比較しなかった    保護具間の比較経験 

6 
化学防護用保護具の選定で破過時間を比較した理由

を教えてください． 
複数選択 ばく露濃度低減 

作業可能時間

の確認 

保護具コスト低

減 

他の要求機能と

の兼合い 
比較していない 

保護具を比較した事

由 

7 

保護具選定アシストアプリケーションの化学防護用を試

した結果を教えてください． 

使ってみて化学物質ばく露低減に役立つと感じました

か？ 

択一 役立つだろう 
役立たないと思

う 
わからない   アプリの有効性に対す

る 1st インプレッション 

8 

保護具選定アシストアプリケーションの聴覚防護用を試

した結果を教えてください． 

使ってみて難聴防止に役立つと感じましたか？ 

択一 役立つだろう 
役立たないと思

う 
わからない   アプリの有効性に対す

る 1st インプレッション 

9 

保護具選定アシストアプリケーションを試した結果を教

えてください． 

特に業務の安全化に役立つと感じた機能はどれでした

か？ 

複数選択 

化学物質破過

時間の実測デー

タ検索 

化学物質破過

時間の推測 

化学防護用保

護具の必要厚み

推測 

等価騒音用聴

覚保護具選定ア

シスト 

オクターブバンド

聴覚保護具選

定アシスト 

現時点で困っているこ

との確認 

10 

保護具選定アシストアプリケーションを試した結果を教

えてください． 

本システムは 2025年度から社内リリース予定です

が，リリースされたら業務で使おうと思いましたか？ 

択一 使いたい 使わない わからない    


